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び
に
代
え
て

１

は
じ
め
に

古
典
期
ロ
ー
マ
法
に
は
消
滅
時
効
の
制
度
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
按
察
官
訴
権
（
瑕
疵
担
保
訴
権
）
な
ど
で
一
年
間
と
か
二
年

間
の
訴
権
行
使
期
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
に
と
ど
ま
る
。
一
般
的
な
消
滅
時
効
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
は
紀
元
五
世
紀
の
前
半
で
（
１
）

あ
る
。

し
か
も
時
効
期
間
は
三
〇
年
間
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
〇
年
間
と
い
う
時
効
期
間
が
中
近
世
を
経
て
、
一
九
世
紀
の
近
代
的
民
法
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編
纂
に
お
い
て
も
一
般
的
時
効
期
間
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
一
八
〜
一
九
世
紀
に
お
い
て
日
常
的
に
生
起
す
る
比
較
的
少

額
の
債
権
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
は
別
個
に
特
別
規
定
と
し
て
一
〜
五
年
の
短
期
の
時
効
に
服
さ
せ
る
時
効
制
度
が
い
わ
ば
慣
行
的
に
定

着
し
、
近
代
民
法
典
の
多
く
に
採
用
さ
れ
た
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
不
法
行
為
上
の
請
求
権
や
詐
害
行
為
取
消
権
、
賃
貸
人
、
賃
借
人

間
に
生
じ
る
債
権
、
売
買
、
請
負
に
お
け
る
担
保
責
任
、
親
族
、
相
続
法
上
の
特
別
の
請
求
権
な
ど
に
つ
い
て
民
法
典
上
ま
た
は
場
合

に
よ
っ
て
は
特
別
法
上
特
別
の
時
効
規
定
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
独
仏
、
日
本
な
ど
の
大
陸
法
系
諸
国
で
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
司
法
省
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
ぺ
ー
タ
ー
ス
、

ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
両
教
授
に
よ
る
提
案
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
法
以
来
の
伝
統
的
な
時
効
法
体
系
を
大
き
く
変
容
す
る
も
の
で
あ

（
２
）

っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
一
般
的
な
時
効
期
間
は
、
主
観
的
な
起
算
点
を
伴
う
短
期
の
期
間
制
限
と
客
観
的
な
起
算
点
を
有
す
る
比
較
的

長
期
の
期
間
制
限
か
ら
成
る
二
重
期
間
制
限
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
前
者
は
二
年
と
か
三
年
と
い
う
極
め
て
短
い
期
間

が
予
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
生
命
、
身
体
に
対
す
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
、
契
約
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
通
常
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
長
期
の
特
別
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
。
ま
た
従
来

の
時
効
中
断
事
由
の
多
く
が
（
承
認
な
ど
を
除
き
）
停
止
事
由
に
組
み
込
ま
れ
、
そ
れ
に
よ
る
特
に
債
権
者
に
と
っ
て
の
不
都
合
は
債

権
者
、
債
務
者
間
の
時
効
に
関
す
る
合
意
や
和
解
、
仲
裁
、
調
停
に
か
か
る
場
合
へ
の
時
効
停
止
の
拡
大
な
ど
に
よ
り
是
正
さ
れ
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
効
に
関
す
る
新
た
な
枠
組
み
は
、
二
〇
世
紀
の
末
に
出
た
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
や
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
、
そ
れ
に

や
や
遅
れ
て
編
纂
さ
れ
た
、
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の
改
定
版
と
し
て
の
意
味
合
い
の
強
い
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
（
二
〇
〇
九
年
）
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

学
者
が
中
心
に
な
っ
て
作
成
し
た
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
契
約
法
原
則
で
基
本
的
に
採
用
さ
れ
た
だ
け
で
（
３
）

な
く
、
二
〇
〇
一
年
に
制
定

さ
れ
た
ド
イ
ツ
新
債
務
法
で
従
来
の
伝
統
的
な
時
効
法
の
枠
組
み
に
と
っ
て
代
わ
る
形
で
導
入
さ
れ
、
こ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
二
〇
〇

八
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
時
効
法
や
二
〇
一
三
年
の
ス
イ
ス
債
務
法
総
則
編
の
改
正
提
案
に
お
け
る
時
効
ル
（
４
）

ー
ル
、
さ
ら
に
は
二
〇
〇
九

（
二
）
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年
の
日
本
の
債
権
法
改
正
提
案
の
新
時
効
ル
ー
ル
、
二
〇
〇
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
法
律
委
員
会
の
出
訴
期
限
法
の
改
正
提
案
に
お
け
る
新

ル
ー
ル
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
新
ル
ー
ル
な
い
し
改
正
提
案
は
い
ず
れ
も
こ
の
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の
提
案

な
い
し
二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
新
時
効
法
の
枠
組
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
通
常
の
債
権
は
、
債
権
者
が
権
利
を
行
使
し
う
る
と
き
か
ら
一
〇
年
で
時
効
に
か
か
り
（
日
民
一
六
七
条
一
項
）、
日
常

反
復
し
て
発
生
す
る
比
較
的
少
額
の
債
権
は
短
期
時
効
に
（
日
民
一
六
九
条
以
下
）、
ま
た
商
事
債
権
は
五
年
の
時
効
に
か
か
る
（
日

商
五
二
二
条
）。
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
三
年
、
二
〇
年
の
二
重
期
間
制
限
に
服
し
（
日
民
七
二
四
条
）、
そ
の
他
民

法
、
特
別
法
に
は
時
効
に
関
す
る
特
別
規
定
（
二
重
期
間
制
限
を
定
め
た
も
の
も
含
む
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
で
右
の
新
た
な

時
効
法
の
枠
組
み
を
採
り
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
。
筆
者
は
現
行
の
日
本
の
消
滅
時
効
法
が
塵
肺
訴
訟
な
ど
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

幾
つ
か
の
ひ
ず
み
を
生
じ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
一
般
的
な
時
効
期
間
を
三
〇
年
で
は
な
く
一
〇
年
に
し
た
点
な
ど
、
基

本
的
に
は
現
在
で
も
十
分
に
妥
当
し
う
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
近
時
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
時
効
法
の
新
し

い
ト
レ
ン
ド
が
生
じ
て
お
り
、
日
本
で
も
そ
の
採
用
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
新
し
い
時
効
法

は
、
一
般
的
に
い
う
と
時
効
期
間
を
、
特
に
人
的
被
害
や
生
命
侵
害
の
場
合
を
除
い
て
、
二
年
と
か
三
年
の
極
め
て
短
い
期
間
に
短
縮

す
る
も
の
で
あ
り
、
債
権
者
の
権
利
の
実
現
と
い
う
観
点
か
ら
は
大
い
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
事
業
者
間
の
取
引
で
あ
れ
ば
、
事

業
者
に
は
早
期
の
権
利
実
現
の
手
立
て
を
講
じ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
う
る
が
、
一
般
の
市
民
に
は
こ
の
よ
う
な
期
待
は
む
ず
か
し
い
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
人
か
ら
借
り
た
お
金
を
五
年
経
っ
て
払
わ
な
い
者
は
一
〇
年
経
っ
て
も
払
わ
な
い
の
が
通
例
で

あ
ろ
う
。
裁
判
例
で
時
効
の
短
さ
な
い
し
債
権
者
の
権
利
救
済
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
塵
肺
訴
訟
や
石
綿
訴
訟
な
ど
の
労

働
災
害
を
中
心
と
し
た
人
身
被
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
新
し
い
時
効
法
枠
組
で
は
、
通
常
の
時
効
と
は
別
個
に

人
身
被
害
に
関
す
る
長
期
の
期
間
制
限
規
定
が
置
か
れ
る
。
債
務
額
が
少
額
の
場
合
は
訴
訟
の
コ
ス
ト
な
ど
を
考
え
て
債
権
者
が
あ
き
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ら
め
る
場
合
が
多
い
と
し
て
も
、
巷
間
一
〇
年
の
時
効
完
成
間
際
に
な
っ
て
借
主
等
債
務
者
を
訴
え
る
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
場
合
も
少

な
く
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
時
効
期
間
が
短
く
な
る
と
、
債
権
者
は
そ
れ
に
応
じ
て
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
時
効
期
間
が
長
い

か
ら
債
権
者
は
救
わ
れ
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
こ
の
新
し
い
時
効
体
系
を
わ
が
国
に

導
入
す
べ
き
か
否
か
は
、
人
身
被
害
を
除
く
損
害
賠
償
を
含
む
債
権
の
行
使
期
間
を
二
年
、
三
年
あ
る
い
は
五
年
と
い
う
比
較
的
短
い

期
間
に
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
状
況
が
国
民
の
間
に
醸
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。
貸
金
な
い
し
債
権
を
踏
み
倒
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
債
権
が
こ
れ
ら
短
期
間
内
に
時
効
消
滅
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
、

時
効
に
か
か
る
前
に
訴
え
提
起
、
和
解
、
仲
裁
、
調
停
手
続
の
着
手
、
督
促
命
令
の
取
得
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
い
え
る
こ
と
は
、
貸
し
た
金
の
返
還
は
相
手
が
払
え
る
と
き
ま
で
待
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
個
人
と
個
人
と
の
間

の
友
誼
関
係
を
基
礎
と
す
る
（
人
情
の
支
配
す
る
）
素
朴
な
市
民
関
係
か
ら
、
人
は
日
々
新
し
い
関
係
を
次
々
と
構
築
し
て
い
く
存
在

で
あ
り
、
貸
し
た
金
を
す
ぐ
に
取
り
戻
す
努
力
を
し
な
い
者
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
取
り
戻
せ
な
く
な
る
い
わ
ば
ビ
ジ
ネ
ス
の
時
代

に
移
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
契
約
違
反
や
不
法
行
為
に
よ
っ
て
人
的
被
害
を
受
け
る
場
合
は
別
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
つ
と
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
時
効
体
系
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
支
障
は
な
く
、
問
題
は
日
本
で
そ
れ
を

受
け
入
れ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
法
発
展
や
民
生
に
合
う
よ
う
に
修
正
す
る
か
の
問
題
に
移
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
下
の
本
論
で
は
、
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の
時
効
制
度
の
提
案
に
端
を
発
す
る
新
し
い
時
効
体
系
が
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
、
な
い
し
ど
の
よ
う
に
立
法
化
さ
れ
た
か
を
素
描
す
る
と
と
（
５
）

も
に
、
法
改
正
後
す
で
に
一
四
年

が
経
過
し
た
ド
イ
ツ
で
こ
の
新
し
い
時
効
法
体
系
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
、
か
つ
ど
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
を
資

料
に
基
づ
い
て
浮
き
彫
り
に
す
る
一
方
で
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
等
に
お
け
る
新
時
効
法
相
互
間
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
、
わ
が
国

に
お
け
る
新
時
効
体
系
の
導
入
が
ど
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
な
の
か
を
こ
れ
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
い
て
検
討
し
て
、
来
る
べ

（
四
）
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き
わ
が
国
の
新
時
効
法
制
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
の
参
考
資
料
を
提
供
し
た
い
。

注（
１
）
紀
元
四
二
四
年
に
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
二
世
が
訴
権
を
対
物
訴
権
と
対
人
訴
権
を
問
わ
ず
三
〇
年
の
消
滅
時
効
に
服
せ
し
め
た
（Cod.

T
heod.４,１４pr.;C.７.３９.３pr.

）。
こ
れ
が
今
日
に
至
る
ま
で
の
消
滅
時
効
制
度
の
起
源
で
あ
る
（
拙
稿
「
時
効
期
間
と
除
斥
期
間
の
分
化

過
程
―
ド
イ
ツ
普
通
法
を
中
心
に
―
」
法
時
五
五
巻
三
号
（
昭
和
五
八
年
）
一
四
頁
参
照
）。

（
２
）Bundesm

inisterium
der
Justiz

（H
rsg.

）,Gutachten
und

V
orschläge

zurÜberarbeitung
des
Schuldrechts,Bd.I,１９８１,

SS. ７７f.

﹇Peters／Zim
m
erm
ann

﹈.

下
森
定
他
編
著
・
西
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
鑑
定
意
見
の
研
究
（
法
政
大
学
現
代
法
研
究
書
叢
書
）（
一

九
八
八
年
）
八
八
頁
以
下
﹇
半
田
﹈。

（
３
）
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の
新
し
い
時
効
法
の
体
系
に
つ
い
て
は
、Zim

m
erm
ann,Com

parative
Foundations

ofa
European

Law
of

Set-offand
Prescription,Cam

bridge
U
P, ２００２;id.,T

he
new

Germ
an
Law

ofO
bligations-H

istoricaland
Coparative

Per-
spectives

２００５

（
中
田
監
修
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
・
契
約
法
の
展
開
と
ド
イ
ツ
新
債
務
法
（
二
〇

〇
八
年
）
第
一
四
章
（
野
々
村
和
喜
訳
））
参
照
。

（
４
）
ス
イ
ス
債
務
法
の
消
滅
時
効
法
の
改
正
提
案
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ス
イ
ス
債
務
法
総
則
編
の
改
正
」
本
誌
二
八
巻
一
号
（
二
〇
一
四

年
）
五
七
―
五
九
頁
参
照
。

（
５
）
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
レ
・
ラ
ン
ド
ー
／
エ
リ
ッ
ク
・
ク
ラ
イ
フ
／
ア
ン
ド
レ
・
プ
リ
ュ
ム
／
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ツ
ィ
ン
マ
ー

マ
ン
編
﹇
潮
見
佳
男
、
中
田
邦
博
、
松
岡
久
和
監
訳
﹈・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
Ⅲ
（
法
律
文
化
社
）（
二
〇
〇
八
年
）
一
三
一
頁
以
下
、

Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
お
よ
び
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｃ
（
二
〇
〇
四
年
版
以
降
）
に
つ
い
て
は
、
金
山
直
樹
編
・
消
滅
時
効
法
の
現
状
と
改
正
提
言
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
／

N
o.１２２

）（
平
成
二
〇
年
）
一
八
三
頁
以
下
﹇
鹿
野
菜
穂
子
﹈、
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
・
バ
ー
ル
他
編
﹇
窪

田
充
見
、
潮
見
佳
男
、
中
田
邦
博
、
松
岡
久
和
、
山
本
敬
三
、
吉
永
一
行
監
訳
﹈・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
原
則
・
定
義
・
モ
デ
ル
準
則
（
共
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通
参
照
枠
草
案
（
Ｄ
Ｃ
Ｆ
Ｒ
））（
法
律
文
化
社
）（
二
〇
一
三
年
）
一
五
三
頁
以
下
参
照
。
イ
ギ
リ
ス
の
二
〇
〇
一
年
法
律
委
員
会
出
訴
期

限
改
正
提
案
に
つ
い
て
は
、
金
山
編
・
前
掲
書
一
四
二
頁
以
下
﹇
松
尾
弘
﹈、
拙
稿
「
イ
ギ
リ
ス
出
訴
期
限
法
と
二
〇
〇
一
年
改
正
提
案
」

千
葉
大
学
法
学
研
究
三
〇
巻
一
・
二
号
（
平
成
二
七
年
）
一
一
頁
以
下
参
照
。

２

ド
イ
ツ
民
法

（
１
）
二
〇
〇
一
年
の
法
改
正

（
イ
）
改
正
前
時
効
法
の
概
要

二
〇
〇
一
年
に
債
務
法
現
代
化
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
消
滅
時
効
法
は
、
わ
が
国
の
消
滅
時
効
法
と
か
な
り
の
点
に
お

い
て
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
わ
が
国
で
明
治
期
に
民
法
を
制
定
し
た
と
き
に
、
範
と
し
た
外
国
の
法
典
ま
た
は
草
案
の
一
つ
が
ド
イ

ツ
民
法
の
第
一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
で
あ
っ
た
こ
と
を
原
因
と
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
実
質
的
に
は
わ
が
国
の
明
治
民
法
の
時

効
を
含
め
た
ル
ー
ル
の
も
と
と
な
っ
た
一
九
八
〇
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
時
効
ル
ー
ル
の
一
つ
と
し
て
当
時
の
ド
イ
ツ
民
法
学
で

論
じ
ら
れ
て
い
た
時
効
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
の
時
効
ル
ー
ル
と
現
在
ま

で
の
日
本
の
時
効
規
定
と
は
ル
ー
ツ
を
共
通
に
す
る
。
旧
法
の
一
般
的
時
効
期
間
は
、
そ
の
頃
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
国
で
採

ら
れ
て
い
た
三
〇
年
間
で
あ
る
（
ド
民
旧
一
九
五
条
）。
し
か
し
、
二
年
、
四
年
の
短
期
時
効
期
間
の
定
め
が
あ
る
（
ド
民
旧
一
九
六

条
、
旧
一
九
（
１
）

七
条
）。
こ
れ
ら
の
短
期
時
効
期
間
の
制
度
は
、
一
九
世
紀
の
取
引
実
務
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
々

反
復
発
生
継
続
し
て
発
生
す
る
比
較
的
少
額
の
債
権
、
債
務
に
つ
い
て
は
比
較
的
短
期
の
時
効
を
認
め
た
ら
よ
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

三
〇
年
の
時
効
期
間
の
開
始
時
は
、
請
求
権
発
生
時
で
あ
る
。
不
作
為
債
務
は
そ
の
違
反
の
と
き
が
起
算
点
と
な
る
（
ド
民
旧
一
九
八

（
六
）
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条
）。
権
利
者
が
解
約
し
た
場
合
に
始
め
て
給
付
を
請
求
し
う
る
と
き
は
、
起
算
点
は
、
告
知
が
許
容
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
が
、
告
知

後
一
定
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
に
義
務
者
が
給
付
を
実
現
し
う
る
場
合
は
、
そ
の
期
間
が
経
過
し
た
と
き
で
あ
る
（
ド
民
旧
一
九
九

条
）。
権
利
者
が
取
消
権
を
行
使
し
た
後
で
始
め
て
請
求
権
が
発
生
す
る
と
き
は
、
家
族
法
上
の
関
係
を
除
き
、
時
効
の
起
算
点
は
取

消
が
許
容
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
（
ド
民
旧
二
〇
〇
条
）。
ま
た
短
期
時
効
は
、
そ
れ
ら
の
請
求
権
の
ド
民
旧
一
九
八
条
か
ら
旧
二
〇
〇

条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
た
起
算
点
が
到
来
し
た
年
の
終
了
と
と
も
に
進
行
を
開
始
す
る
。
給
付
が
こ
の
時
点
を
超
え
た
期
間
の
徒
過
後

に
始
め
て
請
求
さ
れ
う
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
が
徒
過
し
た
年
の
終
了
と
と
も
に
時
効
は
進
行
を
開
始
す
る
（
ド
民
旧
二
〇
一
条
）。

こ
の
よ
う
な
短
期
時
効
に
つ
い
て
の
時
効
起
算
点
の
ル
ー
ル
は
、
改
正
後
の
短
期
時
効
期
間
の
起
算
点
に
関
す
る
規
定
と
し
て
存
続
す

る
（
ド
民
一
九
九
条
一
項
）。
し
か
し
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
請
求
権
は
、
そ
れ
が
短
い
時
効
期
間
に
服
す
る
と
し
て
も
三

〇
年
の
時
効
に
か
か
る
。
執
行
力
あ
る
和
解
、
執
行
力
あ
る
証
書
、
破
産
手
続
上
執
行
力
あ
る
も
の
と
さ
れ
た
請
求
権
に
つ
い
て
も
同

様
で
あ
る
（
ド
民
旧
二
一
八
条
一
項
）。
も
っ
と
も
、
通
例
反
復
さ
れ
る
将
来
満
期
の
到
来
す
る
給
付
に
係
る
場
合
は
、
短
期
の
時
効

に
服
す
る
（
同
条
二
項
）。
戦
前
わ
が
国
の
民
法
は
本
条
を
参
考
に
し
て
現
行
日
民
一
七
四
条
の
二
を
規
定
し
た
。

旧
法
で
は
、
今
日
の
わ
が
国
の
時
効
規
定
と
同
様
停
止
事
由
と
中
断
事
由
に
区
分
け
さ
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
旧
規
定
で
停
止
事
由

と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
給
付
が
猶
予
さ
れ
、
ま
た
は
義
務
者
が
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る

場
合
（
た
だ
し
、
留
置
権
、
同
時
履
行
の
抗
弁
、
担
保
の
不
給
付
、
先
訴
の
抗
弁
、
保
証
人
の
主
債
務
者
の
有
す
る
取
消
権
、
相
殺
の

抗
弁
、
相
続
人
の
相
続
承
認
後
認
め
ら
れ
る
支
払
拒
絶
権
（
ド
民
二
〇
一
四
条
、
二
〇
一
五
条
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
）（
ド
民
旧
二

〇
二
条
）、
権
利
者
が
司
法
手
続
の
休
止
そ
の
他
の
不
可
抗
力
に
よ
り
時
効
期
間
の
最
後
の
六
カ
月
間
に
訴
追
で
き
な
い
場
合
（
ド
民

旧
二
〇
三
条
）、
婚
姻
当
事
者
間
の
請
求
権
は
、
婚
姻
継
続
中
、
親
子
間
の
請
求
権
は
子
ど
も
が
未
成
年
で
あ
る
間
、
後
見
人
と
被
後

見
人
の
間
は
後
見
関
係
の
継
続
中
、
パ
ー
ト
ナ
ー
間
で
は
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
の
存
続
中
（
ド
民
旧
二
〇
四
条
）、
請
求
権
の
時
効
の
進
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行
は
停
止
す
る
。
ド
イ
ツ
の
時
効
法
に
は
、
停
止
事
由
の
他
に
満
了
停
止
事
由
が
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
満
了
停
止
と
い

う
概
念
は
、
改
正
後
も
継
続
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
旧
法
上
行
為
無
能
力
者
、
制
限
行
為
能
力
者
に
法
定
代
理
人
が
い
な
か
っ
た
場

合
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
時
効
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
為
能
力
を
回
復
し
ま
た
は
代
理
権
の
欠
缺
が
治
癒
し
た
と
き
か
ら
六
カ
月
が

経
過
す
る
ま
で
は
時
効
は
完
成
し
な
い
。
時
効
期
間
が
六
カ
月
よ
り
短
い
場
合
は
、
時
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
か
ら
六
カ
月
で
あ
る

（
ド
民
旧
二
〇
六
条
一
項
）。
こ
れ
ら
の
者
が
訴
訟
能
力
を
有
す
る
と
き
は
、
本
条
一
項
は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
条
二
項
）。
相
続
財
産

に
属
し
ま
た
は
相
続
財
産
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
は
、
相
続
人
が
相
続
財
産
を
承
認
し
ま
た
は
相
続
財
産
に
関
す
る
破
産
手
続
が
開

示
さ
れ
、
ま
た
は
代
理
人
の
ま
た
は
代
理
人
に
対
す
る
請
求
権
が
主
張
さ
れ
う
る
と
き
か
ら
六
カ
月
が
経
過
す
る
前
は
満
了
し
な
い
。

時
効
期
間
が
六
カ
月
よ
り
短
い
場
合
は
、
時
効
期
間
満
了
時
か
ら
六
カ
月
で
あ
る
（
ド
民
旧
二
〇
七
条
）。

ド
イ
ツ
民
法
旧
規
定
に
お
け
る
時
効
中
断
事
由
と
し
て
は
、
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す
る
割
賦
金
、
利
息
の
支
払
、
担
保
の
給
付
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
債
務
の
承
認
（
ド
民
旧
二
〇
八
条
）、
請
求
権
の
裁
判
上
の
主
張
（
ド
民
旧
二
〇
九
条
）、
強
制
執
行
（
ド
民
旧
二

一
六
条
）
が
こ
れ
に
属
す
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
多
く
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
裁
判
手
続
の
た
め
に
官
署
の
あ
ら
か
じ
め
の
決
定

を
必
要
と
し
、
ま
た
は
管
轄
裁
判
所
の
決
定
が
上
級
裁
判
所
に
よ
り
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
申
請
の
解
決
後
三
カ
月
内
に
訴
え
が
提

起
さ
れ
、
ま
た
は
和
解
申
立
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
時
効
は
官
署
ま
た
は
上
級
裁
判
所
へ
の
申
請
の
到
達
に
よ
り
中
断
す
る
（
ド
民
旧

二
一
〇
条
）。
訴
え
提
起
に
よ
る
時
効
中
断
は
訴
訟
が
既
判
力
を
も
っ
て
判
決
さ
れ
ま
た
は
他
の
方
法
で
終
了
す
る
ま
で
存
続
す
る（
ド

民
旧
二
一
一
条
一
項
）。
訴
訟
が
合
意
ま
た
は
遂
行
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
休
止
し
た
と
き
は
、
中
断
は
当
事
者
ま
た
は
裁
判
所
の
最

後
の
訴
訟
行
為
と
と
も
に
終
了
す
る
。
中
断
の
終
了
後
開
始
し
た
新
し
い
時
効
は
、
当
事
者
の
一
人
が
訴
訟
を
続
行
す
る
こ
と
に
よ
り

訴
え
提
起
と
同
様
に
中
断
す
る
（
同
条
二
項
）。
訴
え
提
起
に
よ
る
中
断
は
、
訴
訟
が
取
り
下
げ
ら
れ
ま
た
は
本
案
自
体
に
つ
い
て
判

断
し
な
い
判
決
に
よ
っ
て
既
判
力
を
も
っ
て
却
下
さ
れ
た
と
き
は
、
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
ド
民
旧
二
一
二
条
一
項
）。
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権
利
者
が
六
カ
月
以
内
に
新
し
い
訴
え
を
起
こ
し
た
と
き
は
、
時
効
は
最
初
の
訴
え
の
提
起
に
よ
り
中
断
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る

（
同
条
二
項
）。
和
解
申
立
に
よ
る
中
断
は
、
和
解
手
続
の
終
了
ま
で
存
続
す
る
。
和
解
手
続
に
訴
訟
手
続
が
直
接
に
接
続
す
る
と
き

は
、
ド
民
旧
二
一
一
条
お
よ
び
旧
二
一
二
条
が
適
用
さ
れ
る
。
和
解
手
続
が
休
止
し
ま
た
は
取
り
下
げ
ら
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る

（
ド
民
旧
二
一
二
ａ
条
）。
支
払
命
令
の
申
立
に
は
ド
民
旧
二
一
二
ａ
条
が
準
用
さ
れ
る
（
ド
民
旧
二
一
三
条
）。
破
産
手
続
参
加
に
よ

る
中
断
は
、
取
り
下
げ
の
場
合
を
除
い
て
破
産
手
続
が
終
了
す
る
ま
で
存
続
す
る
（
ド
民
旧
二
一
四
条
一
項
、
二
項
）。
訴
訟
上
の
相

殺
ま
た
は
訴
訟
告
知
に
よ
る
中
断
は
訴
訟
が
既
判
力
を
も
っ
て
判
決
さ
れ
ま
た
は
他
の
方
法
で
終
結
す
る
と
き
ま
で
存
続
す
る
（
ド
民

旧
二
一
五
条
一
項
）。
訴
訟
終
了
後
六
カ
月
内
に
請
求
権
の
満
足
ま
た
は
確
定
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
な
い
場
合
は
、
中
断
は
生

じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。
請
求
権
が
仲
裁
裁
判
所
、
特
別
裁
判
所
、
行
政
裁
判
所
ま
た
は
行
政
官
署
で
主
張

さ
れ
る
と
き
も
中
断
が
生
じ
る
（
ド
民
旧
二
二
〇
条
一
項
）。
仲
裁
契
約
に
お
い
て
仲
裁
人
が
指
名
さ
れ
ず
、
ま
た
は
仲
裁
人
の
指
名

が
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
必
要
で
あ
り
、
あ
る
い
は
仲
裁
裁
判
所
が
そ
の
他
の
前
提
が
満
た
さ
れ
た
後
で
の
み
招
集
さ
れ
る
と
き
は
、

時
効
は
権
利
者
が
事
件
の
解
決
の
た
め
に
彼
の
側
で
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
な
し
た
こ
と
に
よ
り
中
断
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。

時
効
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
は
一
箇
条
の
み
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
時
効
は
法
律
行
為
に
よ
り
排
除
さ
れ
も
、
ま
た
加
重
さ
れ
も

し
な
い
が
、
時
効
の
軽
減
、
特
に
時
効
期
間
の
短
縮
は
許
容
さ
れ
る
と
し
て
い
た
（
ド
民
旧
二
二
五
条
）。
も
っ
と
も
、
支
払
猶
予
、

弁
済
期
の
延
期
に
よ
る
起
算
点
の
延
期
、
不
訴
求
特
約
の
よ
う
に
時
効
完
成
を
間
接
的
に
困
難
に
す
る
合
意
は
有
効
と
さ
（
２
）

れ
た
。

時
効
の
効
力
は
、
ド
イ
ツ
民
法
で
は
債
務
者
に
抗
弁
権
を
与
え
る
と
い
う
構
成
が
と
ら
れ
て
い
た
（
ド
民
旧
二
二
二
条
（
３
）

一
項
）。
時

効
に
か
か
っ
た
請
求
権
の
満
足
の
た
め
に
給
付
さ
れ
た
も
の
は
、
給
付
が
時
効
に
か
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、

返
還
請
求
さ
れ
え
な
い
。
義
務
者
の
契
約
に
適
っ
た
承
認
な
ら
び
に
担
保
給
付
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
（
同
条
二
項
）。
ド
民
旧
二
二

二
条
二
項
の
債
務
の
承
認
は
、
時
効
中
断
事
由
と
し
て
の
債
務
の
承
認
（
旧
二
〇
八
条
）
と
は
区
別
さ
れ
、
起
草
時
の
第
二
委
員
会
は

１８４ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）

（
九
）



こ
の
承
認
を
ド
民
七
八
一
条
の
抽
象
的
債
務
承
認
と
解
し
、
原
則
と
し
て
書
面
の
形
式
を
要
す
る
と
し
て
い
（
４
）

た
が
、
反
対
説
も
あ
（
５
）

っ
た
。

抵
当
権
、
船
舶
抵
当
権
ま
た
は
質
権
の
つ
い
た
請
求
権
の
時
効
は
、
権
利
者
が
担
保
の
設
定
さ
れ
た
客
体
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
を
求

め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
ド
民
旧
二
二
三
条
一
項
）。
請
求
権
の
担
保
の
た
め
に
権
利
が
移
転
さ
れ
た
と
き
は
、
返
還
は
請
求
権
の
時

効
に
基
づ
い
て
請
求
さ
れ
え
な
い
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
利
息
や
他
の
反
復
さ
れ
る
給
付
の
未
払
い
請
求
権
の
時
効
に

は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
条
三
項
）。
主
た
る
請
求
権
に
依
存
す
る
付
随
的
請
求
権
は
、
こ
れ
ら
の
請
求
権
に
適
用
さ
れ
る
特
別
の
時
効

が
ま
だ
満
了
し
て
い
な
い
場
合
で
も
、
主
た
る
請
求
権
と
と
も
に
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
旧
二
二
四
条
）。

（
ロ
）
改
正
法
の
概
要

二
〇
〇
一
年
の
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
に
よ
り
消
滅
時
効
法
は
以
下
の
よ
う
に
現
代
化
さ
（
６
）

れ
た
。
ま
ず
第
一
に
、
一
般
的
な
消
滅
時
効

期
間
の
短
縮
化
と
二
重
期
間
制
限
の
導
入
で
あ
る
。
一
般
的
な
消
滅
時
効
期
間
は
三
年
間
と
さ
れ
（
ド
民
一
九
（
７
）

五
条
）、
そ
の
起
算
点

は
、
請
求
権
が
発
生
し
、
か
つ
債
権
者
が
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
お
よ
び
債
務
者
が
誰
で
あ
る
か
を
知
り
ま
た
は
重
過
失
が
な
け

れ
ば
知
っ
た
に
違
い
な
い
年
の
終
了
時
と
な
っ
た
（
年
末
時
効
）（
ド
民
一
九
九
条
（
８
）

一
項
）。
も
っ
と
も
、
一
般
の
請
求
権
は
、
債
権
者

の
上
記
の
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
不
知
と
は
無
関
係
に
そ
の
発
生
時
か
ら
一
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
一
九
九
条
四
項
）。

請
求
権
の
発
生
時
と
は
債
権
者
が
請
求
し
う
る
と
き
は
直
ち
に
の
趣
旨
で
（
９
）

あ
り
、
弁
済
期
の
到
来
時
で
あ
る
。
そ
の
後
の
法
改
正
で
親

族
、
相
続
法
上
の
請
求
権
も
原
則
的
に
一
九
九
条
一
項
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
相
続
に
基
づ
く
請
求
権
ま
た
は
そ
の
主

張
が
死
因
処
分
を
知
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
請
求
権
は
、
悪
意
ま
た
は
重
過
失
の
有
無
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
請
求
権
の
発
生
時
か

ら
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
（
一
九
九
条
三
ａ
項
（
二
〇
〇
九
年
本
項
追
加
））。
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
生
命
、
身
体
、
健
康
ま
た
は

自
由
の
（
１０
）

侵
害
に
関
す
る
も
の
は
、
そ
の
発
生
お
よ
び
債
権
者
の
上
記
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
不
知
と
は
無
関
係
に
、
行
為
、
義
務

（
一
〇
）
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違
反
ま
た
は
そ
の
他
の
損
害
を
惹
起
し
た
出
（
１１
）

来
事
か
ら
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
一
九
九
条
二
項
）。
そ
れ
以
外
の
損
害
賠
償

請
求
権
は
、
悪
意
ま
た
は
重
過
失
に
よ
る
不
知
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
そ
の
発
生
か
ら
一
〇
年
ま
た
は
そ
の
発
生
お
よ
び
悪
意
ま
た
は

重
過
失
に
よ
る
不
知
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
そ
の
行
為
、
義
務
違
反
ま
た
は
そ
の
他
の
損
害
を
発
生
さ
せ
る
出
来
事
か
ら
三
〇
年
の
い

ず
れ
か
早
い
時
期
の
到
来
し
た
と
き
に
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
一
九
九
条
三
項
）。
ド
イ
ツ
の
新
時
効
法
同
様
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
教
授

が
制
定
に
加
わ
っ
た
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
で
は
、
三
年
の
期
間
の
起
算
点
は
債
務
の
履
行
期
と
さ
れ
（
一
四：

二
〇
三
条
一
項
）、
ま
た
ド
イ
ツ

の
よ
う
な
長
期
の
時
効
期
間
の
定
め
は
な
く
、
三
年
の
期
間
が
各
種
停
止
事
由
に
よ
っ
て
人
身
損
害
に
つ
い
て
は
最
大
三
〇
年
、
そ
れ

以
外
の
損
害
に
つ
い
て
は
最
大
一
〇
年
ま
で
延
長
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
一
四：

三
〇
七
条
）。
こ
の
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
の

モ
デ
ル
は
、
最
初
に
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
ら
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
時
効
法
の
体
系
に
よ
り
忠
実
で
（
１２
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
新
時
効
法
で
は
、
土
地
所
有
権
の
移
転
な
ら
び
に
土
地
に
対
す
る
権
利
の
設
定
、
移
転
ま
た
は
廃
止
も
し
く
は
か
よ
う
な
権

利
の
内
容
の
変
更
の
請
求
権
お
よ
び
そ
の
反
対
給
付
請
求
権
は
一
〇
年
の
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
一
九
六
条
）。
売
買
お
よ
び
請
負
契

約
上
の
担
保
請
求
権
は
、
ド
民
四
三
八
条
お
よ
び
六
三
四
ａ
条
の
特
別
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
売
却
さ
れ
た
建
物
に
瑕
疵
が

あ
る
と
き
は
、
引
き
渡
し
時
か
ら
五
年
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
（
ド
民
四
三
八
条
一
項
二
ａ
号
）、
売
却
さ
れ
た
自
動
車
に
瑕
疵
が

あ
る
と
き
は
、
引
き
渡
し
時
か
ら
二
年
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
（
ド
民
四
三
八
条
一
項
三
号
）。
賃
貸
人
の
賠
償
請
求
権
お
よ
び

賃
借
人
の
費
用
償
還
請
求
権
は
、
各
々
返
還
時
ま
た
は
賃
貸
借
終
了
時
か
ら
六
カ
月
の
時
効
に
服
す
る
（
ド
民
五
四
八
条
）。
所
有
権

そ
の
他
の
物
権
的
権
利
に
基
づ
く
返
還
請
求
権
（
二
号
）、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
請
求
権
（
三
号
）、
執
行
力
あ
る
和
解
ま
た

は
執
行
力
あ
る
証
書
に
基
づ
く
請
求
権
（
四
号
）
お
よ
び
破
産
手
続
上
な
さ
れ
た
確
定
に
よ
り
執
行
力
を
取
得
し
た
請
求
権
（
五
号
）

は
、
異
な
っ
た
合
意
の
な
い
限
り
、
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
一
九
七
条
（
１３
）

一
項
）。
も
っ
と
も
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
、

執
行
力
あ
る
和
解
ま
た
は
証
書
に
基
づ
き
、
ま
た
は
破
産
手
続
上
な
さ
れ
た
確
定
に
よ
り
執
行
力
を
取
得
し
た
請
求
権
が
将
来
到
来
す
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る
通
例
反
復
さ
れ
る
給
付
を
内
容
と
す
る
と
き
は
、
通
常
の
時
効
期
間
に
服
す
る
（
ド
民
一
九
七
条
二
項
）。
こ
の
三
〇
年
の
時
効
期

間
が
適
用
さ
れ
る
請
求
権
の
範
囲
に
は
、
当
初
親
族
法
、
相
続
法
上
の
請
求
権
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
九
年
の
改
正
で
、
こ
れ

ら
の
請
求
権
に
も
（
相
続
に
基
づ
く
請
求
権
お
よ
び
死
因
処
分
の
認
識
を
前
提
と
す
る
請
求
権
を
除
き
（
一
九
九
条
三
ａ
項
））
で
き

る
だ
け
一
般
の
時
効
規
定
を
適
用
す
る
た
め
に
、
本
条
の
適
用
範
囲
か
ら
削
除
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
生
命
、
身
体
、
健
康
、

自
由
ま
た
は
性
的
自
己
決
定
の
故
意
に
よ
る
侵
害
に
基
づ
く
請
求
権
（
一
号
）
お
よ
び
強
制
執
行
費
用
の
償
還
請
求
権
（
六
号
）
が
新

た
に
加
え
ら
れ
た
。
ド
民
一
九
七
条
一
項
の
請
求
権
は
、
異
な
っ
た
時
効
の
起
算
点
の
定
め
が
な
い
限
り
、
請
求
権
の
発
生
時
に
進
行

を
開
始
す
る
。
不
作
為
請
求
権
の
場
合
は
違
反
時
で
あ
る
（
ド
民
二
〇
〇
条
）。
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
、
執
行
力
あ
る
和
解
ま

た
は
証
書
に
基
づ
き
、
破
産
手
続
上
な
さ
れ
た
確
定
に
よ
り
執
行
力
を
取
得
し
た
請
求
権
ま
た
は
強
制
執
行
費
用
償
還
請
求
権
の
時
効

起
算
点
は
、
判
決
が
既
判
力
を
取
得
し
、
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
が
作
成
さ
れ
、
ま
た
は
破
産
手
続
上
の
確
定
の
と
き
に
進
行
を
開
始

す
る
が
、
請
求
権
の
発
生
よ
り
前
に
は
進
行
を
開
始
し
な
い
（
ド
民
二
〇
一
条
）。

第
二
に
、
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の
提
案
に
従
っ
て
、
従
来
の
時
効
中
断
事
由
の
か
な
り
の
も
の
が
時
効
の
停
止
事
由
と

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
新
規
定
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
と
債
権
者
の
間
に
請
求
権
ま
た
は
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
情
に
関
す
る
協
議
が

な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
時
効
は
一
方
ま
た
は
相
手
方
が
協
議
の
継
続
を
拒
否
す
る
ま
で
停
止
し
、
こ
の
場
合
時
効
は
停
止
の
終
了
か

ら
早
く
て
も
三
カ
月
後
に
完
成
す
る
（
ド
民

（
１４
）

二
〇
三
条
）。
判
例
は
協
議
の
概
念
を
極
め
て
広
く
解
し
、
直
ち
に
か
つ
一
義
的
に
義
務

が
否
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
請
求
権
お
よ
び
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
意
見
の
交
換
が
な
さ
れ
れ
ば
十
分
で
あ
る

と
（
１５
）

す
る
。
な
ん
ら
か
の
和
解
の
準
備
の
徴
表
が
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
時
効
は
、
給
付
ま
た
は
請
求
権
の
確
定
、
執
行
名
義
の
取
得

ま
た
は
執
行
判
決
の
付
与
を
求
め
る
訴
え
の
提
起
、
未
成
年
者
の
扶
養
に
関
す
る
簡
易
な
手
続
に
お
け
る
申
立
の
送
達
、
督
促
手
続
に

お
け
る
支
払
命
令
の
送
達
、
和
解
申
立
の
通
知
の
指
示
、
訴
訟
上
の
相
殺
の
主
張
、
訴
訟
告
知
の
送
達
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合

（
一
二
）
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の
ひ
な
型
手
続
（M

usterverfahren

）
の
申
立
の
送
達
、
独
立
証
拠
手
続
の
実
行
の
申
立
の
送
達
、
合
意
さ
れ
た
鑑
定
手
続
の
開
始

ま
た
は
請
負
に
お
け
る
工
事
完
了
の
際
の
鑑
定
人
の
委
嘱
、
仮
差
押
、
仮
処
分
ま
た
は
仮
の
命
令
の
申
立
の
送
達
、
破
産
手
続
に
お
け

る
請
求
権
の
届
出
、
仲
裁
法
廷
の
手
続
の
開
始
、（
官
署
の
あ
ら
か
じ
め
の
決
定
が
前
置
さ
れ
る
場
合
の
）
官
署
に
お
け
る
申
立
の
到

達
、（
管
轄
裁
判
所
を
決
定
す
る
）
上
級
審
に
お
け
る
申
立
の
到
達
、
お
よ
び
訴
訟
費
用
扶
助
の
最
初
の
申
立
の
通
知
の
指
示
に
よ
っ

て
も
停
止
す
る
（
ド
民
二
〇
四
条
一
項
）。
訴
え
の
提
起
等
が
停
止
事
由
と
さ
れ
た
理
由
は
、
訴
え
に
よ
り
原
告
が
勝
訴
の
確
定
判
決

を
得
る
場
合
は
、
後
述
既
判
力
あ
る
確
定
判
決
に
基
づ
く
債
権
に
与
え
ら
れ
る
長
期
の
時
効
期
間
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
請
求

棄
却
の
場
合
は
請
求
権
の
不
存
在
が
確
定
す
る
た
め
、
時
効
期
間
を
再
開
さ
せ
る
意
味
が
な
い
こ
と
、
訴
え
取
り
下
げ
や
却
下
の
場
合

は
、
中
断
を
遡
及
的
に
な
か
っ
た
も
の
と
し
、
債
権
者
が
取
り
下
げ
や
却
下
の
後
六
カ
月
以
内
に
訴
え
を
提
起
す
る
と
再
び
中
断
効
を

生
じ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
内
容
か
ら
し
て
停
止
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
（
１６
）

れ
る
。
本
条
項
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
単
な
る

催
告
で
は
不
十
分
で
、
所
定
の
手
続
き
に
よ
る
主
張
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
判
決
が
既
判
力
を
取
得
し
、
ま
た
は
開
始
さ
れ
た
手

続
が
他
の
方
法
で
終
了
し
た
と
き
か
ら
六
カ
月
で
停
止
は
終
了
す
る
。
手
続
が
当
事
者
が
そ
れ
を
な
さ
な
い
こ
と
に
よ
り
休
止
状
態
に

陥
っ
た
と
き
は
、
当
事
者
、
裁
判
所
ま
た
は
そ
の
他
の
手
続
に
携
わ
っ
て
い
る
部
局
の
最
後
の
手
続
行
為
が
手
続
の
終
了
に
代
わ
る
。

停
止
は
、
当
事
者
の
一
人
が
手
続
を
再
開
し
た
と
き
に
新
た
に
開
始
す
る
（
ド
民
二
〇
四
条
二
項
）。
債
務
者
が
債
権
者
と
の
合
意
に

基
づ
い
て
一
時
的
に
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る
と
き
も
、
時
効
は
停
止
す
る
（
支
払
猶
予
協
定
）（
ド
民
二
〇
五
条
）。
当
事
者
が
他
の
手

続
に
お
け
る
決
定
や
損
害
の
帰
趨
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
後
発
的
な
支
払
猶
予
の
合
意
は
時
効
再
開
事
由
で
あ
る
承
認

と
な
る
。
時
効
期
間
の
最
後
の
六
カ
月
間
に
不
可
抗
力
に
よ
り
権
利
行
使
が
妨
げ
ら
れ
る
場
合
も
時
効
は
停
止
す
る（
ド
民
二
〇
六
条
）。

夫
婦
間
の
請
求
権
の
時
効
は
、
婚
姻
が
継
続
し
て
い
る
限
り
停
止
さ
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
関
係
が
存
続
す
る
限
り
に
お

け
る
パ
ー
ト
ナ
ー
間
、
子
供
が
二
一
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
の
子
供
と
そ
の
両
親
ま
た
は
そ
の
配
偶
者
も
し
く
は
一
方
の
親
の
パ
ー
ト
ナ
ー
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と
の
間
、
後
見
関
係
が
継
続
し
て
い
る
間
の
後
見
人
と
被
後
見
人
の
間
、
世
話
関
係
が
継
続
し
て
い
る
間
の
被
世
話
人
と
世
話
人
の
間
、

お
よ
び
保
佐
関
係
が
継
続
し
て
い
る
間
の
被
保
佐
人
と
保
佐
人
の
間
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
子
供
の
補
佐
人
に
対
す
る
請
求
権
の

時
効
は
、
補
佐
の
継
続
中
は
停
止
さ
れ
る
（
ド
民
二
〇
七
条
）。
性
的
自
己
決
定
の
侵
害
に
よ
る
請
求
権
の
時
効
は
、
債
権
者
が
二
一

歳
を
過
ぎ
る
ま
で
停
止
さ
れ
る
。
こ
の
債
権
者
が
時
効
の
進
行
開
始
時
に
債
務
者
と
家
族
的
関
係
に
あ
っ
た
と
き
は
、
時
効
は
家
族
的

関
係
の
終
了
時
ま
で
も
ま
た
停
止
さ
れ
る
（
ド
民
二
〇
八
条
）。
ド
イ
ツ
民
法
に
は
ま
た
満
了
停
止
と
い
う
制
度
も
あ
る
。
満
了
停
止

と
は
、
時
効
完
成
を
延
期
す
る
も
の
で
あ
る
。
訴
訟
提
起
が
一
時
的
に
不
可
能
な
請
求
権
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
。
当
事
者
が
行
為
無

能
力
者
ま
た
は
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
っ
て
、
し
か
も
法
定
代
理
人
が
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
こ
の
者
が
行
為
能
力
を
取
得
し
ま
た
は

代
理
権
の
欠
缺
の
瑕
疵
が
治
癒
し
た
後
六
カ
月
が
経
過
す
る
前
は
こ
の
者
を
当
事
者
と
す
る
時
効
は
完
成
し
な
い
（
制
限
行
為
能
力
者

が
訴
訟
能
力
を
有
す
る
場
合
を
除
く
）。
時
効
期
間
が
六
カ
月
よ
り
短
い
と
き
は
、
時
効
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
期
間
が
六
カ
月
の
期

間
に
代
わ
る
（
ド
民
二
一
〇
条
）。
債
権
が
相
続
財
産
に
関
わ
る
場
合
は
、
相
続
が
相
続
人
に
よ
り
承
認
さ
れ
、
ま
た
は
相
続
財
産
に

関
す
る
破
産
手
続
が
開
示
さ
れ
、
ま
た
は
請
求
権
が
代
理
人
に
よ
り
ま
た
は
代
理
人
に
対
し
て
主
張
さ
れ
う
る
と
き
か
ら
六
カ
月
が
経

過
す
る
前
は
、
相
続
財
産
に
属
す
る
ま
た
は
相
続
財
産
に
対
す
る
請
求
権
の
時
効
は
完
成
し
な
い
（
ド
民
二
一
一
条
）。
時
効
更
新
（
時

効
中
断
）
事
由
は
改
正
前
に
比
べ
て
大
幅
に
減
少
す
る
。
改
正
後
は
時
効
中
断
事
由
と
な
る
の
は
、
①
債
務
者
の
債
権
者
に
対
す
る
割

賦
金
、
利
息
の
支
払
、
担
保
の
提
供
、
そ
の
他
の
方
法
（
猶
予
の
申
立
や
担
保
責
任
に
お
け
る
債
務
者
の
瑕
疵
除
去
の
（
１７
）

表
明
）
に
よ
る

請
求
権
の
承
認
、
②
裁
判
上
ま
た
は
官
署
に
よ
る
執
行
行
為
の
開
始
ま
た
は
申
立
で
あ
る
が
（
ド
民
二
一
二
条
一
項
）、
執
行
行
為
が

債
権
者
の
申
立
ま
た
は
法
律
上
の
要
件
の
欠
缺
に
よ
り
無
効
と
な
り
（
同
条
二
項
）、
ま
た
は
そ
の
申
立
が
認
め
ら
れ
ず
、
も
し
く
は

執
行
行
為
の
前
に
撤
回
さ
れ
、
あ
る
い
は
な
さ
れ
た
執
行
行
為
が
二
項
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
同
三
項
）。

第
三
に
、
時
効
に
関
す
る
合
意
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
、
新
規
定
は
、
故
意
に
よ
る
責
任
の
場
合
は
時
効
は
あ
ら
か
じ
め
法
律
行
為

（
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に
よ
り
軽
減
さ
れ
え
な
い
（
ド
民
二
〇
二
条
一
項
）、
時
効
は
法
律
行
為
に
よ
り
法
定
の
時
効
の
起
算
点
か
ら
三
〇
年
を
超
え
て
延
長

さ
れ
え
な
い
（
ド
民
二
〇
二
条
二
項
）
と
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
契
約
自
由
の
原
則
に
従
っ
て
原
則
的
に
時
効
期
間
、

開
始
、
停
止
な
ど
に
関
す
る
無
方
式
の
有
効
な
合
意
が
原
則
的
に
許
容
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
効
に
関
す
る
当
事
者
の
私
的
自
治
の

拡
大
は
、
新
法
が
時
効
期
間
を
一
般
的
に
短
縮
し
た
こ
と
に
よ
る
不
都
合
を
回
避
す
る
た
め
に
当
事
者
に
時
効
に
関
す
る
合
意
の
範
囲

を
広
げ
る
趣
旨
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ド
民
四
七
五
条
二
項
に
は
、
消
費
用
品
売
買
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
に
つ
い
て
時
効
の
要
件
の
軽
減

に
つ
い
て
別
の
規
定
が
あ
る
。
普
通
取
引
約
款
に
時
効
に
関
す
る
合
意
が
包
含
さ
れ
て
い
る
場
合
、
ド
民
三
〇
九
条
八
ｂ
号
は
、
売
買

お
よ
び
請
負
契
約
に
基
づ
く
瑕
疵
担
保
請
求
権
に
関
し
て
制
限
を
設
け
る
。
そ
の
他
ド
民
三
〇
七
条
の
一
般
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
適

用
を
受
け
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
時
効
の
効
果
は
改
正
前
と
同
様
で
あ
り
、
債
務
者
は
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い（
ド
民
二
一
四
条
一
項
）。

訴
訟
上
は
債
務
者
の
援
用
が
確
定
さ
れ
る
場
合
に
の
み
時
効
が
顧
慮
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
債
権
者
が
時
効
を
基
礎
づ
け
る
事

情
を
自
ら
主
張
す
る
場
合
で
も
、
債
務
者
は
給
付
を
命
じ
ら
（
１８
）

れ
る
。
消
滅
時
効
に
関
す
る
釈
明
（
ド
民
訴
一
三
九
条
）
も
認
め
ら
れ
ず
、

そ
の
場
合
裁
判
官
の
忌
避
の
対
象
と
な
る
（
ド
民
訴
四
二
条
（
１９
）

二
項
）。
時
効
の
抗
弁
の
主
張
が
時
効
完
成
後
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ

の
効
力
は
時
効
完
成
時
に
遡
る
。
時
効
に
か
か
っ
た
請
求
権
の
満
足
の
た
め
に
給
付
さ
れ
た
物
は
、
時
効
に
か
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
な

い
で
給
付
さ
れ
た
と
し
て
も
、
返
還
請
求
さ
れ
え
な
い
（
同
条
二
項
）。
ま
た
最
初
に
相
殺
さ
れ
ま
た
は
給
付
が
拒
絶
さ
れ
え
た
と
き

に
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
時
効
は
相
殺
ま
た
は
留
置
権
の
主
張
を
妨
げ
な
い
（
ド
民
二
一
五
条
）。
さ
ら

に
、
抵
当
権
、
船
舶
抵
当
権
ま
た
は
質
権
を
伴
う
請
求
権
の
時
効
は
、
債
権
者
が
担
保
に
供
さ
れ
た
客
体
か
ら
満
足
を
得
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
（
ド
民
二
一
六
条
一
項
）。
請
求
権
の
担
保
の
た
め
に
権
利
が
移
転
さ
れ
て
い
た
と
き
は
、
請
求
権
の
時
効
に
基
づ
い
て
そ
の

返
還
は
請
求
さ
れ
え
な
い
。
所
有
権
が
留
保
さ
れ
た
と
き
は
、
担
保
さ
れ
た
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
た
場
合
、
契
約
の
解
除
は
な
さ
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れ
え
な
い
（
同
条
二
項
）。
も
っ
と
も
、
ド
民
二
一
五
条
一
項
お
よ
び
二
項
の
規
定
は
、
利
息
請
求
権
お
よ
び
反
復
継
続
さ
れ
る
請
求

権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
条
三
項
）。
主
た
る
請
求
権
が
時
効
に
か
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
に
付
随
す
る
請
求
権
は
、
こ
れ
ら
の
請
求

権
の
た
め
に
主
張
さ
れ
る
特
別
の
時
効
が
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
時
効
に
か
か
る
（
ド
民
二
一
七
条
）。
不
給
付
ま
た
は

契
約
の
趣
旨
に
適
合
し
て
い
な
い
給
付
に
よ
る
解
除
は
、
給
付
ま
た
は
追
完
給
付
請
求
権
が
時
効
に
か
か
り
、
か
つ
債
務
者
が
そ
れ
を

援
用
す
る
場
合
、
無
効
で
あ
る
。
給
付
不
能
、
給
付
に
対
す
る
期
待
不
能
、
追
完
給
付
の
期
待
不
能
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
（
ド
民
二

一
八
条
）。

不
作
為
請
求
権
の
時
効
が
完
成
し
た
場
合
は
、
債
務
者
は
不
作
為
の
拒
絶
、
す
な
わ
ち
違
反
の
権
利
を
取
得
す
る
の
で
は
な
く
、
債

権
者
が
時
効
完
成
後
さ
ら
な
る
違
反
の
場
合
に
、
秩
序
罰
の
賦
課
（
ド
民
訴
八
九
〇
条
）
を
可
能
に
す
る
強
制
執
行
名
義
を
も
は
や
取

得
し
え
な
く
な
る
と
い
う
効
果
を
取
得
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
ハ
）
改
正
法
の
特
徴

（
ａ
）
通
常
の
時
効
期
間
の
短
縮

本
稿
で
は
、
以
下
に
は
主
に
近
時
ド
イ
ツ
の
新
消
滅
時
効
法
制
定
後
一
〇
年
間
の
法
発
展
を
総
括
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
レ
ン
チ
ュ
の

論
文
に
依
拠
し
て
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
の
も
と
で
の
新
時
効
法
の
問
題
点
と
議
論
の
展
開
を
概
説
し
（
２０
）

よ
う
。
債
務
法
現
代
化
法
の
中
心

的
な
関
心
事
は
、
通
常
の
時
効
期
間
の
短
縮
で
あ
っ
た
。
旧
ド
民
一
九
五
条
の
三
〇
年
は
ほ
と
ん
ど
の
請
求
権
に
と
っ
て
長
き
に
す
ぎ

た
。
そ
れ
は
、
多
数
の
請
求
権
に
と
っ
て
特
別
条
項
に
よ
っ
て
よ
り
短
い
時
効
期
間
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
導
い
た
。
結
局
の
と
こ
ろ

原
則
、
例
外
関
係
が
逆
転
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
三
〇
年
の
時
効
期
間
は
単
に
紙
上
に
お
い
て
の
み
通
常
の
時
効
期
間
と
な
る
に
と
ど

ま
っ
た
。
現
実
に
は
そ
れ
は
、
な
ん
ら
特
別
条
項
が
な
い
場
合
に
の
み
関
与
す
る
留
保
時
効
期
間
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
標

（
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準
と
な
る
条
項
が
時
効
法
の
拒
否
に
導
い
た
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
も
ま
た
不
相
当
で
あ
っ
た
。
法
的
な
ス
タ
ー
ト
に
お
け
る
小
さ
な
変
更

は
、
請
求
権
が
も
は
や
約
定
さ
れ
た
特
別
の
時
効
に
で
は
な
く
、
こ
の
一
般
的
な
時
効
期
間
に
服
す
る
こ
と
に
導
い
た
。
両
期
間
の
間

の
矛
盾
は
、
客
観
的
に
通
常
は
正
当
化
さ
れ
え
ず
、
債
権
者
の
利
益
に
お
い
て
通
常
の
時
効
期
間
に
服
す
る
請
求
権
に
導
く
解
決
を
求

め
る
こ
と
に
す
ら
誘
（
２１
）

っ
た
。
あ
ま
り
に
も
短
い
期
間
を
伴
っ
た
不
十
分
な
担
保
法
を
切
り
替
え
、
法
定
の
規
定
が
な
け
れ
ば
三
〇
年
の

通
常
の
時
効
期
間
が
適
用
さ
れ
る
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ま
た
は
Ｐ
Ｆ
Ｖ
に
請
求
権
の
基
礎
を
求
め
る
、
初
期
の
売
買
―
お
よ
び
請
負
契
約
法
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
時
効
法
の
分
野
に
お
け
る
債
務
法
現
代
化
法
の
主
要
な
関
心
事
は
、
通
常
の
時
効
期
間
を

再
び
現
実
に
通
常
の
時
効
期
間
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
効
期
間
が
現
実
に
多
数
の
請
求
権
に
適
合
す
る
よ
う
に
短
縮
す

る
こ
と
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
発
生
と
と
も
に
開
始
す
る
、
債
務
法
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
三
年
の
時
効
期
間
の
モ

（
２２
）

デ
ル
は
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
時
効
開
始
の
初
期
の
時
点
は
、
数
多
く
の
請
求
権
が
、
債
権
者
が
そ
も
そ
も
彼
に

か
よ
う
な
請
求
権
が
帰
属
す
る
こ
と
に
気
づ
く
前
に
時
効
に
か
か
る
こ
と
に
導
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
債
務
法
現
代
化
草
案
に
は
、
旧

ド
民
八
五
二
条
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
の
時
効
期
間
を
総
て
の
請
求
権
の
た
め
に
通
常
の
時
効
期
間
と
し
て
導
入
す
べ
き
こ
と

が
規
定
さ
（
２３
）

れ
た
。
同
草
案
は
、
連
邦
（
２４
）

政
府
お
よ
び
連
邦
政
府
統
一
（
２５
）

会
派
に
よ
り
ほ
ぼ
同
じ
文
言
で
提
案
さ
れ
、
連
邦
政
府
統
一
会
派
草

案
が
議
決
さ
（
２６
）

れ
た
。
連
邦
政
府
草
案
は
片
付
い
た
も
の
と
さ
れ
た
。
連
邦
政
府
草
案
を
含
む
印
刷
物
は
連
邦
参
議
院
の
反
対
意
見
を

（
２７
）

含
む
。
こ
の
草
案
は
内
容
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
（
２８
）

原
則
及
び
二
〇
一
一
年
一
〇
月
一
一
日
に
Ｅ
Ｕ
委
員
会
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た

共
通
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
売
買
法
一
八
〇
条
（
２９
）

一
項
に
一
致
す
る
。
通
常
の
時
効
期
間
が
、
請
求
権
を
理
由
づ
け
る
事
情
お
よ
び
債
務
者
が
誰
で

あ
る
か
を
債
権
者
が
知
り
ま
た
は
そ
れ
を
重
過
失
に
よ
り
知
ら
な
い
と
き
か
ら
進
行
を
開
始
さ
せ
る
こ
と
は
、
な
ん
ら
か
の
探
求
の
困

難
を
包
蔵
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ど
の
年
に
時
効
開
始
の
た
め
に
標
準
と
な
る
事
情
が
生
じ
、
債
権
者
が
そ
れ
を
知
り
ま
た
は
重

過
失
に
よ
り
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
が
争
わ
れ
る
場
合
に
の
み
役
割
を
演
（
３０
）

じ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当
該
年
度
に
お
け
る
厳
格
な
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時
期
は
、
ド
民
一
九
九
条
一
項
の
文
言
（
い
わ
ゆ
る
最
長
時
効
）
に
よ
れ
ば
問
題
に
な
ら
な
い
。
起
草
者
に
よ
れ
ば
、
実
務
は
、
同
様

な
規
定
で
あ
る
旧
ド
民
八
五
二
条
お
よ
び
製
造
物
責
任
法
一
二
条
の
経
験
に
よ
っ
て
、
残
さ
れ
た
問
題
を
う
ま
く
処
理
す
る
で
あ
（
３１
）

ろ
う
。

（
ｂ
）
時
効
中
断
の
時
効
停
止
へ
の
置
換

以
前
の
時
効
法
の
第
二
の
重
要
な
弱
点
は
、
時
効
期
間
の
進
行
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
多
数
の
要
件
が
中
断
事
由
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
発
生
は
、
進
行
し
て
い
る
時
効
期
間
が
停
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
停
止
事
由
の
経
過
後
完
全
に
新
た
に
進
行
を
開
始

す
る
こ
と
に
導
い
た
。
そ
れ
は
目
的
適
合
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
時
効
の
新
た
な
開
始
の
法
律
効
果
は
、
多
く
の
事
例

で
債
務
者
の
不
相
当
な
不
利
益
に
導
い
た
。
債
務
者
の
利
益
は
、
特
に
訴
え
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
し
た
手
続
関
係
的
停
止
事
由
に
お
い

て
、
そ
れ
ま
で
経
過
し
た
時
効
期
間
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
で
あ
（
３２
）

ろ
う
。
時
効
の
付
加
的
な
新
し
い
開
始
は
必
要

で
は
（
３３
）

な
い
。

（
ｃ
）
時
効
期
間
の
延
長
禁
止
の
役
割

時
効
法
の
分
野
に
お
け
る
債
務
法
現
代
化
法
の
最
後
の
重
要
な
改
正
は
、
延
長
禁
止
の
役
割
に
関
す
る
。
以
前
の
法
に
よ
れ
ば
（
旧

ド
民
二
二
五
条
一
文
）、
時
効
期
間
は
延
長
さ
れ
え
な
か
っ
た
。
こ
の
延
長
禁
止
は
、
売
買
法
上
の
担
保
責
任
法
に
お
け
る
極
端
に
短

い
時
効
期
間
の
場
合
は
例
外
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
ど
う
し
て
存
在
す
る
の
か
、
ど
う
し
て
当
事
者
に
は
原
則
と
し

て
時
効
期
間
の
長
さ
及
び
経
過
に
関
す
る
合
意
を
な
す
自
由
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
契
約

自
由
の
趣
旨
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
肯
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
起
草
者
は
、
債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
ド
民
二
〇
二
条
の
導
入
に

よ
っ
て
契
約
自
由
を
規
定
（
３４
）

し
た
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
は
、
規
定
に
は
間
接
的
に
の
み
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
三
〇
年
よ
り
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長
い
時
効
期
間
を
合
意
し
な
い
限
り
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
形
式
に
お
け
る
時
効
に
関
す
る
合
意
を
許
容
（
３５
）

す
る
。

（
２
）
二
〇
〇
一
年
改
正
後
の
時
効
法
の
展
開

（
イ
）
立
法

（
ａ
）
二
〇
〇
四
年
一
二
月
九
日
の
時
効
適
合
法

債
務
法
現
代
化
法
に
お
い
て
新
し
い
時
効
の
観
念
が
規
定
さ
れ
た
。
民
法
の
枠
内
お
よ
び
他
の
法
律
に
お
い
て
す
で
に
ま
た
重
要
な

時
効
規
定
が
こ
の
新
し
い
体
系
に
適
合
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
反
し
て
現
代
化
法
は
、
時
効
期
間
の
完
全
な
置
き
換
え
を
規
定
し
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
企
て
に
数
多
く
の
特
別
の
問
題
を
負
担
さ
せ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
危
殆
化
す
ら
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

起
草
者
は
、
ま
ず
第
一
に
新
し
い
体
系
を
導
入
し
、
さ
ら
な
る
ス
テ
ッ
プ
に
お
い
て
時
効
期
間
を
こ
の
体
系
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

起
草
者
は
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
二
〇
〇
四
年
一
二
月
九
日
の
「
債
務
法
現
代
化
法
に
対
す
る
時
効
規
定
の
調
整
に
関
す
る
法
律
（BGBl.

I
S.３２１４.

同
年
一
二
月
一
五
日
施
行
）」
に
よ
り
、
そ
の
た
め
の
必
要
が
存
在
し
、
こ
れ
が
す
で
に
当
初
の
法
律
に
よ
り
な
さ
れ
て
い

な
い
限
り
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
特
別
の
時
効
期
間
を
債
務
法
現
代
化
法
に
適
合
さ
せ
た
。
一
つ
の
例
外
は
、
二
〇
〇
三
年

一
二
月
一
日
の
法
律
（BGBl.I

S.２４４６

）
に
よ
る
旧W

iPrO
５１
条
に
お
け
る
公
認
会
計
士
の
責
任
の
た
め
の
特
別
時
効
期
間
の
廃
止

で
あ
る
。
こ
の
立
法
計
画
は
完
全
に
静
謐
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
時
効
法
が
い
か
に
摩
擦
な
し
に
実
務
で
受
け
入
れ
ら
れ
た

か
を
示
す
も
の
で
（
３６
）

あ
る
。

（
ｂ
）
二
〇
〇
九
年
九
月
二
四
日
の
相
続
法
改
正
法

時
効
適
合
法
に
お
い
て
起
草
者
は
、
相
続
法
上
の
請
求
権
の
期
間
を
依
然
と
し
て
三
〇
年
に
と
ど
め
た
。
そ
の
理
由
は
、
相
続
法
上
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は
い
ず
れ
に
し
て
も
一
連
の
重
要
な
事
実
の
変
更
が
計
画
さ
れ
、
こ
の
機
会
に
相
続
法
上
の
請
求
権
が
こ
れ
か
ら
も
三
〇
年
の
時
効
期

間
に
服
す
る
べ
き
か
ど
う
か
も
ま
た
検
討
さ
れ
る
と
い
う
考
慮
で
あ
っ
た
。
こ
の
検
討
は
、
相
続
法
上
の
請
求
権
の
時
効
に
関
す
る
特

別
規
定
が
こ
れ
か
ら
も
必
要
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
相
続
法
上
の
返
還
請
求
権
の
み
が
な
お
三
〇
年
の
時
効
期
間
に
服
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
結
論
に
導
い
た
。
二
〇
〇
九
年
九
月
二
四
日
の
相
続
法
改
正
法
（BGBl.IS.３１４２

）
は
、
そ
れ
に
一
致
し
た
改
定
を
な
（
３７
）

し
た
。

（
ロ
）
時
効
法
に
お
け
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換

（
ａ
）
旧
規
定
の
延
長
禁
止
の
役
割

延
長
禁
止
の
放
棄
は
、
今
後
は
当
事
者
が
か
よ
う
な
合
意
を
す
る
こ
と
が
原
則
的
に
可
能
に
な
る
と
い
う
単
な
る
技
術
的
な
変
更
を

意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
基
本
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
変
換
も
ま
た
意
味
し
て
い
る
。
以
前
の
時
効
法
の
解
釈
は
、
延
長

禁
止
に
よ
っ
て
刻
印
さ
れ
て
い
た
。
常
に
あ
る
解
釈
ま
た
は
別
の
解
釈
が
、
中
断
ま
た
は
停
止
の
要
件
あ
る
い
は
時
効
期
間
の
計
算
に

関
す
る
ル
ー
ル
を
用
い
て
、
そ
れ
自
体
禁
止
さ
れ
た
時
効
期
間
の
延
長
の
結
果
を
生
じ
る
、
当
事
者
の
あ
り
う
る
努
力
を
助
長
す
る
か

ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
た
。
延
長
禁
止
は
そ
れ
ゆ
え
に
解
釈
上
の
箴
言
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
箴
言
は
喪
失
し
た
。
そ
し
て
停
止
要
件
の
解

釈
が
も
は
や
原
則
的
な
延
長
禁
止
で
は
な
く
、
全
く
反
対
に
、
延
長
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
導
（
３８
）

い
た
。

（
ｂ
）
停
止
と
更
新
に
お
け
る
原
則
、
例
外
関
係

以
前
の
法
の
中
断
要
件
の
停
止
要
件
へ
の
転
換
も
ま
た
、
単
な
る
形
式
的
な
法
変
更
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
以
前
の

法
と
同
様
時
効
の
停
止
も
ま
た
惹
起
す
る
。
法
は
、
中
断
の
期
間
に
つ
い
て
も
規
定
し
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
時
効
は
、
停
止
の
経

過
後
、
以
前
と
は
異
な
り
、
新
た
に
開
始
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
残
り
の
時
効
期
間
が
停
止
の
終
了
後
進
行
す
る
。
そ
れ
も
ま
た

（
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過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
で
あ
る
。
そ
の
他
の
点
で
は
広
範
に
変
更
な
く
停
止
要
件
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た

中
断
要
件
の
解
釈
は
、
そ
れ
ら
が
停
止
と
並
ん
で
新
た
な
開
始
も
ま
た
惹
起
し
た
が
ゆ
え
に
、
以
前
の
法
の
も
と
で
非
常
に
厳
格
で

あ
っ
た
。
か
よ
う
な
厳
格
な
解
釈
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
今
日
で
は
単
に
停
止
に
導
き
、
か
つ
新
た
な
開
始
を
も
は
や
惹
起
し
な
い
が

ゆ
え
に
、
も
は
や
必
要
で
は
な
い
。
特
徴
の
は
っ
き
り
し
た
そ
の
事
例
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｈ
（
訴
訟
費
用
扶
助
）
の
申
立
て
に
よ
る
時
効
の
停

止
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
以
前
の
法
で
は
時
効
の
新
た
な
開
始
を
惹
起
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
判
例
は
、
理
由
の
な
い
ま
た
は
許
容
さ
れ

な
い
Ｐ
Ｋ
Ｈ
の
申
立
て
に
よ
り
可
能
と
な
る
濫
用
を
妨
げ
る
こ
と
に
大
き
な
価
値
を
置
い
た
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
Ｐ
Ｋ
Ｈ
の
申
込
み
に

よ
る
時
効
中
断
が
、
こ
れ
に
総
て
の
必
要
性
の
検
討
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
証
拠
資
料
が
備
わ
っ
た
場
合
に
の
み
惹
起
さ
れ
る
と
い

う
要
求
に
導
（
３９
）

い
た
。
そ
れ
は
新
し
い
法
で
は
も
は
や
不
要
で
あ
る
。
新
し
い
法
で
は
Ｐ
Ｋ
Ｈ
の
申
立
て
は
、
そ
れ
が
許
さ
れ
、
完
全
で

あ
り
、
ま
た
は
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
に
停
止
の
効
果
を
惹
起
す
る
。
濫
用
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
、
起
草
者
は
、
最
初

の
Ｐ
Ｋ
Ｈ
の
申
立
て
の
み
が
時
効
の
停
止
に
導
く
と
規
定
す
る
。
明
ら
か
に
理
由
の
な
い
Ｐ
Ｋ
Ｈ
の
申
立
て
を
で
き
る
だ
け
早
く
却
下

し
、
そ
れ
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
時
効
期
間
の
停
止
を
で
き
る
だ
け
早
く
再
び
終
わ
ら
せ
る
の
は
裁
判
所
の
責
任
で
（
４０
）

あ
る
。

（
ｃ
）
予
防
実
務
の
任
務
と
し
て
の
時
効
ル
ー
ル

延
長
禁
止
の
廃
止
を
予
防
実
務
は
、
新
し
い
任
務
の
前
に
置
い
た
。
以
前
の
法
の
も
と
で
は
時
効
期
間
の
長
さ
と
経
過
に
関
す
る
合

意
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
新
法
の
も
と
で
は
そ
れ
は
異
な
る
。
新
法
は
か

よ
う
な
合
意
を
許
容
す
る
。
時
効
期
間
の
長
さ
に
関
す
る
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
、
不
動
産
物
権
の
発
生
ま
た
は
作
用
に
向
け
ら
れ
た
請
求

権
の
時
効
と
い
う
ド
民
一
九
六
条
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
特
別
の
問
題
も
ま
た
解
決
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特
別
の
領
域
に
お
い
て

予
防
実
務
は
そ
れ
に
新
た
に
課
さ
れ
た
任
務
を
す
で
に
把
握
し
た
。
数
多
く
の
公
証
人
契
約
に
お
い
て
ド
民
一
九
六
条
の
時
効
期
間
は
、
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例
え
ば
担
保
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
不
動
産
担
保
権
の
移
転
ま
た
は
消
滅
請
求
権
の
た
め
に
三
〇
年
に
延
長
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
他

は
時
効
期
間
の
長
さ
お
よ
び
計
算
に
関
す
る
合
意
は
伝
統
的
に
な
お
む
し
ろ
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
立
法
者

は
、
新
し
い
時
効
法
ル
ー
ル
の
作
成
に
際
し
て
ド
民
二
〇
二
条
一
項
の
当
事
者
の
規
定
の
自
由
か
ら
出
発
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
法
律

規
定
が
あ
ま
り
に
包
括
的
で
あ
り
、
ま
た
は
具
体
的
な
個
々
の
事
例
に
適
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
特
殊
な
必
要
に
適
っ
た
ル
ー
ル
を
定

め
る
の
は
、
当
事
者
の
責
任
で
あ
る
。
予
防
実
務
は
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
し
、
合
意
の
必
要
性
を
検
討
し
、
か
つ
法
律
規
定
と
の
必
要

な
違
い
お
よ
び
そ
の
補
完
を
提
案
す
べ
き
で
（
４１
）

あ
る
。

（
ハ
）
新
た
に
生
じ
た
論
点

（
ａ
）
時
効
経
過
前
の
時
効
の
放
棄

以
前
の
法
で
は
時
効
期
間
経
過
前
の
時
効
の
放
棄
は
不
可
能
で
あ
（
４２
）

っ
た
。
そ
れ
が
延
長
の
禁
止
を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
判
例
は
、
新
法
の
も
と
で
は
そ
の
正
当
性
を
失
っ
た
。
新
法
は
、
時
効
期
間
の
延
長
そ
の
他
の
規
定
を
禁
止
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
時
効
の
抗
弁
は
、
時
効
期
間
の
経
過
前
で
も
す
で
に
放
棄
さ
れ
（
４３
）

う
る
。

（
ｂ
）
手
続
中
止
の
場
合
の
時
効
の
停
止

訴
訟
手
続
は
ド
民
二
〇
四
条
一
項
一
号
に
よ
れ
ば
時
効
を
停
止
す
る
。
停
止
は
ド
民
二
〇
四
条
二
項
二
文
に
よ
れ
ば
手
続
が
既
判
力

を
持
っ
て
終
結
す
る
ま
で
継
続
す
る
。
手
続
が
も
は
や
進
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
時
効
は
ド
民
二
〇
四
条
二
項
二
文
に
よ
り
、
そ
れ
よ

り
早
く
、
す
な
わ
ち
、
最
後
の
手
続
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
終
了
す
る
。
旧
法
と
同
様
新
法
で
も
訴
訟
手
続
の
時
効
停
止
効
の
終
了

が
、
手
続
が
最
初
に
休
止
し
た
す
べ
て
の
事
例
で
認
め
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
旧
法
の
も
と
で
は
判
例
は
、
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手
続
の
休
止
の
た
め
に
十
分
に
納
得
の
い
く
理
由
が
あ
る
事
例
の
た
（
４４
）

め
の
、
ま
た
手
続
の
指
揮
が
、
手
続
の
進
行
の
た
め
に
配
慮
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
所
に
存
在
す
る
事
例
の
た
（
４５
）

め
の
例
外
を
認
め
た
。
連
邦
最
高
裁
は
新
法
の
も
と
で
こ
の
立
場
を
固
持
（
４６
）

し
た
。
十

分
に
納
得
さ
せ
る
論
拠
を
必
要
と
す
る
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
旧
法
の
も
と
で
は
時
効
延
長
禁
止
の
存
在
で
（
４７
）

あ
る
。
手
続
を
単
に
停
止
さ

せ
る
こ
と
は
、
十
分
に
納
得
さ
せ
る
理
由
が
な
い
場
合
は
、
当
事
者
が
時
効
延
長
禁
止
を
、
訴
訟
手
続
を
開
始
し
た
が
、
こ
れ
を
続
行

し
な
い
こ
と
に
よ
り
回
避
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
十
分
に
納
得
さ
せ
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
こ
の
議
論
は
否

定
さ
れ
る
。
新
法
の
も
と
で
は
、
延
長
禁
止
が
も
は
や
存
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
こ
の
視
点
は
も
は
や
問
題
に
な
ら
な
い
。
新
法
の
も
と

で
は
、
本
来
は
む
し
ろ
、
手
続
が
当
事
者
の
側
で
進
め
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
所
の
側
で
進
め
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
問
題

が
提
示
さ
れ
る
。
裁
判
所
が
手
続
を
も
は
や
進
め
な
い
場
合
は
、
手
続
行
為
が
な
さ
れ
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
と
、
当
事
者
の
申
立
て
に

よ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
手
続
が
形
式
的
に
休
止
に
追
い
込
ま
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
手
続
は
同
様
に
ま
だ
係
属
し
て
い
る
。

当
事
者
が
自
ら
裁
判
所
の
関
与
な
し
に
単
純
に
も
は
や
行
わ
ず
、
手
続
を
事
実
上
休
止
さ
せ
る
と
き
は
、
異
な
る
。
そ
の
場
合
こ
の
休

止
の
結
果
を
自
主
的
に
規
律
す
る
の
は
彼
ら
の
任
務
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
き
彼
ら
は
ド
民
二
〇
二
条
に
よ
り
権
限
も
ま
た
有
す
る
。
そ

の
よ
う
な
手
続
を
す
る
十
分
に
納
得
さ
せ
る
理
由
を
有
す
る
当
事
者
が
、
通
例
ド
民
二
〇
二
条
に
よ
り
時
効
の
停
止
を
合
意
す
る
こ
と

は
至
極
簡
単
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
レ
ン
チ
ュ
は
、
手
続
の
休
止
の
場
合
も
は
や
十
分
に
納
得
さ
せ
る
理
由

が
あ
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
誰
が
手
続
を
休
止
さ
せ
た
の
か
、
裁
判
所
か
そ
れ
と
も
当
事
者
自
身
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い

う
見
解
に
与
す
る
。
後
者
は
手
続
が
終
了
す
る
が
、
前
者
は
そ
う
で
は
（
４８
）

な
い
。
そ
れ
は
、
結
果
的
に
従
来
認
め
ら
れ
た
例
外
、
す
な
わ

ち
、
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
指
揮
の
欠
落
に
一
致
（
４９
）

す
る
。
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（
ｃ
）
抗
弁
に
よ
る
時
効
停
止

以
前
の
時
効
法
に
よ
れ
ば
、
債
務
者
が
給
付
拒
絶
権
を
有
す
る
限
り
、
時
効
期
間
は
停
止
し
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
債
務
者
に

ド
民
二
七
三
条
ま
た
は
三
二
〇
条
に
従
っ
て
留
置
権
が
帰
属
す
る
場
合
は
、
進
行
し
な
か
っ
た
。
そ
の
古
い
原
則
は
、
ド
民
二
〇
五
条

に
継
承
さ
れ
た
が
、
時
効
期
間
は
、
も
は
や
債
務
者
に
給
付
拒
絶
権
が
帰
す
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
停
止
さ
れ
な
い
と
し
て
決
定
的
に

制
限
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
彼
が
債
務
者
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
そ
の
権
限
を
有
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

ド
民
二
七
三
条
、
三
二
〇
条
の
法
定
留
置
権
と
い
う
だ
け
で
は
も
は
や
十
分
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
留
置
権
は
弁
済
期
の
到
来
及
び
ド

民
一
九
九
条
一
項
に
従
い
時
効
期
間
の
進
行
の
開
始
を
妨
げ
る
が
、
弁
済
期
が
一
旦
到
来
す
る
と
、
後
で
留
置
権
が
発
生
す
る
場
合
も
、

時
効
期
間
は
ド
民
二
〇
二
条
に
従
っ
た
合
意
を
留
保
し
て
さ
ら
に
進
行
し
う
る
。
当
事
者
は
、
こ
の
結
果
が
好
ま
し
く
な
い
と
考
え
る

場
合
に
、
異
な
っ
て
定
め
る
可
能
性
を
有
（
５０
）

す
る
。

（
ｄ
）
時
効
に
関
す
る
合
意
の
範
囲

時
効
期
間
を
延
長
す
る
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
は
、
新
法
の
も
と
で
ど
の
よ
う
に
し
て
制
限
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ

ち
、
ど
の
範
囲
で
時
効
期
間
が
延
長
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
法
律
自
体
は
、
ド
民
二
〇
二
条
二
項
で
、
ど
の
よ
う
な

方
法
に
よ
ろ
う
と
、
時
効
期
間
は
三
〇
年
を
超
え
て
は
延
長
さ
れ
え
な
い
と
の
み
規
定
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
ま
ず
第
一
に
、
そ
れ
が

そ
れ
よ
り
長
い
期
間
を
超
え
て
進
行
す
る
品
質
保
証
に
も
抵
触
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
も
投
げ
か
け
る
。
連
邦
最
高
裁
は
こ
の

問
題
を
正
当
に
も
否
定
（
５１
）

す
る
。
品
質
保
証
の
場
合
請
求
権
の
時
効
ル
ー
ル
で
は
な
く
、
給
付
約
束
、
す
な
わ
ち
、
保
証
客
体
が
保
証
さ

れ
て
い
る
間
維
持
さ
れ
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
よ
う
な
約
束
の
競
争
法
違
反
性
は
、
ド
民
二
〇
二
条
二
項

に
お
い
て
で
は
な
く
、
か
よ
う
な
約
束
が
現
実
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
顧
客
の
強
引
な
獲
得
に
の
み
役
立
つ
の
か
に
お
い
て

（
二
四
）

１６９消滅時効法の転換と民法改正



測
ら
れ
る
べ
き
で
（
５２
）

あ
る
。

し
か
し
、
時
効
期
間
は
ど
こ
ま
で
延
長
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
従
来
最
高
裁
レ
ベ
ル
で
は
判
決
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
の
問
題
は
統
一
的
に
は
解
答
さ
れ
え
な
い
。
他
の
場
合
と
同
様
時
効
期
間
の
延
長
に
関
す
る
個
別
的
な
合
意
と
普
通
取
引
約
款

を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
短
期
の
時
効
期
間
を
ド
民
一
九
五
条
の
通
常
の
時
効
期
間
に
延
長
す
る
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
立

法
者
が
法
定
の
指
導
形
象
の
変
更
の
も
と
に
自
ら
通
常
の
事
例
と
し
て
規
定
し
た
も
の
に
指
向
す
る
こ
と
は
、
内
容
的
に
異
議
を
唱
え

え
（
５３
）

な
い
。
時
効
期
間
が
ど
の
範
囲
ま
で
通
常
の
時
効
期
間
お
よ
び
特
に
ド
民
一
九
九
条
三
項
の
一
〇
年
の
最
長
期
間
を
超
え
て
延
長
さ

れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
解
答
す
る
こ
と
は
も
っ
と
困
難
で
あ
る
。
こ
の
場
合
個
別
的
契
約
に
お
い
て
は
、
時
効
期
間
の
原
則
的
な

延
長
可
能
性
が
出
発
点
と
な
る
。
そ
れ
は
、
時
効
期
間
の
延
長
が
原
則
と
し
て
こ
の
時
間
枠
の
中
で
異
議
を
述
べ
ら
れ
え
な
い
こ
と
を

意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
債
務
者
が
場
合
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に
よ
り
長
い
期
間
内
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
導
く
。
そ
れ
は
良
俗

違
反
の
限
界
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
（
５４
）

あ
る
。

ド
民
三
〇
七
条
に
よ
れ
ば
普
通
取
引
約
款
に
よ
る
時
効
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
よ
り
厳
格
な
ル
ー
ル
が
あ
て
は
ま
る
。
ド
民
三
〇

九
条
八
ｂ
号
以
下
の
時
効
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
と
は
異
な
り
、
そ
の
限
り
で
い
か
な
る
特
別
の
禁
止
も
存
し
な
い
。
し
か
し
、
時
効

期
間
の
延
長
は
、
ド
民
三
〇
七
条
二
項
に
よ
れ
ば
法
定
の
指
導
形
象
の
中
に
限
界
を
見
出
す
。
し
か
し
、
法
定
の
指
導
形
象
と
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
連
邦
最
高
裁
は
、
そ
れ
を
ド
民
一
九
五
条
、
一
九
九
条
の
通
常
の
時
効
期
間
の
中
に
（
５５
）

み
た
。
そ
れ
に
出
発
点
に
お
い
て
従

わ
れ
う
る
。
起
草
者
は
、
そ
れ
を
ド
民
一
九
九
条
に
お
け
る
そ
の
開
始
に
関
す
る
ル
ー
ル
と
結
び
つ
け
て
、
通
常
は
十
分
で
あ
る
時
効

期
間
と
み
な
し
た
が
ゆ
え
に
、
通
常
の
時
効
期
間
を
そ
の
よ
う
に
定
め
た
。
し
か
し
、
法
定
の
指
導
形
象
は
そ
の
中
に
は
汲
み
つ
く
さ

れ
な
い
。
そ
れ
に
は
、
通
例
の
時
効
期
間
を
ド
民
一
九
六
条
そ
の
他
の
規
定
に
従
っ
た
特
別
時
効
期
間
の
よ
う
に
延
長
す
る
可
能
性
も

ま
た
属
す
る
。
そ
れ
は
通
常
の
事
例
に
と
っ
て
十
分
な
、
時
効
期
間
に
関
す
る
規
定
の
命
題
に
制
限
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
。
特
別
の
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必
要
は
、
ド
民
二
〇
二
条
の
合
意
に
よ
り
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
通
常
の
時
効
期
間
は
も
っ
ぱ
ら
指
導
形
象

を
形
成
し
う
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
他
方
に
お
い
て
、
時
効
期
間
の
延
長
が
ド
民
三
〇
七
条
二
項
に
よ
っ
て
無
制
限
に
許
容
さ
れ
る

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
時
効
の
延
長
可
能
性
は
、
そ
れ
が
客
観
的
な
必
要
を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
の
み
、
法
定
の
指
導
形
象

の
一
部
と
み
ら
れ
う
る
。
そ
れ
は
一
〇
年
間
の
権
利
の
瑕
疵
の
た
め
の
、
そ
の
と
き
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
時
効
期
間
の
包
括
的
な
延
長

の
た
め
に
認
め
ら
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
具
体
的
な
客
観
的
な
必
要
が
存
す
る
場
合
に
は
、
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
普
通
約
款

は
ド
民
三
〇
七
条
二
項
に
お
い
て
挫
折
す
べ
き
で
は
（
５６
）

な
い
。

ド
民
一
九
九
条
三
項
の
最
長
期
間
も
ま
た
も
ち
ろ
ん
法
定
の
指
導
形
象
の
一
部
で
あ
る
。
起
草
者
は
、
財
産
損
害
の
た
め
の
不
法
行

為
に
基
づ
く
請
求
権
の
場
合
で
す
ら
あ
ら
ゆ
る
点
で
十
分
だ
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
を
導
入
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
期
間
を
超
え
た

時
効
期
間
の
延
長
の
た
め
の
客
観
的
必
要
性
は
稀
に
し
か
理
由
づ
け
ら
れ
え
（
５７
）

な
い
。

時
効
期
間
の
短
縮
そ
の
他
の
時
効
完
成
を
容
易
に
す
る
合
意
も
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
ド
民
二
〇
二
条
一
項
に
よ

れ
ば
、
故
意
に
よ
る
責
任
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
、
即
ち
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
前
に
は
こ
の
よ
う
な
合
意
は
許
容
さ
れ
な
い
。
さ

ら
な
る
限
界
が
、
消
費
用
品
売
買
の
場
合
の
瑕
疵
担
保
請
求
権
の
た
め
に
ド
民
四
七
五
条
二
項
に
基
づ
い
て
生
じ
る
。
時
効
に
関
す
る

合
意
が
普
通
取
引
約
款
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
ド
民
三
〇
九
条
八
ｂ
号
以
下
が
売
買
お
よ
び
請
負
契
約
に
基
づ
く
瑕
疵
担

保
請
求
権
に
関
し
て
限
界
を
置
く
。
そ
の
他
ド
民
三
〇
七
条
の
一
般
的
規
制
の
標
準
が
あ
て
は
（
５８
）

ま
る
。

注（
１
）
旧
一
九
六
条
に
よ
れ
ば
、
二
年
の
時
効
に
か
か
る
の
は
、
一．
給
付
が
債
務
者
の
営
業
の
た
め
に
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
、
負
担
を
含

む
、
商
品
の
引
渡
、
労
務
の
遂
行
お
よ
び
他
の
行
為
の
処
理
の
た
め
の
、
商
人
、
製
造
者
、
手
工
業
者
お
よ
び
工
芸
に
従
事
す
る
者
の
請
求

（
二
六
）
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権
、
二．

引
き
渡
し
が
債
務
者
の
家
計
で
の
使
用
の
た
め
に
な
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
、
土
地
ま
た
は
森
林
経
営
産
品
の
た
め
の
、
土
地
ま

た
は
森
林
経
営
に
従
事
す
る
者
の
請
求
権
、
三．

負
担
を
含
む
、
運
賃
、
貨
物
運
賃
、
運
送
料
、
配
達
料
の
た
め
の
鉄
道
運
送
業
者
、
リ
ニ

ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
運
送
業
者
、
貨
物
運
送
業
者
、
海
運
業
者
、
馬
車
業
者
お
よ
び
配
達
業
者
の
請
求
権
、
四．

負
担
を
含
む
、
宿
泊
お
よ
び

賄
い
の
提
供
な
ら
び
に
他
の
顧
客
に
そ
の
需
要
の
満
足
の
た
め
に
な
さ
れ
る
給
付
の
た
め
の
、
宿
の
主
人
お
よ
び
食
料
ま
た
は
飲
料
を
業
務

に
適
っ
て
提
供
す
る
者
の
請
求
権
、
五．

籤
が
更
な
る
販
売
の
た
め
に
交
付
さ
れ
る
場
合
を
除
く
、
宝
籤
を
販
売
す
る
者
の
請
求
権
、
六．

賃
貸
借
に
基
づ
く
、
動
産
を
営
業
に
適
っ
て
賃
貸
す
る
者
の
請
求
権
、
七．

負
担
を
含
む
、
営
業
に
基
づ
い
て
彼
ら
に
帰
属
す
る
報
酬
の
た

め
の
、
一
号
に
述
べ
た
者
に
帰
属
す
る
こ
と
な
し
に
、
他
人
の
業
務
の
処
理
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
に
営
業
に
適
っ
て
従
事
す
る
者
の
請

求
権
、
八．

負
担
を
含
む
、
俸
給
、
賃
金
ま
た
は
他
の
サ
ー
ビ
ス
の
報
酬
の
た
め
の
、
私
的
サ
ー
ビ
ス
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
の
請
求
権

な
ら
び
に
か
よ
う
な
請
求
権
に
与
え
ら
れ
る
前
払
い
の
た
め
の
、
サ
ー
ビ
ス
権
利
者
の
請
求
権
、
九．

負
担
を
含
む
、
報
酬
ま
た
は
報
酬
の

代
わ
り
に
ま
た
は
そ
の
一
部
と
し
て
合
意
さ
れ
た
給
付
の
た
め
の
、
営
業
に
従
事
す
る
労
務
者
（
職
人
、
補
助
者
、
教
師
、
工
場
労
働
者
）、

日
雇
い
労
務
者
お
よ
び
手
工
業
者
の
請
求
権
、
な
ら
び
に
か
よ
う
な
請
求
権
の
た
め
に
な
さ
れ
た
前
払
い
の
た
め
の
、
使
用
者
の
請
求
権
、

一
〇．

授
業
料
お
よ
び
他
の
修
習
契
約
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
給
付
な
ら
び
に
修
習
の
た
め
に
な
さ
れ
た
負
担
の
た
め
の
、
教
師
お
よ
び
親

方
の
請
求
権
、
一
一．

授
業
、
教
育
、
給
食
ま
た
は
治
療
に
従
事
す
る
公
の
施
設
、
な
ら
び
に
授
業
、
給
食
ま
た
は
治
療
の
提
供
お
よ
び
そ

れ
と
結
び
つ
い
た
出
費
の
た
め
の
、
か
よ
う
な
種
類
の
私
的
な
施
設
の
所
有
者
の
請
求
権
、
一
二．

一
一
号
に
述
べ
ら
れ
た
種
類
の
給
付
お

よ
び
出
費
の
た
め
の
、
人
を
給
食
ま
た
は
授
業
の
た
め
に
引
き
受
け
る
者
の
請
求
権
、
一
三．

そ
の
報
酬
の
た
め
の
公
の
教
師
お
よ
び
私
的

な
教
師
の
請
求
権
（
し
か
し
、
公
の
教
師
の
請
求
権
は
、
そ
れ
が
特
別
の
制
度
に
よ
り
猶
予
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
）、
一

四．

負
担
を
含
む
、
医
師
、
特
に
外
科
医
、
助
産
師
、
歯
科
医
師
お
よ
び
獣
医
師
、
な
ら
び
に
助
産
婦
の
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
た
め
の
請
求
権
、

一
五．

こ
れ
ら
が
国
庫
に
帰
属
し
な
い
限
り
に
お
け
る
、
そ
の
報
酬
お
よ
び
負
担
の
た
め
の
、
弁
護
士
、
公
証
人
な
ら
び
に
あ
る
業
務
の
処

理
の
た
め
に
公
に
任
命
さ
れ
ま
た
は
許
容
さ
れ
た
総
て
の
者
の
請
求
権
、
一
六．

そ
の
弁
護
士
に
給
付
さ
れ
た
前
払
い
の
た
め
の
当
事
者
の

請
求
権
、
一
七．

そ
の
報
酬
お
よ
び
負
担
の
た
め
の
証
人
お
よ
び
鑑
定
人
の
請
求
権
で
あ
る
（
一
項
）。
本
条
一
項
一
号
、
二
号
、
五
号
に
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述
べ
ら
れ
て
い
る
請
求
権
が
二
年
の
時
効
に
服
し
な
い
場
合
は
、
そ
れ
は
四
年
の
時
効
に
服
す
る
（
二
項
）。
四
年
の
時
効
に
服
す
る
請
求

権
は
、
元
本
の
漸
次
的
な
消
滅
の
た
め
に
利
息
に
割
増
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
額
を
含
む
、
利
息
の
延
滞
金
請
求
権
、
そ
れ
が
ド
民
旧

一
九
六
条
一
項
六
号
の
規
定
に
服
し
な
い
限
り
に
お
け
る
、
賃
料
お
よ
び
用
益
賃
貸
料
の
未
払
い
金
請
求
権
、
お
よ
び
年
金
、
隠
居
料
、
軍

人
恩
給
、
公
務
員
の
休
暇
中
の
俸
給
、
公
務
員
の
恩
給
、
扶
養
料
お
よ
び
す
べ
て
の
他
の
定
期
的
に
支
払
わ
れ
る
給
付
の
未
払
い
金
請
求
権

で
あ
る
（
ド
民
旧
一
九
七
条
）。

（
２
）BGH

,U
rt.v.２６.１０.１９８３,N

JW
１９８４,S.２８９.

（
３
）
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
ま
で
は
、
消
滅
時
効
の
効
果
と
し
て
、
債
権
自
体
が
消
滅
す
る
と
す
る
説
（
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
な
ど
）
と
単
に

債
権
者
に
権
利
の
強
制
執
行
を
拒
否
す
る
だ
け
だ
と
す
る
説
（
デ
ル
ン
ブ
ル
ヒ
な
ど
）
が
対
立
し
て
い
た
（
松
久
三
四
彦
・
時
効
制
度
の
構

造
と
解
釈
（
二
〇
一
一
年
）
一
五
―
一
六
頁
、
四
〇
頁
）。

（
４
）Protokolle

der
K
om
m
ission

für
die
II.Lesung

des
Entw

urfs
des
BGB.,Bd.I,S.２３５.

（
５
）
松
久
・
前
掲
書
一
一
一
―
一
一
二
頁
注
一
二
一
参
照
。

（
６
）
ド
イ
ツ
新
債
務
法
に
至
る
立
法
経
過
に
つ
い
て
は
、
拙
著
・
ド
イ
ツ
債
務
法
現
代
化
法
概
説
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
頁
以
下
、
加
藤
敬

介
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
た
な
消
滅
時
効
法
」
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
（
関
西
大
学
大
学
院
）
七
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
頁
以
下
、
片
山
英
一

郎
「
ド
イ
ツ
消
滅
時
効
法
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
一
一
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
七
頁
以
下
、
金
山
直
樹
編
・
消
滅
時
効
法
の
現

状
と
改
正
提
言
（
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
／N

o.１２２

）（
平
成
二
〇
年
）
一
五
六
頁
﹇
斎
藤
由
起
﹈
な
ど
参
照
。

（
７
）
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
が
提
案
し
た
の
は
、
短
期
二
年
の
時
効
期
間
で
あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
の
新
法
で
は
三
年
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
製
造
物
責
任
法
一
二
条
が
無
過
失
責
任
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
期
間
を
三
年
と
し
て
い
る
の
に
、
有
責
の
場
合
を
そ
れ
よ
り
短

く
す
る
の
は
均
衡
を
失
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
（BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.８９f.;C.W

.Canaris,Schuldrechtsm
odernis-

ierung ２００２,S.６１５

）。

（
８
）
ド
イ
ツ
が
そ
れ
ま
で
短
期
時
効
に
つ
い
て
の
み
採
用
し
て
い
た
年
末
時
効
を
一
般
的
に
拡
大
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
債
権
者
の
主
観
的

（
二
八
）
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事
情
に
関
す
る
立
証
の
軽
減
と
い
う
理
由
か
ら
実
務
家
に
歓
迎
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
金
山
・
前
掲
書
一
五
八
頁
﹇
斎
藤
﹈）。

（
９
）BGH

Z
１１３,１８８

（１９３

）.

（
１０
）
一
般
的
人
格
権
の
侵
害
の
場
合
も
含
め
る
の
が
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
。

（
１１
）
そ
の
結
果
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
の
よ
う
に
健
康
被
害
が
行
為
後
三
〇
年
以
上
経
過
し
て
生
じ
た
場
合
は
、
被
害
者
は
賠
償
を
請
求
で
き
な

い
。
こ
れ
に
つ
き
ド
イ
ツ
の
学
者
や
実
務
家
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
社
会
保
障
で
カ
バ
ー
さ
れ
ま
た
は
政
治
的
に
解
決
さ
れ
る
と
の
立
場

を
と
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
三
頁
注
一
九
﹇
斎
藤
﹈）。

（
１２
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
三
頁
注
一
四
﹇
斎
藤
﹈。

（
１３
）
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
既
判
力
を
も
っ
て
確
定
さ
れ
た
債
権
等
に
つ
き
一
〇
年
の
時
効
期
間
を
提
案
し
た
が
、
一
〇
年

に
短
縮
す
る
と
債
権
者
が
債
務
者
の
財
産
状
況
が
改
善
す
る
前
に
成
果
の
な
い
執
行
を
試
み
る
な
ど
頻
繁
に
時
効
を
中
断
す
る
必
要
が
生
じ
、

司
法
の
乏
し
い
執
行
財
源
を
必
要
以
上
に
消
耗
さ
せ
て
、
当
事
者
の
利
益
に
も
公
共
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
採
用
さ
れ
な

か
っ
た
（BT

-D
rucks.１４／６０４０,S.１０６;C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６１８.

金
山
編
・
前
掲
書
一
五
九
頁
﹇
斎
藤
﹈）。

（
１４
）
当
事
者
間
の
協
議
に
よ
る
時
効
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
法
改
正
以
前
に
す
で
に
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
（
旧
八
五
二
条

二
項
）、
請
負
の
瑕
疵
担
保
責
任
（
旧
六
三
九
条
）、
主
催
旅
行
契
約
に
お
け
る
旅
行
者
の
請
求
権
（
旧
六
五
一
ｇ
条
二
項
）
に
規
定
が
あ
っ

た
。
改
正
で
そ
れ
が
一
般
化
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
当
事
者
間
の
協
議
を
満
了
停
止
事
由
と
の
み
す

る
立
場
で
あ
っ
た
が
（Zim

m
erm
ann／Leenen／M

ansel／Ernst,Finis
Litium

？
Zum

V
erjährungsrechtnach

dem
Regierung-

sentw
urfeines

Schuldrechtsm
odernisierungsgesetzes,JZ

２００１,S.６５９f.

）、
ド
イ
ツ
の
新
法
は
進
行
停
止
事
由
で
も
あ
る
と
し
た
。

な
お
、PECL

一
四：

三
〇
四
条
は
協
議
を
満
了
停
止
事
由
と
し
て
い
る
。

（
１５
）BGH

,N
JW
２００７,S.５８７

Rn.１０.

（
１６
）Bundesm

inisterium
der
Justiz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.３２１

﹇Peters／Zim
m
erm
ann

﹈（
下
森
他
編
著
・
前
掲
書１１２

頁
﹇
半
田
﹈）。

（
１７
）BGH

,N
JW
１９８８,S.１２５９f.
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（
１８
）BGH

,N
JW
２０１０,S.２４２２

Rn.２７.

（
１９
）BGH

,Beschl.v.２.１０.２００３,N
JW
２００４,S.１６４.

（
２０
）A

rtz,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,Zehn
Jahre

Schuldrechtsm
odernisierung,２０１４,S.１４４

―１４５

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.
（
２１
）Entw

urfbegründung
in
BT
-D
rs.１４／６０４０,１０７;C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６０８.

（
２２
）A

bschlussberichtder
K
om
m
ission

zur
Ü
berarbeitung

des
Schuldrechts,１９９２,S.４０.

（
２３
）BT

-D
rs.１４／６０４０,１０２f.;C.H

.Canaris,a.a.O
.,S.６１３.

（
２４
）BT

-D
rs.１４／６８５７;C.H

.Canaris,a.a.O
.,S.５６９f.

（
２５
）BT

-D
rs.１４／７０５２;C.H

.Canaris,a.a.O
.,S.９３５f.

（
２６
）BT

-D
rs.１４／７１００.

（
２７
）BT

-D
rs.１４／６８５７,６

ff.;C.H
.Canaris,a.a.O

.,S.９９５f.

（
２８
）Zim

m
erm
ann,ZEuP

２００１,S.２１７,２２０.

（
２９
）K

O
M

（２０１１

）,６３５＝
CO
D
２０１１／０２８４＝

BR-D
rs.６７１／１１.

（
３０
）Beschlussem

pfehlung
zum

SchuldRM
odG

in
BT
-D
rs.１４／７０５２,１８０.

（
３１
）Entw

urfsbegründung
in
BT
-D
rs.１４／６０４０,１０４f.;C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６１５.

（
３２
）Entw

urfsbegründung
in
BT
-D
rs.１４／６０４０,１１３;C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６３０

―６３１.

（
３３
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４６

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
３４
）Entw

urfsbegründung
in
BT
-D
rs.１４／６０４０,１１０;C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６２５.

（
３５
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４６

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
３６
）A
rzt,Gsellund

Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４６

―１７

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
３７
）A
rzt,Gsellund

Lorenz

（H
rsg.

）,a,a.O
.,S.１４７

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.
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（
３８
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４７

―１４８

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
３９
）
そ
れ
に
つ
き
、Entw

urfsbegründung
in
BT
-D
rs.１４／６０４０,１１６:C.W

.Canaris,a.a.O
.,S.６３７.

（
４０
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４８

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
４１
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１４８

―１４９

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
４２
）
そ
れ
に
つ
き
、Erm

an,K
om
m
.z.BGB,１３.A

ufl.,para.２０２
Rn.１５

﹇J.Schm
idt／Räntsch

﹈.

（
４３
）BGH

,U
rt.v.１８.９.２００７

―X
IZR

４４７／０６,ZIP
２００７,２２０６,２２０７

Rn.１５.

（
４４
）BGH

,U
rt.v.１８.１０.２０００

―X
IIZR

８５／９８,N
JW
２００１,２１８,２１９f.

（
４５
）BGH

,U
rt.v.２７.１.２００５

―V
IIZR

２３８／０３,N
JW
-RR

２００５,６０６,６０７.

（
４６
）BGH

,U
rt.v.１６.３.２００９

―IIZR
３２／０８,N

JW
２００９,１５９８,１６００

Rn.２７.

（
４７
）BGH

,U
rt.v.１８.１０.２０００

―X
IIZR

８５／９８,N
JW
２００１,２１８,２１９f.

（
４８
）Erm

an,K
om
m
.z.BGB,１３.A

ufl.,para.２０４
Rn.５４f.

﹇J.Schm
idt／Räntsch

﹈.

（
４９
）BGH

,U
rt.v.７.２.２０１３

―V
IIZR

２６３／１１,N
JW
２０１３,１６６６,１６６７

Rn.１６.

（
５０
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１５０

―１５１

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
５１
）BGH

,U
rt.v.２６.６.２００８

―IZR
２２１／０５,N

JW
２００８,２９９５,２９９６

Rn.１７.

（
５２
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１５１

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
５３
）BGH
,U
rt.v.５.１０.２００５

―V
IIIZR

１６／０５,BGH
Z
１６４,１９６,２０２f.

（
５４
）A
rzt,Gsellund

Lorenz

（H
rsg.

）a.a.O
.,S.１５１

―１５２

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.

（
５５
）BGH

,U
rt.v.５.１０.２００５

―V
IIIZR

１６／０５,BGH
Z
１６４,１９６,２１３.

（
５６
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１５２

﹇J.Schm
idt-Räntch

﹈.

（
５７
）A

rzt,Gsellund
Lorenz

（H
rsg.

）,a.a.O
.,S.１５２

﹇J.Schm
idt-Räntsch

﹈.
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（
５８
）H

.K
öhler,BGB

A
llg.T

eil,３８.A
ufl.,２０１４,S.２６０.

３

フ
ラ
ン
ス
民
法

（
１
）
二
〇
〇
八
年
改
正
前
の
時
効
規
定

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
は
、
二
〇
〇
八
年
の
改
正
前
は
消
滅
時
効
に
関
す
る
独
立
の
章
節
は
な
く
、
第
三
編
「
所
有
権
を
取
得
す
る

様
々
な
方
法
」
の
中
の
第
二
〇
章
「
時
効
と
占
有
」（
一
九
七
五
年
七
月
九
日
法
律
五
九
六
号
）
に
お
い
て
取
得
時
効
と
区
別
す
る
こ

と
な
く
消
滅
時
効
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
置
い
て
（
１
）

い
た
。
そ
の
特
徴
は
、
制
度
が
客
観
的
に
法
定
さ
れ
、
裁
判
官
の
解
釈
上
の
自
由
や
当

事
者
の
合
意
に
よ
る
変
更
の
余
地
が
少
な
い
時
効
法
の
体
系
と
い
う
こ
と
が
で
（
２
）

き
る
。
以
下
に
は
同
章
中
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
ル
ー

ル
を
要
約
し
（
３
）

よ
う
。

時
効
は
、
一
定
の
期
間
の
経
過
に
よ
っ
て
、
か
つ
法
律
が
定
め
る
条
件
の
も
と
で
（
権
利
を
）
取
得
し
ま
た
は
（
義
務
か
ら
）
解
放

さ
れ
る
方
法
で
あ
る
（
フ
民
旧
二
二
一
九
条
）。
時
効
は
前
も
っ
て
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
完
成
し
た
時
効
は
、
放
棄
す
る
こ

と
が
で
き
る
（
フ
民
旧
二
二
二
〇
条
）。
時
効
の
放
棄
は
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
な
さ
れ
う
る
。
黙
示
の
放
棄
は
、
取
得
し
た
権
利

の
放
棄
を
前
提
と
す
る
行
為
か
ら
生
じ
る
（
フ
民
旧
二
二
二
一
条
）。
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
完
成
し
た
時
効
を
放
棄
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
（
フ
民
旧
二
二
二
二
条
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
官
は
、
時
効
か
ら
生
じ
る
攻
撃
防
御
方
法
を
職
権
で
補
充
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
（
フ
民
旧
二
二
二
三
条
）。
時
効
は
、
訴
訟
の
す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
、
国
王
法
院
（
控
訴
院
）
に
お
い
て
も

申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
時
効
の
攻
撃
防
御
方
法
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
当
事
者
が
状
況
に
よ
っ
て
そ
れ
を
放
棄
し
た

と
推
定
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
フ
民
旧
二
二
二
四
条
）。
し
か
し
、
債
権
者
ま
た
は
時
効
が
完
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て

（
三
二
）
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利
害
関
係
を
有
す
る
他
の
す
べ
て
の
者
は
、
債
務
者
ま
た
は
所
有
者
が
時
効
を
放
棄
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と

が
で
き
る
（
フ
民
旧
二
二
二
五
条
）。

時
効
期
間
を
短
縮
す
る
あ
ら
か
じ
め
の
合
意
は
、
そ
れ
が
法
的
安
定
性
に
資
す
る
が
ゆ
え
に
有
効
だ
と
解
さ
れ
て
い
た
が
、
時
効
期

間
を
延
長
す
る
あ
ら
か
じ
め
の
合
意
は
、
時
効
の
あ
ら
か
じ
め
の
放
棄
を
無
効
と
す
る
旧
二
二
二
〇
条
に
反
す
る
た
め
に
無
効
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
判
例
は
、
前
者
に
つ
き
、
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
権
利
者
が
訴
え
を
起
こ
す
の
に
合
理
的
な
期
間
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
４
）

と
し
、
ま
た
保
証
債
務
の
よ
う
な
特
定
の
例
外
の
留
保
の
下
に
の
み
そ
れ
を
認
め
る
（
５
）

も
の
も
み
ら
れ
た
。
後
者
（
期
間
延
長
合

意
）
に
つ
い
て
は
、
延
長
合
意
の
代
わ
り
に
時
効
期
間
進
行
中
の
時
効
停
止
の
（
６
）

合
意
や
単
な
る
請
求
の
主
張
に
時
効
中
断
効
を
与
え
る

あ
ら
か
じ
め
の
（
７
）

合
意
を
有
効
と
す
る
判
例
が
登
場
し
た
。

時
効
は
、
時
に
よ
っ
て
で
は
な
く
日
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
（
フ
民
旧
二
二
六
〇
条
）。
時
効
は
、
そ
の
期
間
の
最
後
の
日
が
終
了

す
る
と
き
に
完
成
す
る
（
フ
民
旧
二
二
六
一
条
）。
総
て
の
訴
権
は
、
対
物
（
訴
権
）
で
あ
れ
、
対
人
（
訴
権
）
で
あ
れ
、
三
〇
年
で

時
効
に
か
（
８
）

か
る
。
起
算
点
に
つ
い
て
は
特
別
の
規
定
は
（
９
）

な
い
。
旧
規
定
で
は
、
契
約
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
は
三
〇
年
で
あ
る

が
、
不
法
行
為
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
損
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
か
ら
一
〇
年
で
あ
る
（
フ
民
旧
二
二
七
〇
―
一
条
（
一
九
八

五
年
七
月
五
（
１０
）

日
法
））。
ま
た
商
事
時
効
は
一
〇
年
と
さ
れ
た
（
フ
商
一
一
〇
―
（
１１
）

四
条
）。
解
除
訴
権
お
よ
び
相
対
的
無
効
訴
権
は
、
一

九
六
八
年
一
月
三
日
の
法
律
（
一
三
〇
四
条
。réd.L.n°６８

―５,３
janv.１９６８

）
以
来
五
年
間
と
さ
れ
た
。
時
効
を
主
張
す
る
者
は
、

そ
れ
に
つ
い
て
（
正
）
権
限
を
提
出
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
そ
の
者
に
対
し
て
は
悪
意
か
ら
生
じ
る
抗
弁
を
申
し
立
て
る
こ
と
も
で

き
な
い
（
フ
民
旧
二
二
六
二
条
）。
そ
の
他
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
も
短
期
時
効
に
関
す
る
定
め
が
あ
っ
た
。
学
芸
の
師
匠
お
よ
び
教
師
の
、

そ
の
者
が
月
極
め
で
行
う
授
業
に
つ
い
て
の
訴
権
（
お
よ
び
）
ホ
テ
ル
業
者
お
よ
び
飲
食
業
者
の
、
そ
の
者
が
供
す
る
宿
泊
お
よ
び
飲

食
物
に
基
づ
く
訴
権
は
、
六
カ
月
で
時
効
に
か
か
る
（
フ
民
旧
二
二
七
一
条
（
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
五
八
六
号
））。
執
行
吏
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の
、
そ
の
者
が
送
達
す
る
証
書
お
よ
び
そ
の
者
が
執
行
す
る
受
託
事
務
の
報
酬
に
つ
い
て
の
訴
権
、
寄
宿
舎
主
の
、
そ
の
生
徒
の
止
宿

料
に
つ
い
て
の
訴
権
お
よ
び
そ
の
他
の
親
方
の
修
業
料
に
つ
い
て
の
訴
権
は
、
一
年
で
時
効
に
か
か
る
（
フ
民
旧
二
二
七
二
条
（
一
九

七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
五
八
六
号
）
一
項
）。
医
師
、
外
科
医
、
歯
科
医
、
助
産
婦
お
よ
び
薬
剤
師
の
往
診
お
よ
び
調
剤
に
つ
い
て

の
訴
権
は
、
二
年
で
時
効
に
か
か
る
（
同
条
二
項
）。
商
人
の
、
商
人
で
な
い
個
人
に
売
却
す
る
商
品
に
つ
い
て
の
訴
権
は
、
二
年
で

時
効
に
か
か
る
（
同
条
三
）。
代
訴
士
の
費
用
お
よ
び
報
酬
の
支
払
に
つ
い
て
の
訴
権
は
、
訴
訟
の
判
決
も
し
く
は
当
事
者
の
和
解
か

ら
起
算
し
て
ま
た
は
当
該
代
訴
士
の
解
任
か
ら
（
起
算
し
て
）
二
年
で
時
効
に
か
か
る
。
終
了
し
て
い
な
い
事
件
に
関
し
て
は
代
訴
士

は
、
五
年
を
超
え
て
遡
る
費
用
お
よ
び
報
酬
に
つ
い
て
請
求
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
フ
民
旧
二
二
七
三
条
）。
上
記
三
カ
条

の
場
合
、
供
給
、
引
渡
、
役
務
お
よ
び
労
務
が
継
続
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
時
効
が
生
じ
る
（
フ
民
旧
二
二
七
四
条
一
項
）。
こ

の
時
効
は
、
計
算
確
認
書
、
借
用
書
も
し
く
は
債
務
証
書
ま
た
は
失
効
し
て
い
な
い
裁
判
上
の
呼
び
出
し
が
あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
進

行
を
止
め
な
い
（
同
条
二
項
）。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
時
効
を
申
し
立
て
る
者
に
対
し
て
、
現
実
に
支
払
が
行
わ
れ
た
か
否
か
に
つ
い

て
宣
誓
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
フ
民
旧
二
二
七
五
条
一
項
）。
宣
誓
は
、
寡
婦
お
よ
び
相
続
人
、
相
続
人
が
未
成
年
者
で
あ
る

と
き
は
そ
の
後
見
人
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
者
が
債
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
旨
を
申
述
さ
せ
る
た
め
に
要
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
同
条
二
項
）。
こ
れ
ら
の
時
効
は
、
そ
れ
ら
が
支
払
の
推
定
に
基
づ
く
と
い
う
意
味
で
推
定
的
な
時
効
と
呼
ば
れ
、
不
支
払

の
立
証
が
あ
っ
た
と
き
に
は
じ
め
て
推
定
が
崩
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
宣
誓
ま
た
は
自
白
に
よ
っ
て
の
み
な
さ
（
１２
）

れ
た
。
裁
判
官
な
ら
び
に

当
事
者
を
代
理
し
ま
た
は
補
佐
し
た
者
は
、
判
決
ま
た
は
そ
の
者
の
協
力
の
終
了
か
ら
五
年
後
に
書
類
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
る
（
フ
民

旧
二
二
七
六
条
（
一
九
七
一
年
七
月
七
日
法
律
五
三
八
号
）
一
項
）。
執
行
吏
は
、
そ
の
者
が
担
当
し
た
受
託
事
務
の
執
行
ま
た
は
証

書
の
送
達
か
ら
二
年
後
に
、
同
様
に
書
類
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
る
（
同
条
二
項
）。
賃
金
、
永
久
お
よ
び
終
審
定
期
金
の
支
分
金
お
よ

び
扶
養
定
期
金
の
支
分
金
、
賃
料
、
賃
料
に
代
わ
る
占
有
の
損
害
賠
償
、
小
作
料
お
よ
び
賃
貸
上
の
負
担
（L.１８

janv.２００５,

一
一

（
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三
条
）、
貸
付
金
の
利
息
お
よ
び
一
般
的
に
年
ま
た
は
よ
り
短
い
定
期
の
期
限
で
支
払
わ
れ
る
べ
き
総
て
の
も
の
の
支
払
に
つ
い
て
の

訴
権
は
五
年
で
時
効
に
か
か
る
（
フ
民
旧
二
二
七
七
条
（
一
九
七
一
年
七
月
一
六
日
法
律
五
八
六
号
））。
上
記
六
カ
月
か
ら
五
年
の
時

効
は
、
未
成
年
者
お
よ
び
後
見
に
付
さ
れ
た
成
年
者
に
対
し
て
進
行
す
る
。
但
し
、
後
見
人
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
者
の
求
償
を
妨
げ
な

い
（
フ
民
旧
二
二
七
八
条
）。

時
効
は
あ
る
い
は
自
然
的
に
あ
る
い
は
民
事
的
に
中
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
フ
民
旧
二
二
四
二
条
）。
権
利
者
が
時
効
取
得
を
妨

げ
よ
う
と
し
て
送
達
す
る
裁
判
所
へ
の
呼
出
し
、
急
速
審
理
手
続
き
（
レ
フ
ェ
レ
）
へ
の
呼
び
出
し
、
支
払
命
令
ま
た
は
差
押
え
は
、

時
効
な
ら
び
に
訴
え
の
提
起
期
間
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
四
四
条
）。
治
安
裁
判
所
へ
の
和
解
（
勧
解
）
の
呼
出
し
は
、
法
定
期

間
内
に
行
う
裁
判
上
の
呼
出
し
が
そ
れ
に
続
く
と
き
は
、
和
解
（
勧
解
）
の
呼
出
し
の
日
付
の
日
か
ら
時
効
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二

二

（

１３）

四
五
条
）。
裁
判
上
の
呼
出
し
は
、
無
管
轄
の
裁
判
官
の
面
前
で
行
わ
れ
る
場
合
で
も
時
効
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
四
六
条
）。

呼
び
出
し
が
形
式
の
欠
如
に
よ
っ
て
無
効
で
あ
る
場
合
、
原
告
が
そ
の
請
求
を
取
り
下
げ
る
場
合
、
原
告
が
審
理
の
効
力
を
失
わ
せ
る

に
任
せ
る
場
合
、
ま
た
は
そ
の
請
求
が
排
斥
さ
れ
る
場
合
に
は
、
中
断
は
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る（
フ
民
旧
二
二

（

１４）

四
七
条
）。

ま
た
時
効
は
、
債
務
者
ま
た
は
占
有
者
が
こ
れ
ら
の
者
の
相
手
方
の
権
利
に
つ
い
て
な
す
承
認
に
よ
っ
て
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
四

八
条
）。
上
記
の
規
定
に
従
っ
て
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
対
し
て
行
う
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
そ
の
者
の
承
認
は
、
す
べ
て
の
他
の
連

帯
債
務
者
に
対
し
て
、
ま
た
そ
れ
ら
の
相
続
人
に
対
し
て
も
時
効
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
四
九
条
一
項
）。
連
帯
債
務
者
の
相
続

人
の
一
人
に
対
し
て
行
う
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
そ
の
相
続
人
の
承
認
は
、
す
べ
て
の
他
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
お
よ
び
そ
れ
ら
の

相
続
人
に
対
し
て
も
時
効
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
四
九
条
一
項
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
帯
債
務
者
の
相
続
人
の
一
人
に
対
し
て

行
う
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
そ
の
相
続
人
の
承
認
は
、
債
権
が
抵
当
権
付
き
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
債
務
が
不
可
分
で
な
い
場
合
に
は
、

他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
時
効
を
中
断
し
な
い
（
同
条
二
項
）。
こ
の
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
こ
の
承
認
は
、
そ
の
相
続
人
が
負
う
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べ
き
部
分
に
つ
い
て
で
な
け
れ
ば
、
他
の
共
同
債
務
者
に
対
し
て
時
効
を
中
断
し
な
い
（
同
条
三
項
）。
そ
の
他
の
共
同
債
務
者
に
対

し
て
時
効
を
全
体
と
し
て
中
断
す
る
た
め
に
は
、
死
亡
し
た
債
務
者
の
す
べ
て
の
相
続
人
に
対
し
て
行
う
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
す
べ

て
の
相
続
人
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
（
同
条
四
項
）。
主
た
る
債
務
者
に
対
し
て
行
う
裁
判
上
の
請
求
ま
た
は
そ
の
者
の
承
認
は
、
保

証
人
に
対
し
て
時
効
を
中
断
す
る
（
フ
民
旧
二
二
五
〇
条
）。

時
効
は
、
法
律
が
定
め
る
何
ら
か
の
例
外
に
あ
た
る
場
合
を
除
い
て
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
進
行
す
る
（
フ
民
旧
二
二
五
一
条
）。

フ
ラ
ン
ス
で
は
も
と
も
と
訴
え
を
提
起
し
え
な
い
者
に
対
し
て
は
時
効
は
進
行
し
な
い
（contra

non
valentem

agere
non
currit

praescriptio

）
と
い
う
考
え
方
が
採
用
さ
れ
、
時
効
の
停
止
を
認
め
る
の
は
裁
判
官
の
専
権
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
〇
四
年
の

フ
ラ
ン
ス
民
法
の
起
草
者
は
、
時
効
の
停
止
事
由
を
制
限
（
１５
）

し
た
。
時
効
は
、
未
解
放
未
成
年
者
お
よ
び
後
見
に
付
さ
れ
た
成
年
者
に
対

し
て
は
進
行
し
な
い
。
た
だ
し
、
前
掲
フ
民
旧
二
二
七
八
条
に
述
べ
る
場
合
お
よ
び
法
律
が
定
め
る
そ
の
他
の
場
合
を
除
く
（
フ
民
旧

二
二
五
二
条
（
一
九
六
四
年
一
二
月
一
四
日
法
律
一
二
三
〇
号
））。
時
効
は
、
夫
婦
間
で
は
何
ら
進
行
し
な
い
（
フ
民
旧
二
二
五
三
条
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
時
効
は
、
妻
（
の
財
産
）
が
夫
婦
財
産
契
約
上
ま
た
は
裁
判
上
な
ん
ら
分
離
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫

が
管
理
権
を
有
す
る
財
産
に
つ
い
て
妻
に
対
し
て
進
行
す
る
。
た
だ
し
、
妻
の
夫
に
対
す
る
求
償
を
妨
げ
な
い（
フ
民
旧
二
二
五
四
条
）。

時
効
は
、
条
件
つ
き
債
権
に
つ
い
て
は
条
件
が
成
就
す
る
ま
で
、
担
保
訴
権
に
つ
い
て
は
追
奪
が
生
じ
る
ま
で
、
期
日
を
有
す
る
債
権

に
つ
い
て
は
そ
の
期
日
が
到
来
す
る
ま
で
何
ら
進
行
し
な
い
（
フ
民
旧
二
二
五
七
条
）。
時
効
は
、
限
定
承
認
を
し
た
相
続
人
が
相
続

財
産
に
対
し
て
有
す
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
進
行
し
な
い
（
フ
民
旧
二
二
五
八
条
一
項
）。
し
か
し
、
時
効
は
、
財

産
管
理
人
が
備
わ
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
続
人
不
存
在
の
相
続
財
産
に
対
し
て
進
行
す
る
（
同
条
二
項
）。
時
効
は
、
財
産
目

録
を
調
整
す
る
た
め
の
三
カ
月
お
よ
び
熟
慮
す
る
た
め
の
四
〇
日
間
に
つ
い
て
も
進
行
す
る
（
フ
民
旧
二
二

（

１６）

五
九
条
）。
判
例
、
学
説

は
、
こ
れ
ら
の
法
定
の
事
由
以
外
に
も
、
法
律
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
合
意
ま
た
は
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
訴
え
を

（
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起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
停
止
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し
（
１７
）

た
が
、
そ
れ
は
衡
平
上
特
に
認
め
ら
れ
る
例
外
的
な
扱
い
と
さ
れ
た
。

ま
た
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
法
的
安
定
を
妨
げ
る
と
批
判
さ
（
１８
）

れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
、
時
効
が
義
務
を
免
れ
る
一
方
法
だ
と
規
定
し
て
い
る
（
旧
二
二
一
九
条
）
一
方
で
は
、
債
務
者
は
法
廷
で
時

効
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
た
た
め
（
旧
二
二
二
三
条
）、
時
効
に
よ
り
債
務
者
の
債
務
は
消
滅
す
る
が
、
単
に

債
務
者
は
時
効
を
単
に
抗
弁
と
し
て
援
用
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
（
１９
）

い
た
。
そ
の
た
め
民
法
典
制
定
後
①
フ
ラ
ン
ス

普
通
法
以
来
の
通
説
で
あ
る
、
消
滅
時
効
完
成
後
債
務
は
自
然
債
務
と
し
て
存
続
す
る
と
す
る
立
場
（
デ
ュ
ラ
ン
ト
ン
）
の
ほ
か
、
②

消
滅
時
効
の
完
成
と
と
も
に
な
ん
ら
の
債
務
も
存
続
し
な
い
と
す
る
立
場
（
ト
ロ
ロ
ン
）、
③
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
も
債
務
者
が
援

用
し
な
け
れ
ば
、
訴
権
は
そ
の
ま
ま
残
る
が
、
援
用
す
れ
ば
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
も
債
務
は
訴
権
を
欠
く
自
然
債
務
と
し
て
存
続
す

る
と
す
る
立
場
（
オ
ー
ブ
リ
／
ロ
ー
）
が
対
立
（
２０
）

し
た
。

（
２
）
改
定
の
試
み
―
マ
ロ
リ
ー
草
案
と
二
〇
〇
六
年
政
府
草
案

フ
ラ
ン
ス
も
Ｅ
Ｕ
の
一
員
と
し
て
、
ま
た
隣
国
ド
イ
ツ
の
二
〇
〇
一
年
の
債
務
法
の
改
正
の
影
響
を
受
け
て
、
債
務
法
の
改
正
作
業

が
特
に
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
本
格
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
際
に
提
案
さ
れ
た
草
案
は
、
マ
ロ
リ
ー
草
案
お
よ
び
政
府
草
案

で
あ
る
。

マ
ロ
リ
ー
草
案
は
、
カ
タ
ラ
を
代
表
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
債
務
法
改
正
委
員
会
に
お
い
て
時
効
法
の
改
正
の
担
当
者
と
な
っ
た
マ
ロ

リ
ー
が
二
〇
〇
五
年
九
月
に
司
法
大
臣
に
提
出
し
た
「
債
務
法
改
正
準
備
（
２１
）

草
案
」
の
中
の
時
効
法
に
関
す
る
部
分
を
指
す
。
マ
ロ
リ
ー

は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
時
効
法
に
は
三
つ
の
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
第
一
に
、
時
効
期
間
が
長
す
ぎ
る
こ
と
、
第
二
に
、

時
効
期
間
が
三
か
月
か
ら
三
〇
年
ま
で
多
岐
に
分
か
れ
て
混
乱
を
招
い
て
い
る
こ
と
、
第
三
に
、
時
効
制
度
が
不
明
確
で
整
合
性
を
欠
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き
、
不
安
定
で
あ
る
こ
と
（
起
算
点
、
中
断
、
停
止
事
由
、
法
律
、
判
例
お
よ
び
契
約
の
役
割
、
裁
判
官
の
権
限
、
契
約
自
由
、
性
質

の
異
な
る
多
様
な
期
間
制
限
の
存
在
な
ど
）
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
時
効
は
人
間
活
動
の
停
滞
と
多
く
の
訴
訟
を
招
く
原
因
と

な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
（
２２
）

れ
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
起
草
さ
れ
た
草
案
は
普
通
時
効
期
間
を
三
年
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
一
〇
年
の
長
期

時
効
期
間
を
規
定
し
、
裁
判
上
の
請
求
を
停
止
事
由
と
す
る
な
ど
ド
イ
ツ
の
新
時
効
法
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。

同
草
案
の
主
要
ル
ー
ル
を
列
挙
す
る
と
、
す
べ
て
の
訴
権
は
三
年
の
時
効
に
か
か
る
（
二
二
七
四
条
）。
た
だ
し
、
①
人
身
損
害
ま
た

は
野
蛮
行
為
に
よ
る
一
切
の
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
民
事
責
任
訴
権
、
②
絶
対
的
無
効
に
関
す
る
訴
権
、
③
判
決
ま
た
は
他
の
執
行
証

書
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
権
利
に
関
す
る
訴
権
、
④
一
七
九
二
条
か
ら
一
七
九
二
―
二
条
に
基
づ
い
て
生
じ
る
工
作
物
責
任
者
の
責
任

に
関
す
る
訴
権
ま
た
は
担
保
請
求
訴
権
は
、
一
〇
年
の
時
効
に
か
か
る
（
二
二
七
五
条
）。
も
っ
と
も
、
権
利
者
に
酷
に
な
ら
な
い
よ

う
「
債
権
者
が
権
利
の
存
在
ま
た
は
範
囲
を
知
ら
な
い
と
き
は
」
時
効
は
進
行
し
な
い
（
二
二
六
四
条
二
項
）」。
長
期
期
間
に
つ
い
て

は
、
二
二
七
八
条
「（
１
）
総
て
の
訴
権
は
、
債
務
の
目
的
、
起
算
点
、
中
断
事
由
、
停
止
事
由
お
よ
び
期
間
を
修
正
す
る
合
意
が
い

か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
債
務
を
発
生
さ
せ
る
行
為
の
と
き
の
と
き
か
ら
一
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
。
た
だ
し
、
人
道
に
対
す
る
罪

は
消
滅
時
効
に
か
か
ら
な
い
。（
２
）
人
身
損
害
も
し
く
は
野
蛮
行
為
に
よ
る
損
害
ま
た
は
環
境
破
壊
に
よ
る
損
害
の
賠
償
を
求
め
る

民
事
責
任
訴
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
を
三
〇
年
と
す
る
。」
一
般
的
時
効
期
間
が
短
縮
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
効
停
止
事
由
は
従

来
よ
り
広
い
範
囲
で
認
め
ら
れ
、
訴
え
提
起
が
不
可
能
な
場
合
（
合
意
、
法
律
の
規
定
に
よ
る
場
合
も
含
む
）
は
、
時
効
は
停
止
す
る

（
一
時
的
な
も
の
は
期
間
満
了
前
六
カ
月
内
に
生
じ
た
も
の
の
み
）（
二
二
六
六
条
）。「
時
効
は
、
訴
訟
の
係
属
中
は
そ
の
終
結
ま
で

停
止
す
る
（
二
二
六
七
条
）。」
そ
の
た
め
訴
え
提
起
は
、
ド
イ
ツ
新
債
務
法
、PECL

一
四：

三
〇
二
条
、PICC

一
〇・

五
条
と
同
様

時
効
中
断
事
由
で
は
な
く
、
時
効
停
止
事
由
に
転
換
さ
れ
る
。
裁
判
で
債
権
者
の
勝
訴
判
決
が
確
定
す
る
と
、
そ
れ
は
新
た
な
権
限
と

な
っ
て
一
〇
年
の
時
効
が
開
始
す
る
（
二
二
七
五
条
三
号
）。
裁
判
外
の
交
渉
に
つ
い
て
は
、
マ
ロ
リ
ー
草
案
は
、PECL

一
四：

三

（
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〇
五
条
に
従
っ
て
、「（
１
）時
効
は
、
当
事
者
が
誠
実
に
交
渉
し
て
い
る
間
は
、
進
行
を
開
始
せ
ず
、
ま
た
は
停
止
す
る
」と
し
た（
二

二
六
四
条
）。
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
の
進
行
も
、
当
事
者
間
の
交
渉
継
続
の
一
態
様
と
し
て
時
効
の
停
止
事
由
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
（
２３
）

ろ
う
。

承
認
（
黙
示
に
よ
る
場
合
も
含
む
）、
支
払
命
令
ま
た
は
差
押
え
等
の
執
行
行
為
が
時
効
中
断
事
由
に
な
る
（
二
二
五
九
条
、
二
二
六

〇
条
）。
完
成
後
の
放
棄
も
認
め
ら
れ
る
（
二
二
三
五
条
一
項
）。
消
滅
時
効
期
間
は
当
事
者
ま
た
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
合
意
に
よ
っ

て
短
縮
ま
た
は
延
長
さ
れ
う
る
が
、
一
年
未
満
に
短
縮
ま
た
は
一
〇
年
を
超
え
て
延
長
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
二
二
三
五
条
二
項
）。

二
〇
〇
六
年
七
月
に
は
政
府
が
、
時
効
法
改
正
に
関
す
る
「
法
の
単
純
化
に
向
け
て
の
法
律
（
授
権
法
）」
を
元
老
院
に
提
出
し
た
。

同
草
案
は
、（
人
の
身
分
に
関
す
る
も
の
を
除
き
）
人
的
訴
権
お
よ
び
動
産
訴
権
に
関
し
て
普
通
時
効
期
間
を
一
〇
年
に
、
支
払
訴
権

を
そ
れ
に
相
応
す
る
回
復
請
求
訴
権
と
同
様
に
五
年
に
短
縮
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

政
府
草
案
で
は
、
な
お
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
取
得
時
効
と
消
滅
時
効
を
一
元
的
に
捉
え
る
立
場
が
と
ら
れ
、
取
得
時
効
、
消
滅
時
効

の
両
者
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
条
文
か
ら
停
止
、
中
断
に
関
す
る
も
の
を
除
い
た
通
則
の
款
が
設
け
ら
れ
た
。
政
府
草
案
は
、
時
効
が

時
の
経
過
か
ら
生
ず
る
権
利
の
取
得
ま
た
は
消
滅
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
定
義
規
定
を
置
き
（
一
四
四
条
一
項
）、
効
力
に
関
し
、
実

体
法
上
の
権
利
取
得
原
因
と
し
、
推
定
や
抗
弁
権
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
時
効
の
効
力
が
そ
の
起
算
日
に
遡
る
こ
と
も
明

ら
か
に
し
た
（
一
四
四
条
二
項
）。
ま
た
時
効
は
、
当
事
者
ま
た
は
正
当
な
利
益
を
有
す
る
第
三
者
が
援
用
し
な
け
れ
ば
そ
の
効
力
を

生
じ
な
い
と
し
（
一
四
五
条
）、
時
効
の
援
用
に
関
す
る
そ
れ
ま
で
の
学
説
対
立
の
う
ち
の
不
確
定
効
果
説
（
通
説
）
に
立
つ
こ
と
を

明
示
し
た
。
た
だ
し
、
代
替
案
と
し
て
確
定
効
果
説
も
示
さ
れ
た
。
時
効
援
用
権
者
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
だ
け
で
な
く
、
正
当
な
利

益
を
有
す
る
第
三
者
も
含
め
る
判
例
の
立
場
を
と
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
時
効
援
用
権
は
あ
ら
か
じ
め
放
棄
し
え
な

い
と
す
る
従
来
の
ル
ー
ル
も
明
記
さ
れ
た
（
一
四
六
条
一
項
）。
時
効
完
成
後
の
義
務
の
履
行
は
義
務
履
行
者
が
善
意
で
あ
っ
て
も
時

効
援
用
権
は
消
滅
す
る
が
、
時
効
完
成
後
の
承
認
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
い
う
規
定
も
設
け
ら
れ
た
（
一
四
六
条
二
項
）。
時
効
完
成
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後
の
債
務
承
認
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
判
例
の
立
場
で
あ
る
、
義
務
履
行
の
場
合
と
同
視
す
る
代
替
案
も
示
さ
（
２４
）

れ
た
。

（
３
）
現
行
フ
ラ
ン
ス
民
法

（
イ
）
二
〇
〇
八
年
の
時
効
法
改
正

前
記
マ
ロ
リ
ー
草
案
も
二
〇
〇
六
年
政
府
草
案
も
直
接
立
法
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
二
月
か
ら
元
老
院
の
法
律
委

員
会
は
、
研
究
調
査
や
学
者
、
実
務
家
等
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
上
で
、「
現
代
的
で
統
一
的
な
時
効
法
に
向
け
て
」
と
い

う
調
査
報
告
書
を
公
に
（
２５
）

し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
同
年
八
月
に
は
同
委
員
会
委
員
長
イ
ェ
ス
ト
議
員
が
「
民
事
法
改
正
法
案
（
原
案
）」

を
元
老
院
に
上
程
し
、
同
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
元
老
院
お
よ
び
国
民
議
会
で
討
議
さ
れ
、
つ
い
に
二
〇
〇
八
年
六
月
に
は
「
民
事
時

効
改
正
に
関
す
る
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
（
２６
）

法
律
」
が
可
決
成
立
（
２７
）

し
た
。
今
回
の
時
効
法
改
正
の
目
的
は
、
時
効
法
の
混
と
ん
と
し

た
規
定
に
統
一
性
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
法
的
安
定
性
、
予
見
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
、
お
よ
び
社
会
の
発
展
と
現
在
の
法
的
環
境
に

不
適
合
と
な
っ
た
時
効
規
定
を
見
直
す
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
（
２８
）

い
る
。

（
ロ
）
概
観

消
滅
時
効
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
行
法
上
も
、
一
定
期
間
の
経
過
に
依
存
す
る
、
そ
の
権
限
の
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
る
権
利
の
消
滅
の

態
様
で
あ
る
（
フ
民
二
二
一
九
条
）。
フ
ラ
ン
ス
民
法
で
は
も
と
も
と
消
滅
時
効
と
取
得
時
効
が
同
一
章
下
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
（
旧

二
二
一
九
条
〜
二
二
八
三
条
。
マ
ロ
リ
ー
草
案
二
二
三
四
条
、
政
府
草
案
一
四
四
条
一
項
も
同
様
）、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法

律
二
〇
〇
八
―
五
六
一
号
は
、
消
滅
時
効
を
第
二
〇
章
（
二
二
一
九
条
〜
二
二
五
四
条
）
に
、
取
得
時
効
を
第
二
一
章
（
二
二
五
五
条

〜
二
二
七
九
条
）
に
規
定
し
た
。
こ
れ
は
オ
ブ
リ
ー
／
ロ
ー
以
来
取
得
時
効
と
消
滅
時
効
を
分
け
て
論
じ
る
二
元
論
が
通
説
化
し
た
こ

（
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〇
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と
に
起
因
す
る
が
、
金
山
教
授
は
、
新
規
定
の
も
と
で
も
取
得
時
効
に
消
滅
時
効
の
章
に
定
め
ら
れ
た
規
定
の
多
く
（
総
則
的
規
定
の

み
な
ら
ず
、
時
効
の
停
止
、
中
断
、
援
用
、
放
棄
に
関
す
る
規
定
）
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
む
し
ろ
一
元
論
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
主
張
さ
（
２９
）

れ
る
。

フ
民
二
二
二
四
条
は
、
人
的
ま
た
は
動
産
の
訴
権
は
五
年
で
消
滅
時
効
に
服
す
る
と
規
定
す
る
。
か
つ
て
は
消
滅
時
効
期
間
は
三
〇

年
で
あ
っ
た
が
（
旧
二
二
六
二
条
）、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、
こ
の
期
間
を
か
な
り
短
縮
し
た
。
し
か
し
、
新
法
は
、

旧
法
と
は
異
な
り
、
こ
の
新
し
い
期
間
を
不
動
産
に
関
す
る
訴
権
に
は
適
用
し
な
い
。
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
前
後
を
問
わ
ず
、

こ
の
標
準
期
間
に
は
例
外
が
あ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
改
正
前
は
標
準
期
間
よ
り
も
短
く
定
め
た
期
間
は
違
法
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は

時
効
期
間
を
長
く
も
ま
た
短
く
も
定
め
る
こ
と
が
で
（
３０
）

き
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
五
年
と
い
う
短
い
一
般
的
時
効
期
間
を
定
め
た
の
は
、

金
山
教
授
に
よ
れ
ば
、
①
現
代
社
会
で
は
市
場
が
拡
大
し
、
取
引
量
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
、
②
今
日
で
は
個
人
の
権
利
範
囲
が

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
、
③
二
〇
〇
四
年
の
身
分
時
効
の
改
正
（
五
年
ま
た
は
一
〇
年
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
科
学
的
証
明
手
段
の
発
達
に
伴
っ
て
社
会
秩
序
維
持
の
た
め
に
短
期
の
時
効
期
間
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ
る
と
さ
（
３１
）

れ
る
。

二
〇
〇
八
年
六
月
七
日
の
法
律
は
、
二
二
二
二
条
に
移
行
措
置
を
定
め
る
規
定
を
置
い
た
。
こ
れ
は
学
説
が
す
で
に
旧
法
の
も
と
で

適
用
し
て
い
た
ル
ー
ル
を
引
き
写
し
た
も
の
で
あ
る
。「（
１
）
消
滅
時
効
ま
た
は
権
利
喪
失
期
間
を
延
長
す
る
法
は
、
既
得
の
消
滅
時

効
ま
た
は
権
利
喪
失
期
間
に
影
響
し
な
い
。
そ
れ
は
、
消
滅
時
効
ま
た
は
権
利
喪
失
期
間
が
、
そ
れ
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
に
ま
だ
満

了
し
て
い
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
す
で
に
経
過
し
た
期
間
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
。（
２
）
消
滅
時
効
ま
た
は
権
利
喪

失
期
間
を
短
縮
す
る
場
合
は
、
こ
の
新
し
い
期
間
は
、
全
体
の
期
間
が
旧
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
た
期
間
を
超
え
る
こ
と
な
し
に
、

新
法
が
効
力
を
生
じ
た
日
か
ら
進
行
を
開
始
す
る
。」

１５２ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）

（
四
一
）



（
ハ
）
時
効
の
期
間

（
ａ
）
原
則

時
効
期
間
は
数
か
月
か
ら
三
〇
年
ま
で
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
は
消
滅
時
効
に
は
服
し
な
い
（
フ
民
二
二
二
七
条
）。
消

滅
時
効
は
、
事
実
の
状
況
の
決
定
的
な
強
化
を
目
的
と
す
る
通
常
の
時
効
（prescriptions

ordinaere

）
と
支
払
の
推
定
に
依
拠
す

る
推
定
時
効
（prescriptions

presom
ptives

）
と
が
区
別
さ
れ
て
い
た
。
後
者
は
、
書
証
の
余
地
の
な
い
、
通
例
受
領
証
ま
た
は

領
収
証
な
し
に
執
行
さ
れ
う
る
、
短
期
間
に
支
払
わ
れ
る
債
務
が
問
題
に
な
っ
た
（
旧
フ
民
二
二
七
一
条
〜
二
二
七
三
条
）。
こ
の
区

別
か
ら
、
前
者
は
反
対
の
証
明
を
許
容
し
な
い
が
、
後
者
は
支
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
証
拠
の
前
に
屈
す
る
こ
と
が
帰
結
さ
れ
た
。
か

よ
う
に
時
効
の
対
抗
を
受
け
た
債
権
者
は
、
支
払
の
事
実
に
つ
い
て
債
務
者
に
宣
誓
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
た（
旧
フ
民
二
二
七
五
条
）。

し
か
し
、
短
期
の
時
効
が
す
べ
て
こ
の
推
定
時
効
で
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、
一
定
数
の
短

期
時
効
、
す
な
わ
ち
、「
俸
給
、
年
金
、
扶
養
料
、
小
作
料
、
賃
貸
料
、
貸
付
利
子
の
支
払
ま
た
は
反
復
支
払
訴
権
お
よ
び
一
般
的
に

年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期
間
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
総
て
の
も
の
の
支
払
訴
権
」
の
時
効
を
失
権
条
項
に
服
せ
し
め
た
。
こ
れ

ら
の
訴
権
は
、
未
成
年
お
よ
び
成
年
被
後
見
人
に
対
し
て
停
止
せ
ず
（
二
二
三
五
条
）
か
つ
そ
の
時
効
は
合
意
に
よ
る
調
整
の
余
地
は

な
い
が
（
二
二
五
四
条
二
号
）、
支
払
の
推
定
の
観
念
と
は
関
係
が
（
３２
）

な
い
。

標
準
的
な
時
効
と
特
別
の
時
効
と
の
区
別
は
あ
ま
り
重
要
で
な
い
。
標
準
的
な
時
効
期
間
と
は
、
以
前
の
三
〇
年
、
今
の
五
年
の
時

効
で
あ
る
。
消
費
者
法
典
一
三
七
―
二
条
に
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
、
一
般
的
時
効
の
性
質
も
ま
た

あ
ま
り
重
要
で
な
い
。
同
条
は
、「
彼
ら
が
消
費
者
に
提
供
し
た
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
、
専
門
家
に
対
す
る
訴
権
は
、
二
年

で
時
効
に
か
か
る
」
と
規
定
す
る
。
二
二
二
四
条
に
規
定
さ
れ
た
も
の
よ
り
長
い
ま
た
は
短
い
時
効
期
間
は
、
特
別
の
時
効
で
あ
る
。

時
効
を
異
な
ら
し
め
て
い
る
最
大
の
も
の
は
、
そ
の
期
間
で
あ
る
。
合
意
に
よ
る
調
整
と
い
う
新
し
い
可
能
性
は
、
こ
れ
ま
で
制
限
的
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に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
特
別
の
考
慮
に
値
（
３３
）

す
る
。

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
ま
で
消
滅
時
効
の
標
準
期
間
は
三
〇
年
で
あ
っ
た
（
旧
二
二
六
二
条
）。
そ
の
長
さ
は
以
前
か
ら

長
す
ぎ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
個
人
の
人
的
、
財
産
的
状
況
が
急
速
に
発
展
し
、
立
法
傾
向
は
期
間
の
短
縮
に
向
か
っ
た
。
三
〇
年
の
時

効
の
領
域
は
非
常
に
制
限
さ
れ
た
。
現
行
二
二
二
四
条
は
、「
人
的
ま
た
は
動
産
に
関
す
る
訴
権
は
、
権
利
者
が
そ
の
行
使
を
彼
に
許

容
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か
り
し
日
か
ら
五
年
で
時
効
が
完
成
す
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
五
年
の
期
間
は
即
時
に
適
用

さ
れ
う
る
。
契
約
上
の
事
項
で
あ
ろ
う
と
、
契
約
外
の
事
項
で
あ
ろ
う
と
、
債
務
の
効
力
、
履
行
ま
た
は
不
履
行
が
問
題
に
な
る
場
合

で
あ
ろ
う
と
本
条
の
適
用
が
あ
る
。
か
く
し
て
相
対
的
無
効
訴
権
と
絶
対
的
無
効
訴
権
の
期
間
の
違
い
が
消
滅
す
る
と
と
も
に
、
損
害

賠
償
に
つ
き
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
か
、
不
法
行
為
を
理
由
と
す
る
か
で
時
効
期
間
に
違
い
は
な
く
な
っ
た
。
物
的
損
害
の
場
合

は
、
損
害
賠
償
訴
権
は
こ
れ
か
ら
は
五
年
の
時
効
に
か
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
人
的
損
害
は
後
述
す
る
よ
う
に
一
〇
年
間
ま
た
は
二

〇
年
間
で
あ
る
。
本
条
は
民
事
事
件
に
も
、
商
事
事
件
に
も
適
用
さ
れ
る
。
商
法
典
は
よ
り
短
い
時
効
期
間
の
留
保
の
も
と
に
、
こ
の

趣
旨
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
（
商
法
一
一
〇
―
四
条
一
項
）。
合
意
の
瑕
疵
に
よ
る
無
効
訴
権
は
、
錯
誤
、
詐
欺
を
知
り
ま
た
は
暴
力

が
終
了
し
た
と
き
か
ら
五
年
間
（
フ
民
一
三
〇
四
条
）、
精
神
的
な
ト
ラ
ブ
ル
に
よ
る
無
効
訴
権
は
精
神
的
能
力
が
回
復
し
た
本
人
が

そ
の
こ
と
を
知
っ
た
時
か
ら
五
年
間
（
フ
民
四
一
四
―
二
条
、
一
三
〇
四
条
三
項
）
存
続
す
る
。
保
護
を
受
け
る
成
年
者
に
よ
っ
て
不

正
規
に
な
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（
四
六
五
条
）。
さ
ら
に
特
別
法
の
規
定
に
よ
り
同
じ
時
効
期
間
に
服
す
る
も
の
が

あ
る：

民
事
裁
判
所
で
行
使
さ
れ
る
民
事
訴
権
（C.pr.pen.

一
〇
条
）、
賃
金
支
払
ま
た
は
回
復
請
求
訴
権
（
労
働
法
典
三
二
四
五

―
（
３４
）

一
条
）、
訴
訟
当
事
者
を
代
理
し
ま
た
は
補
助
す
る
者
に
向
け
ら
れ
た
責
任
訴
権
（
フ
民
二
二
二
五
条
）、
公
証
人
の
報
酬
支
払
訴
権

（
一
八
九
七
年
一
二
月
二
四
日
法
一
条
）、
公
競
売
に
お
け
る
動
産
の
価
格
査
定
お
よ
び
任
意
売
却
お
よ
び
司
法
上
の
売
却
の
場
合
に

生
じ
る
民
事
責
任
訴
権
（
商
法
典
三
二
一
―
一
七
条
）、
共
有
物
果
実
分
割
訴
権
（
フ
民
八
一
五
―
一
〇
条
）、
後
見
人
、
後
見
機
関
ま
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た
は
国
家
に
対
す
る
未
成
年
者
の
訴
権
（
フ
民
四
七
五
条
）、
後
見
人
に
対
す
る
計
算
書
類
の
引
渡
請
求
訴
権
（
フ
民
五
一
五
条
）、
会

社
解
散
後
の
非
清
算
人
た
る
社
員
に
対
す
る
訴
権
（
商
法
典
四
六
二
―
（
３５
）

七
条
）。

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
改
正
前
に
も
定
期
債
権
は
五
年
ま
た
は
三
年
の
時
効
に
服
し
た
（
旧
フ
民
二
二
七
七
条
）。
旧
二
二
七

七
条
は
、
俸
給
、
年
金
、
扶
養
料
、
小
作
料
、
賃
貸
料
、
貸
付
利
子
お
よ
び
一
般
的
に
年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期
間
に
お
い
て
支
払

わ
れ
る
べ
き
総
て
の
債
権
に
適
用
さ
れ
た
。
二
二
三
五
条
お
よ
び
二
二
五
四
条
三
号
は
、
こ
れ
ら
の
列
挙
事
項
を
末
尾
の
同
じ
一
般
条

項
と
と
も
に
非
常
に
厳
密
に
採
録
し
た
。
学
説
は
こ
の
列
挙
事
項
を
十
分
に
広
く
解
釈
し
た
。
貸
付
利
息
の
他
に
、
合
意
に
よ
る
も
の

と
違
約
金
の
場
合
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
利
息
に
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
終
身
年
金
と
扶
養
料
の
他
に
、
年
金
の
形
で
支
払
わ

れ
る
賠
償
給
付
や
加
害
者
に
よ
り
被
害
者
に
支
払
わ
れ
る
年
金
に
も
、
ま
た
家
賃
、
小
作
料
お
よ
び
賃
借
人
負
担
の
他
に
、
占
有
の
損

害
に
も
、
適
用
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。
反
対
に
こ
の
時
効
期
間
は
、
金
銭
貸
借
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
は
償
還
可
能
な
貸
金
と
し

て
年
ま
た
は
月
毎
に
償
還
さ
れ
え
た
。
二
〇
〇
五
年
一
月
一
八
日
の
法
は
、
二
二
七
七
条
を
改
定
し
、
年
金
、
小
作
料
お
よ
び
賃
借
人

負
担
の
支
払
訴
権
に
適
用
範
囲
を
拡
大
し
た
。
新
し
い
二
二
三
五
条
お
よ
び
二
二
五
四
条
は
、
失
権
規
定
が
支
払
ま
た
は
反
復
支
払
訴

権
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
同
じ
規
定
は
、
給
料
に
つ
い
て
労
働
法
典
三
二
四
五
―
一
条
に
よ
り
見
出
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
労
働

法
典
は
二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
の
法
に
よ
り
、
賃
金
の
支
払
ま
た
は
返
還
訴
権
が
そ
れ
を
行
使
す
る
者
が
、
彼
が
そ
れ
を
行
使
す
る

こ
と
を
許
容
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か
り
し
日
か
ら
三
年
で
時
効
に
か
か
る
と
明
示
的
に
規
定
し
た（
三
二
四
五
―
一
条
）。

五
年
の
時
効
期
間
は
、
社
会
保
障
負
担
金
、
株
式
配
当
金
、
電
気
消
費
料
金
に
も
適
用
さ
れ
る
。
二
二
七
七
条
の
適
用
要
件
は
、
伝
統

的
に
定
期
性
と
確
定
性
（fixité

）
で
あ
っ
た
。
し
か
し
後
者
は
廃
止
さ
れ
た
。
五
年
の
時
効
に
服
す
る
の
は
各
期
の
定
期
金
だ
け
で

あ
り
、
そ
れ
を
発
生
さ
せ
る
権
利
は
三
〇
年
の
時
効
に
服
（
３６
）

し
た
。
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（
ｂ
）
例
外

フ
ラ
ン
ス
民
法
は
、
所
有
権
は
そ
の
不
行
使
に
よ
り
消
滅
し
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
（
二
二
二
七
条
）。
こ
れ
は
所
有
物

返
還
請
求
訴
権
が
、
動
産
、
不
動
産
を
問
わ
ず
、
不
行
使
に
よ
っ
て
消
滅
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
し
、
取
得
時
効
に
よ
る

制
限
を
受
け
る
し
、
動
産
の
場
合
は
即
時
取
得
さ
れ
う
る
。
そ
れ
以
外
の
不
動
産
物
権
に
基
づ
く
請
求
権
は
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る

（
二
二
二
七
条
）。
こ
れ
ら
の
訴
権
は
、「
権
利
者
が
彼
に
そ
の
行
使
が
許
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
う
べ
か
り

し
日
か
ら
三
〇
年
で
時
効
消
滅
す
る
。」
環
境
法
典
一
五
二
―
一
条
は
、
例
外
的
に
本
法
典
に
よ
り
規
制
さ
れ
た
施
設
、
作
業
、
工
事

お
よ
び
活
動
に
よ
り
環
境
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
と
結
び
つ
い
た
債
務
を
三
〇
年
の
時
効
に
服
さ
（
３７
）

せ
る
。
こ
の
期
間
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

議
会
指
令
（２００４／３５／CE

）
の
条
項
に
お
い
て
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
損
害
の
露
見
が
し
ば
し
ば
遅
れ
る
こ

と
か
ら
も
正
当
化
さ
れ
る
。
婚
姻
無
効
訴
権
も
三
〇
年
の
時
効
に
服
す
る
（
フ
民
一
八
四
条
、
一
九
一
条
）。
こ
れ
が
自
由
な
合
意
の

欠
落
ま
た
は
錯
誤
に
よ
る
場
合
は
、
五
年
の
時
効
に
服
す
る
（
一
八
一
条
）。

一
〇
年
の
時
効
に
服
す
る
訴
権
も
あ
る
。
人
の
身
分
に
由
来
す
る
訴
権
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
伝
統
的
に
時
効
に
服
さ
な
い
と
さ

れ
て
き
た
が
、
一
九
七
二
年
一
月
三
日
の
法
律
に
よ
り
親
子
関
係
に
つ
い
て
三
〇
年
と
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年
六
月
四
日
の
政
令
に
よ
り

原
則
と
し
て
一
〇
年
と
さ
れ
た
。
身
体
損
害
を
惹
起
し
た
事
件
に
よ
っ
て
生
じ
た
責
任
訴
権
も
一
〇
年
の
時
効
に
か
か
る
（
二
二
二
六

条
一
号
）。
拷
問
や
粗
暴
な
行
為
、
ま
た
は
暴
力
や
未
成
年
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
性
的
侵
害
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
場
合
は
二

〇
年
間
で
あ
る
（
二
二
二
六
条
二
号
）。
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
一
九
八
五
年
七
月
五
日
の
交
通
事
故
法
に
よ
っ
て
旧
二
二
七
〇
―
一

条
が
創
設
さ
れ
、
契
約
外
の
民
事
責
任
の
時
効
期
間
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
三
〇
年
か
ら
一
〇
年
に
短
縮
す
る
と
と
も
に
、
起
算
点
を

損
害
の
発
生
ま
た
は
悪
化
の
と
き
と
定
め
た
。
そ
の
後
一
九
九
八
年
六
月
一
七
日
法
に
よ
っ
て
同
条
二
項
と
し
て
、
損
害
が
拷
問
、
野

蛮
な
行
為
、
暴
力
ま
た
は
未
成
年
者
に
対
す
る
性
的
侵
害
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
場
合
に
は
、
二
〇
年
の
時
効
に
服
す
る
旨
の
規
定
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が
追
加
さ
れ
た
。
今
回
の
新
法
は
こ
の
規
定
を
基
本
的
に
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
は
物
損
の
み
が
生
じ
た
場
合
に

も
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
新
法
で
は
人
損
を
含
む
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
限
る
（
人
損
に
伴
う
物
損
も
含
ま
れ
る
）
と
さ
れ
、
ま
た

従
来
は
不
法
行
為
責
任
の
場
合
に
限
ら
れ
た
が
、
新
法
で
は
契
約
責
任
に
関
し
て
も
同
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
（
３８
）

っ
た
。

交
通
事
故
被
害
者
の
損
害
の
悪
化
の
賠
償
責
任
を
補
て
ん
す
る
た
め
の
保
険
金
請
求
権
（
保
険
法
典
二
一
一
―
一
九
条
）、
テ
ロ
行

為
の
被
害
者
の
保
障
基
金
に
対
す
る
訴
権
（
保
険
法
典
四
二
二
―
三
条
二
号
）、
予
防
、
診
断
、
治
療
行
為
に
お
け
る
健
康
ま
た
は
公

的
ま
た
は
私
的
な
健
康
の
確
保
に
関
す
る
専
門
家
の
責
任
訴
権
（CSP

（Code
de
la
santé

publique

）
一
一
四
二
―
二
八
条
（
二

〇
〇
二
年
三
月
四
日
（
３９
）

改
正
））、
瑕
疵
あ
る
製
品
に
基
づ
く
製
造
者
の
責
任
訴
権
（
起
算
点
は
製
品
を
流
通
に
置
い
た
と
き
）（
フ
民
一

三
八
六
―
一
六
条
）、（
大
規
模
工
事
の
）
建
築
請
負
人
、
建
築
家
、
請
負
業
者
、
不
動
産
開
発
業
者
、
な
ら
び
に
そ
の
下
請
け
業
者
に

対
す
る
契
約
上
の
責
任
訴
権
（
起
算
点
は
仕
事
の
受
け
取
り
時
）（
一
七
九
二
―
四
―
一
条
、
一
七
九
二
―
四
―
三
条
）
も
一
〇
年
の

時
効
に
服
す
る
。
民
事
訴
訟
法
一
一
一
―
三
条
の
執
行
名
義
に
基
づ
く
強
制
（
４０
）

執
行
、
会
社
の
創
立
に
お
け
る
創
設
者
お
よ
び
当
初
の
幹

部
に
対
す
る
そ
の
違
反
に
基
づ
く
責
任
訴
権（
商
法
典
二
一
〇
―
八
条
）、
組
合
員
間
ま
た
は
組
合
員
と
組
合
間
の
訴
権（
組
合（copro-

priété

）
に
関
す
る
一
九
六
五
年
六
月
一
〇
日
法
四
二
条
二
号
）、
相
続
選
択
権
（
フ
民
七
八
〇
条
）
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

旧
法
の
定
め
て
い
た
六
カ
月
か
ら
五
年
の
短
期
消
滅
時
効
規
定
（
旧
二
二
七
一
条
―
二
二
七
五
条
）
は
削
除
さ
れ
た
が
、
他
の
法
律

が
規
定
す
る
様
々
な
消
滅
時
効
規
定
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
改
定
は
そ
の
適
用
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
（
フ
民
二
二
二

三
条
）。
そ
の
結
果
現
行
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
は
民
法
お
よ
び
そ
の
他
の
法
律
の
定
め
る
五
年
以
下
の
短
期
時
効
規
定
が
残
存
し
て
い
る
。

五
年
の
時
効
に
か
か
る
の
は
、
裁
判
上
当
事
者
を
代
理
し
ま
た
は
補
佐
し
た
者
に
対
す
る
民
事
責
任
訴
権
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
に

寄
託
さ
れ
た
書
類
の
紛
失
ま
た
は
破
棄
に
対
す
る
民
事
責
任
訴
権
も
同
様
で
あ
る
（
フ
民
二
二
二
五
条
）。

国
家
お
よ
び
公
法
人
の
す
べ
て
の
債
務
（
一
九
六
八
年
一
二
月
三
一
日
法
一
条
）
お
よ
び
大
部
分
の
国
庫
債
権
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ

（
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た
も
の
（LPF

二
七
四
条
）
は
四
年
の
時
効
に
服
（
４１
）

す
る
。

三
年
の
時
効
に
服
す
る
の
は
、
瑕
疵
あ
る
製
造
物
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
損
害
の
賠
償
訴
権
（
フ
民
一
三
八
六
―
一
七
条
）、
組
合

ま
た
は
そ
の
創
設
後
の
行
為
お
よ
び
議
決
の
無
効
訴
権
（
フ
民
一
八
四
四
―
一
四
条
）、
商
事
会
社
の
設
立
ま
た
は
そ
の
後
の
行
為
お

よ
び
議
決
の
無
効
訴
権
（
商
法
二
三
五
―
九
条
）、
会
社
の
取
締
役
に
対
す
る
責
任
追
及
訴
権
（
商
法
二
二
三
―
二
三
条
、
二
二
五
―

二
五
四
条
）、
知
的
財
産
権
の
侵
害
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
訴
権
な
ど
で
あ
る
。

二
年
の
時
効
に
服
す
る
の
は
、
夫
婦
共
有
財
産
制
の
も
と
で
そ
の
権
限
の
範
囲
を
超
え
て
な
さ
れ
た
行
為
の
無
効
訴
権
（
フ
民
一
四

二
七
条
）、
莫
大
損
害
（lésion
）
の
場
合
の
解
除
訴
権
（
フ
民
一
六
七
六
条
（
売
買
時
よ
り
））、
隠
れ
た
瑕
疵
の
担
保
訴
権
（
フ
民

一
六
四
八
条
）、
駆
体
工
事
を
構
成
し
な
い
要
素
の
た
め
に
請
負
業
者
に
よ
り
負
担
さ
れ
た
担
保
（
フ
民
一
七
九
二
―
三
条
）、
消
費
者

に
提
供
さ
れ
た
物
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
専
門
家
に
対
す
る
訴
権
（
合
意
に
よ
り
変
更
し
え
な
い
）（
消
費
者
法
典
一
三
七
―
二

条
）、
保
険
契
約
に
よ
り
生
じ
た
総
て
の
訴
権
（
保
険
法
典
一
一
四
―
（
４２
）

一
条
）、
運
送
契
約
に
基
づ
く
訴
権
（
フ
商
一
三
三
―
六
条
）、

航
空
運
送
人
に
対
す
る
訴
権
（
運
送
法
六
四
二
一
―
三
条
（
国
内
運
送
）
な
ど
）、
海
上
運
送
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
訴
権
（
運
送
法

五
四
二
一
―
六
条
）、
商
事
賃
貸
借
に
し
た
が
っ
て
行
使
さ
れ
う
る
訴
権
（
フ
商
一
四
五
―
六
〇
条
）、
消
費
者
信
用
か
ら
利
益
を
受
け

る
借
主
の
過
失
か
ら
生
じ
た
係
争
の
た
め
の
訴
権
（
消
費
者
法
典
三
一
一
―
三
七
条
（
中
断
も
停
止
も
認
め
ら
れ
な
い
））、
更
に
は
、

労
働
契
約
の
履
行
ま
た
は
解
消
に
関
す
る
訴
権
（
労
働
法
典
一
四
七
一
―
一
条
（
二
〇
一
三
年
六
月
一
四
日
の
法
律
に
よ
る
））
な
ど

で
あ
る
。
ま
た
一
年
の
時
効
に
服
す
る
の
は
、
家
族
の
居
住
を
確
保
す
る
権
利
の
配
偶
者
に
よ
る
処
分
行
為
の
無
効
訴
権
（
フ
民
二
一

五
条
三
号
）、
無
償
原
因
に
基
づ
く
贈
与
の
取
消
訴
権
（
フ
民
九
五
七
条
）、
共
同
海
損
に
よ
る
訴
権
（
商
法
典
一
三
三
―
六
条
（
陸
上

運
送
）
な
ど
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
獲
物
に
よ
り
収
穫
に
生
じ
た
損
害
賠
償
訴
権
（
農
事
法
二
六
―
七
条
）
な
ど
は
六
カ
月
で
、
名

誉
棄
損
ま
た
は
報
道
に
よ
る
加
害
に
よ
り
生
じ
た
損
害
回
復
訴
権
は
三
カ
月
で
（
一
八
八
一
年
七
月
二
九
日
法
八
五
条
）、
ま
た
組
合
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の
通
常
総
会
の
決
議
が
な
い
ま
た
は
そ
れ
に
反
す
る
旨
の
組
合
員
に
よ
る
異
議
（
一
九
六
五
年
七
月
一
〇
日
法
四
二
条
）
は
二
カ
月
の

時
効
に
服
（
４３
）

す
る
。

短
期
時
効
に
つ
い
て
は
緩
和
原
則
が
登
場
し
た
。
二
〇
〇
一
年
一
一
月
二
七
日
破
棄
院
商
事
部
判
決
は
、
船
舶
の
建
造
者
に
対
す
る

一
年
の
隠
れ
た
瑕
疵
の
担
保
訴
権
に
つ
い
て
、
こ
の
一
年
の
期
間
が
一
〇
年
の
消
滅
時
効
期
間
の
範
囲
内
で
な
け
れ
ば
有
効
に
援
用
さ

れ
え
な
い
と
し
た
（
二
重
（
４４
）

期
間
）。
二
〇
〇
六
年
一
月
二
四
日
の
民
事
第
一
部
判
決
は
、
こ
れ
に
反
対
し
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
な
い
と

こ
の
場
合
行
為
後
三
七
年
経
っ
て
露
見
し
た
悪
意
を
制
裁
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
で
、
一
九
六
一
年
に
起
こ
っ

た
行
為
の
悪
意
に
よ
る
無
効
訴
権
を
一
九
九
八
年
に
時
効
に
か
け
な
い
と
判
旨
（
４５
）

し
た
。

起
草
者
は
、
特
別
の
前
提
に
お
い
て
す
で
に
二
重
期
間
を
定
め
た
。
配
偶
者
の
一
方
に
よ
り
申
し
込
ま
れ
た
、
家
族
の
居
住
に
関
す

る
処
分
行
為
の
無
効
（
フ
民
二
一
五
条
三
文
）
ま
た
は
夫
婦
共
有
財
産
に
関
す
る
、
フ
民
一
四
二
四
条
の
定
め
る
行
為
の
無
効
（
フ
民

一
四
二
七
条
）、
遺
留
分
侵
害
に
よ
る
減
額
訴
権
（
フ
民
九
二
一
条
二
号
（
二
〇
〇
六
年
））
ま
た
は
瑕
疵
あ
る
製
品
に
対
す
る
責
任
訴

権
（
フ
民
一
三
八
六
―
一
六
条
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

二
〇
〇
七
年
八
月
の
原
案
で
は
、
一
般
的
に
上
限
期
間
を
定
め
る
こ
と
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
個
別
の
規
定
を
置
け
ば
足
り
る
と
さ

れ
て
（
４６
）

い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、PECL

一
四：

三
〇
七
条
、PICC

一
〇・

二・

二
条
に
倣
っ
て
起
算
点

を
柔
軟
化
す
る
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
緩
和
す
る
た
め
に
二
重
期
間
を
原
則
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
定
（
４７
）

め
た
。
二
二
三
二
条
に
よ
れ
ば
、

「
時
効
の
起
算
点
の
延
期
、
停
止
ま
た
は
中
断
は
、
時
効
期
間
を
権
利
の
発
生
の
日
か
ら
二
〇
年
を
超
え
て
消
滅
時
効
期
間
を
も
た
ら

す
効
果
を
有
し
得
な
い
。」
し
か
し
、
本
条
の
第
二
文
に
よ
れ
ば
、「
二
二
二
六
条
、
二
二
二
七
条
、
二
二
三
三
条
お
よ
び
二
二
三
六
条

（
身
体
損
害
の
賠
償
、
所
有
権
、
条
件
ま
た
は
期
限
付
き
債
権
、
追
奪
担
保
訴
権
、
配
偶
者
間
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
債
権
）、
二

二
四
一
条
第
一
文
（
裁
判
上
の
請
求
に
よ
る
中
断
）
お
よ
び
二
二
四
四
条
（
保
存
措
置
ま
た
は
執
行
行
為
に
よ
る
中
断
）
に
言
及
さ
れ

（
四
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た
場
合
や
人
の
身
分
に
関
す
る
訴
権
に
は
も
は
や
適
用
さ
れ
え
（
４８
）

な
い
」。
こ
の
二
文
の
規
定
は
、
遅
発
性
の
人
身
損
害
な
ど
の
場
合
に

上
限
期
間
の
定
め
を
置
く
こ
と
に
よ
り
不
都
合
が
生
ず
る
の
を
除
去
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
（
４９
）

あ
る
。

（
ニ
）
時
効
の
起
算
点
と
期
間
の
計
算

人
的
訴
権
ま
た
は
動
産
に
関
す
る
訴
権
（
二
二
二
四
条
）
は
、
権
利
者
が
彼
に
行
使
を
許
容
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
り
う
べ
か

り
し
日
か
ら
五
年
、
不
動
産
物
権
に
関
す
る
訴
権
（
二
二
二
七
条
）
は
そ
の
と
き
か
ら
三
〇
年
で
時
効
に
か
か
る
。
例
外
的
に
婚
姻
無

効
訴
権
（
フ
民
一
八
一
条
、
一
八
四
条
、
一
九
一
条
）
や
環
境
損
害
の
賠
償
訴
権
（
環
境
法
典
一
五
二
―
一
条
）
は
、
訴
え
の
一
般
的

な
事
実
を
知
っ
た
と
き
が
起
算
点
と
な
る
。
主
観
的
な
起
算
点
を
定
め
た
こ
と
の
立
法
趣
旨
は
、PICC

一
〇・

二
条
や
ド
イ
ツ
民
法

の
規
定
、
同
旨
の
破
棄
院
判
決
な
ど
に
求
め
ら
れ
て
（
５０
）

い
る
。
身
体
損
害
の
賠
償
訴
権
の
期
間
は
、
直
接
損
害
に
つ
い
て
も
、
間
接
損
害

に
つ
い
て
も
、
当
初
の
ま
た
は
悪
化
し
た
損
害
が
確
定
し
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
（
フ
民
二
二

（

５１）

二
六
条
）。

損
害
賠
償
請
求
権
の
場
合
は
、
損
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
に
時
効
が
進
行
を
開
始
し
、
そ
れ
以
前
の
過
失
行
為
時
で
は
な
い
。
例

え
ば
、
一
九
六
六
年
に
加
害
行
為
が
な
さ
れ
、
一
九
八
五
年
に
な
っ
て
始
め
て
損
害
が
生
じ
た
と
き
は
、
起
算
点
は
被
害
者
が
こ
れ
を

知
っ
た
と
き
で
あ
る
。
継
続
的
損
害
の
場
合
は
、
最
初
に
損
害
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
で
（
５２
）

あ
る
。
身
体
的
損
害
の
場
合
は
、
既
述
の

よ
う
に
そ
れ
が
確
定
し
た
と
き
で
あ
る
。
後
で
損
害
が
拡
大
し
た
と
き
は
、
新
し
い
時
効
が
進
行
を
開
始
（
５３
）

す
る
。
無
効
訴
権
は
、
権
利

者
が
そ
の
行
為
ま
た
は
瑕
疵
の
存
在
を
知
っ
た
と
き
（
５４
）

か
ら
、
契
約
の
解
除
訴
権
ま
た
は
契
約
上
の
責
任
追
求
訴
権
は
、
契
約
上
の
瑕
疵

が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
（
５５
）

か
ら
、
売
買
の
取
消
に
よ
る
貸
付
無
効
訴
権
は
売
買
取
消
時
（
５６
）

か
ら
、
求
償
訴
権
は
、
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い

る
主
た
る
訴
権
の
日
（
５７
）

か
ら
、
保
険
会
社
に
対
す
る
保
険
金
請
求
権
は
、
被
保
険
者
が
被
害
者
に
支
払
い
ま
た
は
被
害
者
に
保
険
金
額
が

割
り
当
て
ら
れ
た
時
（
５８
）

か
ら
、
夫
婦
財
産
制
の
清
算
金
訴
権
は
、
そ
れ
に
遡
及
効
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
離
婚
判
決
の
日
（
５９
）

か
ら
、
相
続
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債
務
に
関
す
る
訴
権
は
、
遺
産
分
割
時
（
６０
）

か
ら
、
各
々
時
効
が
進
行
を
開
始
（
６１
）

す
る
。

停
止
条
件
付
き
債
務
は
、
条
件
が
成
就
す
る
日
ま
で
時
効
は
進
行
を
開
始
し
な
い
（
二
二
三
三
条
一
文
）。
そ
の
と
き
ま
で
強
制
執

行
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
解
除
条
件
付
き
債
務
は
、
直
ち
に
強
制
執
行
を
な
し
う
る
た
め
に
、
時
効
の
進
行
を
妨
げ
な
い
。
期
限

付
き
債
務
も
ま
た
、
同
じ
理
由
で
期
限
到
来
ま
で
は
時
効
に
か
か
ら
な
い
（
二
二
三
三
条
三
文
）。
司
法
上
当
事
者
を
代
理
し
ま
た
は

補
助
す
る
者
の
責
任
に
関
す
る
訴
権
は
、
そ
の
任
務
の
終
了
ま
で
時
効
は
開
始
し
な
い
（
二
二
二
五
条
）。

こ
れ
ま
で
幾
度
も
法
律
上
で
あ
ろ
う
と
、
合
意
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
は
た
ま
た
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
何
ら

か
の
妨
害
に
よ
り
訴
え
る
こ
と
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
況
に
陥
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
時
効
は
進
行
し
な
い
と
判
決
さ
れ
て
（
６２
）

き
た
。

こ
の
よ
う
な
解
決
は
、
債
権
者
が
そ
の
権
利
を
正
当
に
知
ら
な
い
（
６３
）

場
合
、
債
務
者
が
強
制
執
行
の
猶
予
を
得
た
（
６４
）

場
合
、
当
事
者
間
の
合

意
に
よ
り
す
べ
て
の
訴
訟
手
続
の
前
に
和
解
を
試
み
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
６５
）

場
合
お
よ
び
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
単
に
倫
理

上
不
可
能
な
場
合
で
（
６６
）

す
ら
認
め
ら
れ
る
。
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、
こ
の
ル
ー
ル
を
規
定
し
た
（
二
二
三
四
条
）。
こ
の

ル
ー
ル
は
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
要
件
に
依
拠
し
て
（
６７
）

い
る
。

二
二
二
四
条
は
「
権
利
者
が
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
知
り
う
べ
き
日
」
と
い
う
主
観
的
要
素
を
付
加

す
る
。
そ
の
結
果
、
権
利
者
が
訴
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
を
知
り
ま
た
知
り
う
べ
き
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
要
件
は
時
効
期
間
を

短
く
す
る
代
わ
り
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
債
務
者
に
と
っ
て
は
訴
え
を
提
起
し
う
る
時
期
を
不
確
実
な
も
の
に
し
、
紛
争

と
不
安
定
を
も
た
ら
す
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
滑
り
や
す
い
（glis

（
６８
）

sant

））。

期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
二
二
二
八
条
と
二
二
二
九
条
が
「
時
効
は
時
で
は
な
く
日
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
、」「
そ
れ
は
最
終
の

日
が
終
了
し
た
と
き
に
完
成
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
。
最
初
の
法
文
か
ら
は
期
間
が
一
日
全
部
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
こ
と
が
導
か
れ

る
。
そ
れ
は
開
始
し
た
日
は
計
算
に
入
れ
ら
れ
ず
、
翌
日
午
前
零
時
か
ら
起
算
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
の
法
文
は
、
期
間
の

（
五
〇
）
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期
日
た
る
日
の
二
四
時
間
が
終
了
し
な
け
れ
ば
時
効
は
完
成
し
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
例
え
ば
三
年
間
が
一
二
月
二
六
日
か
ら
始

ま
っ
た
と
き
は
、
三
年
後
の
一
二
月
二
六
日
が
終
了
し
た
と
き
に
満
了
（
６９
）

す
る
。

（
ホ
）
停
止
と
中
断

（
ａ
）
停
止

停
止
は
、
時
効
期
間
の
計
算
を
一
時
的
に
止
め
、
ま
た
は
開
始
時
期
を
異
な
ら
せ
る
効
果
を
有
す
る
。
前
者
の
場
合
停
止
を
基
礎
づ

け
る
事
由
が
消
滅
し
た
と
き
に
進
行
は
再
開
す
る
。
そ
れ
は
す
で
に
経
過
し
た
期
間
の
効
力
を
失
わ
せ
る
こ
と
な
し
に
進
行
を
一
時
的

に
止
め
る
（
二
二
三
〇
条
）。
停
止
事
由
は
、
債
権
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
訴
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
生
じ
る
。
旧
二
二

五
一
条
は
、「
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
例
外
の
場
合
を
除
い
て
、
時
効
は
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
進
行
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
限
定
解
釈
の
立
場
を
と
ら
な
い
で
、「
時
効
は
、
法
、
合
意
ま
た
は
不
可

抗
力
に
よ
る
障
害
の
結
果
と
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
に
対
し
て
進
行
せ
ず
、
ま
た
は
停
止
す
る
」
と
規
定
し
た
（
二

二
三
四
条
）。
他
方
に
お
い
て
法
律
行
為
の
当
事
者
は
、
時
効
の
停
止
に
関
す
る
合
意
の
原
因
に
つ
い
て
取
り
決
め
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
（
フ
民
二
二
五
四
条
二
項
）。

フ
民
二
二
三
四
条
が
停
止
の
一
般
的
原
因
を
規
定
す
る
が
、
特
別
の
原
因
も
あ
る：

定
期
金
支
払
債
務
を
（
７０
）

除
く
、
行
為
無
能
力
者
、

親
権
に
服
す
る
未
成
年
者
ま
た
は
後
見
人
の
付
さ
れ
た
成
年
者
に
対
す
る
債
務
（
二
二
三
五
条
）、
配
偶
（
７１
）

者
間
お
よ
び
連
帯
合
意
に
よ

り
結
び
つ
い
た
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
債
務
（
二
二
三
六
条
）、
相
続
財
産
に
対
す
る
そ
の
債
権
の
た
め
に
純
粋
な
財
産
の
限
度
で
の
支
払

を
承
諾
し
た
相
続
人
に
対
す
る
債
務
（
二
二
三
七
条
）、
調
停
ま
た
は
和
解
時
に
再
開
す
る
こ
と
を
合
意
し
た
当
事
者
に
対
す
る
債
務

（
二
二
三
八
条
（
停
止
の
終
了
後
の
残
存
期
間
は
六
カ
月
を
超
え
え
（
７２
）

な
い
））、
裁
判
官
が
総
て
の
手
続
の
前
に
証
拠
調
べ
の
要
求
を
認
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め
た
場
合
（
二
二
三
九
条
（
停
止
終
了
後
の
残
存
期
間
は
六
カ
月
を
超
え
え
な
い
）、
フ
民
訴
一
四
五
条
参
照
）
が
こ
れ
で
あ
る
。
フ

民
二
二
三
七
条
と
フ
民
二
二
三
八
条
は
、
二
〇
〇
八
年
の
改
正
で
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
、
債
権
者
が
権
利
を

行
使
す
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
な
し
に
権
利
を
失
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
戦
時
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
た
混
乱
状
態
の
場
合
に
時
効
は

停
止
さ
（
７３
）

れ
る
。
二
二
三
八
条
の
規
定
は
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
促
進
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
八
月
の
原
案
や
マ
ロ
リ
ー

草
案
で
は
当
事
者
が
誠
実
に
交
渉
し
て
い
る
間
時
効
が
停
止
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
何
が
誠
実
な
交
渉
と
い
え
る
の
か
、

そ
れ
が
い
つ
始
ま
り
、
い
つ
終
わ
っ
た
と
い
え
る
の
か
の
判
定
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
し
、
そ
の
こ
と
自
体
が
訴
訟
の
原
因
に
な
ら

な
い
と
も
限
ら
な
い
た
め
、
新
法
で
は
適
用
範
囲
を
限
定
し
、
書
面
が
残
さ
れ
、
そ
う
で
な
く
て
も
話
し
合
い
の
有
無
な
ら
び
に
そ
の

時
期
に
関
し
て
客
観
的
に
認
定
で
き
る
調
停
や
斡
旋
の
場
合
に
時
効
が
停
止
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
あ
た
ら
な
い
場
合
は
、

当
事
者
が
交
渉
に
よ
っ
て
時
効
が
停
止
す
る
こ
と
を
合
意
す
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
て
（
７４
）

い
る
。

（
ｂ
）
中
断

中
断
は
、
停
止
と
は
異
な
り
、
時
効
の
進
行
を
完
全
に
妨
げ
、
す
で
に
経
過
し
た
期
間
は
そ
の
効
力
を
奪
わ
れ
る
。「
中
断
は
す
で

に
経
過
し
た
時
効
期
間
を
無
効
に
す
る
。
そ
れ
は
当
初
の
期
間
と
同
じ
期
間
の
経
過
を
必
要
と
す
る
（
二
二
三
一
条
）。」
停
止
事
由
は
、

訴
え
を
起
こ
す
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
ま
た
は
そ
う
と
推
定
さ
れ
る
債
権
者
そ
の
人
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
中
断
は
、
債
務
者
が
債

権
者
の
権
利
を
承
認
す
る
場
合
で
あ
る
と
、
債
権
者
が
追
及
行
為
を
実
行
し
た
場
合
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
債
権
者
の
権
利
の
意
図
的

な
表
明
の
場
合
で
あ
る
。
二
二
四
〇
条
は
、「
時
効
に
か
か
る
権
利
者
の
権
利
の
債
務
者
に
よ
る
承
認
は
、
時
効
期
間
を
中
断
す
る
。」

改
正
前
の
従
来
の
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
単
に
債
務
の
一
部
で
あ
ろ
（
７５
）

う
と
、
債
務
の
承
認
に
よ
り
債
務
（
７６
）

者
は
、
時
効
の
援
用
を

放
棄
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
承
認
は
ど
の
よ
う
な
方
式
に
よ
る
か
を
問
わ
な
い
。
黙
示
の
場
合
も
あ
り
（
７７
）

う
る
。
内
金
の
支
払
や
利
息
の

（
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支
払
、
相
殺
の
抗
弁
、
猶
予
期
間
の
要
求
も
中
断
と
な
り
（
７８
）

う
る
。
債
務
者
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
る
そ
の
権
利
の
行
使
も
時
効
中
断
行

為
で
あ
る
。
改
正
後
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
立
場
が
維
持
さ
れ
る
と
さ
れ
て
（
７９
）

い
る
。
二
二
四
一
条
は
、「
裁
判
上
の
請
求
は
、
急
速

審
理
手
続
で
あ
っ
て
も
、
権
利
喪
失
期
間
と
同
様
に
消
滅
時
効
期
間
を
中
断
す
る
」
と
規
定
す
る
。
同
条
は
次
い
で
、「
そ
れ
が
管
轄

権
を
有
し
な
い
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
、
ま
た
は
裁
判
所
へ
の
提
訴
行
為
が
手
続
上
の
瑕
疵
の
結
果
と
し
て
無
効
で
あ
る
場
合
も
同
様
で

あ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、「
請
求
者
が
請
求
を
取
り
（
８０
）

下
げ
ま
た
は
訴
訟
を
終
了
さ
せ
、
ま
た
は
請
求
が
最
終
的
に
棄
却
さ
れ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
二
二
四
三
条
）。」
中
断
効
は
、
裁
判
援
助
（aide

juridictionnelle

）
の
請
求
の
場
合
も
認
め
ら
（
８１
）

れ
る
。

裁
判
上
の
呼
び
出
し
は
、
権
利
の
識
別
が
で
き
る
場
合
は
中
断
効
が
あ
る
が
、
通
例
単
な
る
執
行
令
状
に
よ
る
請
求
で
は
不
十
分
で
あ

る
。
二
二
四
四
条
は
、
時
効
期
間
ま
た
は
権
利
喪
失
期
間
は
強
制
執
行
に
よ
っ
て
も
中
断
す
る
と
規
定
す
る
。
差
押
え
の
前
提
と
な
る

支
払
命
令
書
の
交
付
も
同
じ
効
力
を
有
す
る
。
債
務
が
執
行
可
能
で
な
い
場
合
を
除
き
、
保
全
の
た
め
の
差
押
も
同
様
で
（
８２
）

あ
る
。
二
〇

〇
八
年
の
改
正
に
よ
り
当
事
者
は
原
則
的
に
法
定
の
中
断
原
因
に
加
え
て
、
合
意
に
よ
る
中
断
原
因
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
（
フ
民
二
二
五
四
条
二
項
）。

裁
判
上
の
請
求
は
、
ド
イ
ツ
の
新
法
で
停
止
事
由
と
さ
れ
た
が
、
マ
ロ
リ
ー
草
案
や
二
〇
〇
七
年
八
月
の
原
案
で
も
、
こ
の
立
場
が

採
用
さ
れ
て
い
た
（
原
案
で
は
裁
判
上
の
呼
出
し
も
同
様
）。
し
か
し
、
新
法
で
は
従
来
の
ル
ー
ル
の
継
承
が
図
ら
れ
た
。
そ
の
理
由

は
、
①
停
止
で
は
裁
判
上
の
請
求
ま
で
に
経
過
し
た
時
効
期
間
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
非
常
に
面
倒
な
こ
と
、
②

裁
判
上
の
請
求
が
時
効
完
成
直
前
に
な
さ
れ
た
場
合
、
判
決
確
定
後
債
権
者
は
直
ち
に
執
行
に
移
る
必
要
が
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
期
間

で
十
分
で
あ
る
か
は
疑
問
な
こ
と
、
③
こ
れ
ま
で
の
法
律
家
の
習
慣
を
急
変
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
（
８３
）

い
る
。
し
か
し
、

原
告
が
勝
訴
判
決
を
受
け
る
と
そ
れ
が
新
た
な
権
限
と
な
っ
て
一
〇
年
の
新
た
な
時
効
が
進
行
す
る
と
の
立
場
を
と
れ
ば
（
マ
ロ
リ
ー

草
案
二
二
六
七
条
）、
こ
の
よ
う
な
危
惧
は
あ
た
ら
な
い
。
今
回
の
法
改
正
に
よ
り
民
事
執
行
法
が
改
正
さ
れ
、
執
行
力
あ
る
判
決
等
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に
よ
る
債
務
名
義
は
、
一
〇
年
間
執
行
で
き
る
と
い
う
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
民
事
執
行
法
三
―
一
条
）
こ
と
か
ら
す
る
と
、
フ

ラ
ン
ス
で
は
ド
イ
ツ
法
的
な
構
成
を
採
用
し
な
い
で
伝
統
的
な
構
成
に
よ
る
こ
と
が
簡
明
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て

（
８４
）

い
る
。

時
効
中
断
の
通
常
の
効
果
は
、
す
で
に
経
過
し
た
期
間
を
無
効
に
す
る
こ
と
で
あ
る
（
二
二
三
一
条
）。
こ
の
場
合
時
効
期
間
は
、

中
断
時
か
ら
（
承
認
の
場
合
）
ま
た
は
訴
訟
手
続
終
了
時
か
ら
（
裁
判
所
へ
の
召
喚
ま
た
は
差
押
え
の
場
合
）
新
た
に
進
行
を
開
始
す

る
。
二
〇
〇
八
年
の
改
正
前
は
旧
二
二
七
一
条
〜
旧
二
二
七
三
条
の
債
務
（
短
期
時
効
に
か
か
る
債
務
）
に
つ
き
、「
決
算
書
、
借
用

証
、
債
務
証
書
ま
た
は
失
効
し
て
い
な
い
裁
判
上
の
呼
び
出
し
」
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
時
効
は
中
断
し
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
一
つ
が
実
現
す
る
と
三
〇
年
の
時
効
期
間
が
開
始
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
時
効
の
変
容
で
あ
り
、
更
改
の

一
種
と
解
さ
れ
た
。
現
在
で
は
執
行
名
義
の
あ
る
債
務
は
原
則
と
し
て
一
〇
年
間
し
か
行
使
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
執
行
に
関
す

る
民
訴
法
典
一
一
一
―
（
８５
）

四
条
）。

新
規
定
は
、
旧
規
定
と
同
様
に
時
効
中
断
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
に
つ
い
て
も
規
定
す
る
。
連
帯
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
中
断

は
、
他
の
連
帯
債
務
者
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
る
。
こ
の
効
果
は
連
帯
債
務
者
の
相
続
人
に
対
し
て
も
生
じ
る（
二
二
四
五
条
一
項
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
債
務
者
の
相
続
人
の
一
人
に
対
す
る
中
断
は
、
他
の
相
続
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
。
ま
た
、
債
務
が
不

可
分
で
あ
る
と
き
を
除
き
、
他
の
共
同
債
務
者
に
対
し
て
そ
の
相
続
人
の
持
分
に
つ
い
て
以
外
は
効
力
を
生
じ
な
い
（
二
二
四
五
条
二

項
）。
す
べ
て
の
相
続
人
か
つ
他
の
共
同
債
務
者
に
対
し
て
時
効
を
中
断
す
る
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
相
続
人
に
対
し
て
請
求
さ
れ
ま

た
は
す
べ
て
の
者
が
債
権
者
の
権
利
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
二
四
五
条
三
項
）。
主
債
務
者
に
対
す
る
時
効
の
中
断
は
、

保
証
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
る
（
二
二
四
六
条
）。
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（
ヘ
）
合
意
に
よ
る
修
正

か
つ
て
は
制
限
的
な
定
式
化
の
も
と
で
完
成
し
た
消
滅
時
効
を
放
棄
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
あ
ら
か
じ
め
の
放
棄
は

禁
止
さ
れ
て
い
た
（
旧
二
二
二
〇
条
）。
時
効
期
間
の
合
意
に
よ
る
修
正
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
は
任
意
に
期
間
を
短
縮
し
う
る
が
、

そ
れ
を
延
期
す
る
こ
と
は
、
時
効
利
益
の
部
分
的
な
放
棄
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
で
き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
八
年
六
月
一

七
日
の
法
律
は
、
時
効
の
放
棄
お
よ
び
時
効
期
間
の
合
意
に
よ
る
修
正
に
つ
い
て
新
規
定
を
置
い
た
。
二
二
五
〇
条
は
、「
完
成
し
た

時
効
の
み
放
棄
さ
れ
う
る
」
と
規
定
す
る
。
あ
ら
か
じ
め
の
放
棄
の
無
効
は
、
時
効
が
訴
訟
手
続
の
遅
滞
を
回
避
す
る
目
的
を
有
す
る

こ
と
に
基
づ
く
。
ま
た
あ
ら
か
じ
め
の
放
棄
を
有
効
と
す
る
と
、
法
律
の
規
定
を
無
意
味
な
も
の
に
す
る
危
険
を
生
じ
る
。
二
二
五
一

条
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
確
定
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
明
示
ま
た
は
黙
示
た
り
う
る
。「
黙
示
の
放
棄
は
、
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う

意
思
を
曖
昧
で
あ
る
こ
と
な
し
に
確
定
す
る
状
況
か
ら
生
じ
る
。」
放
棄
者
は
少
な
く
と
も
そ
の
権
利
を
処
分
す
る
権
限
を
有
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
二
五
二
条
）。
二
二
四
九
条
に
よ
れ
ば
、「
債
務
の
消
滅
の
た
め
に
実
現
さ
れ
た
支
払
は
、
時
効
期
間
が
満
了

し
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
返
還
請
求
さ
れ
え
な
い
。」
新
二
二
五
三
条
に
よ
れ
ば
、「
債
権
者
ま
た
は
時
効
の
完
成
に
利
益
を
有
す
る
す

べ
て
の
他
の
者
は
、
債
務
者
が
時
効
の
利
益
を
放
棄
し
た
場
合
で
す
ら
そ
れ
を
対
抗
ま
た
は
援
用
し
（
８６
）

う
る
」。

既
述
の
よ
う
に
特
別
の
規
定
が
な
い
場
合
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
改
正
前
当
事
者
は
時
効
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
過
度
に
短
く
て
債
権
者
が
訴
え
る
現
実
の
可
能
性
が
な
い
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
と
さ
れ
た
。
期
間
の
延

長
は
、
旧
二
二
二
〇
条
（
時
効
完
成
前
の
時
効
の
放
棄
の
禁
止
）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
前
の
ル
ー
ル
は
、
か

つ
て
は
普
通
時
効
期
間
が
三
〇
年
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
導
か
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
普
通
時
効
期
間
を
五
年
に
短
縮
し
た
二
〇

〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、「
時
効
期
間
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
短
縮
ま
た
は
延
長
さ
れ
う
る
」
と
規
定
し
た
（
二
二
五
四
条

一
文
）。
し
た
が
っ
て
当
事
者
は
、
単
な
る
付
遅
滞
の
手
紙
で
十
分
な
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
（
８７
）

う
る
。「
し
か
し
、
そ
れ
は
一
年
未
満
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に
短
縮
さ
れ
た
り
、
一
〇
年
を
超
え
て
延
長
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
次
に
、
従
来
の
判
例
は
、
当
事
者
が
停
止
事
由
に
つ
き
合
意
す

る
こ
と
を
許
容
し
、
間
接
的
な
形
で
時
効
期
間
の
延
長
合
意
の
有
効
性
を
認
め
て
い
（
８８
）

た
が
、
新
法
で
は
当
事
者
間
の
合
意
の
自
由
を
停

止
事
由
、
中
断
事
由
に
つ
い
て
も
拡
大
し
、「
当
事
者
は
さ
ら
に
合
意
に
よ
り
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
時
効
の
停
止
ま
た
は
中
断
の
原

因
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
た
（
二
二
五
四
条
二
文
）。
し
か
し
、
合
意
に
よ
る
中
断
、
停
止
事
由
の
付
加
に
よ
っ

て
二
〇
年
の
上
限
期
間
の
制
限
（
二
二
三
二
条
）
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

期
間
の
合
意
に
よ
る
修
正
は
、
停
止
ま
た
は
中
断
事
由
の
付
加
と
同
様
、
一
定
の
場
合
に
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
る
。
二
二
五
四
条
三

文
は
、
一
、
二
文
が
「
賃
金
、
年
金
、
扶
養
料
、
賃
料
、
小
作
料
、
借
家
人
の
負
担
、
貸
付
金
の
利
子
の
支
払
ま
た
は
反
復
支
払
の
訴

権
、
お
よ
び
も
っ
と
一
般
的
に
年
ま
た
は
も
っ
と
短
い
期
間
に
支
払
わ
れ
う
る
支
払
訴
権
に
は
」
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
す
る
。
こ
れ

は
五
年
の
時
効
に
訴
権
を
服
さ
せ
た
旧
二
二
七
七
条
を
採
録
し
た
規
定
で
あ
る
。
こ
の
三
文
は
も
と
も
と
原
案
に
は
な
か
っ
た
が
、
弱

者
の
犠
牲
の
も
と
に
時
効
期
間
を
延
長
ま
た
は
短
縮
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
付
加
さ
（
８９
）

れ
た
。
消
費
者
契
約
や
保

険
契
約
で
は
こ
れ
ま
で
も
合
意
の
自
由
が
弱
者
の
不
利
益
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
期
間
の
短
縮
に
関
す
る
合
意
を
禁

ず
る
規
定
が
置
か
れ
て
き
た
が
、
新
法
は
さ
ら
に
そ
の
立
場
を
推
し
進
め
て
、
民
法
以
外
の
法
典
に
も
改
正
の
手
を
及
ぼ
し
た
。
労
働

法
典
一
一
三
四
―
五
条
及
び
一
九
八
三
年
七
月
一
三
日
法
七bis

条
（
い
ず
れ
も
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
改
訂
）
も
同
様
に
、
労
働

者
で
あ
る
と
公
務
員
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
差
別
に
よ
る
損
害
の
填
補
訴
権
の
五
年
の
時
効
の
合
意
に
よ
る
修
正
を
禁
止
す
る
。
消
費

者
法
典
一
三
七
―
一
条
も
同
様
に
、
専
門
家
と
消
費
者
間
の
契
約
に
お
け
る
時
効
期
間
の
修
正
お
よ
び
停
止
ま
た
は
中
断
原
因
の
付
加

を
禁
ず
る
。
保
険
法
典
一
一
四
―
三
条
も
、
共
通
の
合
意
に
よ
る
場
合
で
あ
れ
、
保
険
契
約
当
事
者
に
時
効
期
間
の
修
正
お
よ
び
停
止

ま
た
は
中
断
原
因
の
付
加
を
禁
（
９０
）

じ
る
。
無
効
訴
権
も
法
定
の
期
間
を
当
事
者
が
自
由
に
変
更
す
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

身
体
損
害
の
賠
償
訴
権
も
合
意
で
変
更
す
る
こ
と
は
公
序
に
触
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
う
る
。
そ
の
他
会
社
法
に
お
い
て
責
任

（
五
六
）
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の
特
別
の
期
間
を
定
め
る
条
項
も
ま
た
公
序
良
俗
に
反
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る（
商
二
二
三
―
二
三
条
、
二
二
五
―
二
五
四
条
）。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
民
二
二
五
四
条
の
適
用
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど
広
い
も
の
で
は
な
い
と
い
え
（
９１
）

よ
う
。

（
ト
）
消
滅
時
効
の
効
果

消
滅
時
効
は
、
時
効
に
か
か
っ
た
債
務
を
消
滅
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
有
す
る
。
債
権
者
は
、
も
は
や
債
務
者
に
そ
の
債
務
の
履
行

を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
時
効
は
援
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
権
利
行
使
期
間
が
除
斥
期
間
と
さ
れ
て
い
る
か
（
消

費
法
典
三
一
一
―
三
七
条
な
ど
）、
ま
た
は
時
効
期
間
と
さ
れ
て
い
て
も
法
律
の
明
文
で
裁
判
官
が
職
権
で
斟
酌
し
う
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
場
合
（
社
会
保
障
法
典
一
四
二
―
九
条
）
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

時
効
が
単
に
債
務
の
履
行
の
た
め
の
訴
権
を
消
滅
さ
せ
る
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
債
務
そ
の
も
の
を
消
滅
さ
せ
る
の
か
が
問
題
に

な
る
。
時
効
援
用
に
つ
き
、
二
二
四
七
条
は
、「
裁
判
官
は
、
時
効
か
ら
生
じ
る
手
段
を
当
然
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
規
定

（
９２
）

す
る
。
こ
れ
は
債
務
者
の
時
効
の
放
棄
と
調
和
し
て
い
る
。
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
の
は
訴
権
で
あ
り
、
債
務
で
は
な
い
と
す
る
立
場

は
、
訴
訟
法
説
と
い
わ
れ
、
時
効
は
債
権
者
か
ら
債
務
者
を
訴
求
す
る
権
利
を
奪
う
訴
訟
上
の
手
段
だ
と
す
る
。
時
効
に
よ
り
債
務
が

消
滅
す
る
と
す
る
立
場
は
、
実
体
法
説
と
い
わ
れ
る
。
起
草
者
は
立
場
を
明
ら
か
に
し
な
か
（
９３
）

っ
た
。
そ
の
論
拠
は
、
学
説
上
の
議
論
に

関
わ
る
こ
と
は
立
法
の
任
務
に
属
さ
な
い
こ
と
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
実
務
上
の
困
難
は
生
じ
な
い
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
（
９４
）

い
る
。
フ
ラ

ン
ス
民
法
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
改
定
に
お
い
て
も
、
権
利
の
消
滅
と
い
う
語
（
一
二
三
四
条
、
二
二
一
九
条
、
二
二
二
一

条
）
と
訴
権
の
消
滅
と
い
う
語
（
二
二
二
四
条
、
二
二
二
五
条
、
二
二
二
七
条
）
の
双
方
を
用
い
て
（
９５
）

い
る
。
判
例
、
学
説
も
、
両
立
場

の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
債
権
者
が
執
行
名
義
を
保
持
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
既
に
訴
権
を
行
使
し
、
執
行
さ
れ
て
い
な

い
判
決
を
保
持
す
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
訴
権
を
必
要
と
し
な
い
債
務
が
時
効
に
か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
訴
権
消
滅
説
が
導
か
れ
る
の
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だ
か
ら
、
訴
権
消
滅
説
を
と
る
べ
き
で
は
な
く
、
債
務
消
滅
説
に
よ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
多
数
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
債
務
消
滅
説

に
従
う
場
合
で
も
、
時
効
の
利
益
を
受
け
る
た
め
に
は
そ
の
援
用
が
必
要
で
あ
（
９６
）

る
し
、
債
務
消
滅
を
知
ら
な
い
で
弁
済
し
た
者
は
そ
の

返
還
を
請
求
で
き
な
い
（
二
二

（

９７）

四
九
条
）。
こ
の
規
定
は
、
時
効
に
か
か
っ
た
債
務
の
弁
済
は
、
そ
れ
が
圧
力
に
よ
る
も
の
で
な
い
限

り
、
返
還
す
る
理
由
は
な
い
と
す
る
従
来
の
（
９８
）

判
例
や
実
務
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
債
務
者
は
時
効
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
は
債
権
者
の
権
利
が
あ
る
意
味
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
現
行
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
完
成
し
た
時
効
の
債
務
者
に
よ
る
放
棄
は
有
効
で
あ
る
（
フ
民
二
二

（

９９）

五
〇
条
）。
こ
の

放
棄
は
明
示
ま
た
は
黙
示
で
な
さ
れ
う
る
が
（
フ
民
二
二
五
一
条
一
項
）、
黙
示
で
と
は
、
時
効
を
援
用
し
な
い
と
い
う
意
思
を
明
確

に
確
証
す
る
状
況
か
ら
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
二
項
）。
近
時
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
放
棄
に
よ
り
新
し
い
時
効
期
間
は
開
始
し

（
１００
）

な
い
。
ま
た
制
限
行
為
能
力
者
保
護
の
た
め
に
、
自
ら
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、
単
独
で
完
成
し
た
時
効
を
放

棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
フ
民
二
二
五
二
条
）。

さ
ら
に
訴
権
が
時
効
消
滅
し
た
場
合
、
少
な
く
と
も
近
時
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
執
行
が
開
始
し
て
い
な
い
と
き
は
、
相
応
な
抗
弁
で

対
抗
で
き
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
い
ず
れ
の
立
場
も
す
べ
て
の
事
態
を
説
明
で
き
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
近
時

は
折
衷
的
な
考
え
、
す
な
わ
ち
、
時
効
を
債
務
の
支
払
を
求
め
る
債
権
者
の
主
張
に
対
抗
す
る
た
め
に
債
務
者
に
許
容
さ
れ
た
権
能
と

解
す
る
見
解
も
見
ら
（
１０１
）

れ
る
。

（
チ
）
除
斥
期
間
と
の
区
別

マ
ロ
リ
ー
草
案
（
１０２
）

で
も
、
ま
た
原
案
（
１０３
）

で
も
、
除
斥
期
間
の
観
念
を
排
し
て
時
効
制
度
に
一
本
化
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
新
法
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
の
を
や
め
、
消
滅
時
効
の
規
定
が
除
斥
期
間
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
（
二
二
二
〇

（
五
八
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条
）。
こ
れ
は
何
が
除
斥
期
間
か
の
基
準
も
、
そ
の
具
体
的
な
扱
い
も
、
確
実
な
も
の
が
何
も
な
い
の
が
現
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
規
定
の
個
別
的
検
討
な
し
に
統
一
化
は
図
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
（
１０４
）

あ
る
。
そ
の
た
め
現
行
法
上
時
効
の
起
算
点
、
停
止
、

（
１０５
）

援
用
、
放
棄
、
合
意
の
自
由
等
に
関
す
る
規
定
は
原
則
と
し
て
除
斥
期
間
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
裁
判
上
の
請
求
お
よ
び
執
行
行
為
に

よ
る
中
断
は
、
明
文
上
除
斥
期
間
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
二
二
四
一
条
、
二
二
四
四
条
）。
こ
れ
に
反
し
て
承
認
に
よ
る
中

断
は
時
効
に
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
二
二
四
〇
条
）。

（
４
）
テ
レ
草
案

（
イ
）
概
観

フ
ラ
ン
ス
で
の
債
務
法
（
時
効
法
を
含
む
）
の
改
正
作
業
は
、
二
〇
〇
八
年
に
新
債
務
法
が
制
定
、
施
行
さ
れ
た
後
も
歩
み
を
止
め

て
い
な
い
。
二
〇
一
三
年
に
は
民
法
学
者
テ
レ
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
草
案
を
完
成
し
、
こ
れ
を
公
表
し
た
。
以
下
に
は
そ
の
中

で
消
滅
時
効
に
関
す
る
部
分
を
紹
介
し
、
検
討
の
素
材
と
し
て
提
供
し
た
い
。

テ
レ
草
案
で
も
、
消
滅
時
効
は
、
債
務
者
の
免
責
に
関
す
る
第
三
章
の
第
六
節
に
規
定
さ
れ
る
。

一
〇
九
条

一
定
期
間
の
債
権
者
の
不
活
動
は
、
法
の
定
め
る
要
件
の
も
と
で
債
務
者
を
免
責
す
る
。

権
利
の
消
滅
と
い
う
記
述
は
、
時
効
の
定
義
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
時
効
の
効
果
が
権
利
の
消
滅
を
も
た
ら
す
か
、

そ
れ
と
も
訴
権
の
消
滅
を
も
た
ら
す
か
の
議
論
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。
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一
一
〇
条

権
利
喪
失
期
間
は
本
節
の
定
め
る
要
求
の
限
度
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。

カ
タ
ラ
草
案
で
は
、
権
利
喪
失
期
間
は
規
定
し
な
い
予
定
で
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
時
効
の
節
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
二
〇
〇
八
年
の
改
正
法
で
採
用
さ
れ
た
解
決
と
は
逆
に
、
期
間
の
こ
の
タ
イ
プ
の
特
殊
性
を
緩
和
す
る
た
め
に
、
権
利
喪
失
期

間
の
制
度
を
時
効
期
間
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
一
一
条

消
滅
時
効
は
、
そ
れ
に
割
り
当
て
ら
れ
た
法
律
の
定
め
る
法
に
服
す
る
。

一
一
二
条

消
滅
時
効
期
間
を
延
長
す
る
法
は
、
取
得
時
効
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
新
し
い
期
間
は
、
す
で
に
経
過
し
た
新
し
い
期

間
を
計
算
に
入
れ
て
、
進
行
中
の
時
効
期
間
に
適
用
さ
れ
る
。

期
間
の
短
縮
の
場
合
は
、
新
し
い
期
間
は
、
合
計
の
期
間
が
以
前
の
法
が
定
め
た
期
間
を
超
え
る
こ
と
な
し
に
、
法
が
効
力
を
生
じ

た
と
き
か
ら
進
行
す
る
。

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
規
定
が
採
録
さ
れ
る
が
、
幾
つ
か
の
定
式
が
微
妙
に
緩
和
さ
れ
て
（
１０６
）

い
る
。

（
ロ
）
時
効
の
期
間

一
一
三
条

消
滅
時
効
期
間
は
、
法
が
異
な
っ
た
規
定
を
置
い
て
い
な
い
限
り
、
五
年
間
で
あ
る
。

そ
れ
は
債
権
者
が
訴
権
を
有
し
た
日
か
ら
進
行
を
開
始
す
る
。

一
一
四
条

消
滅
時
効
は
、
１

債
権
が
条
件
に
係
る
場
合
は
、
条
件
が
成
就
す
る
ま
で
、
２

担
保
訴
権
に
係
る
場
合
は
、
追
奪
が

（
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な
さ
れ
る
ま
で
、
３

期
限
付
き
債
権
の
場
合
は
、
期
限
が
到
来
す
る
ま
で
、
進
行
を
開
始
し
な
い
。

標
準
的
期
間
と
し
て
五
年
の
時
効
期
間
が
維
持
さ
れ
る
。
期
間
の
起
算
点
の
修
正
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
。
フ
民
二
二
二
四
条
の
定

め
る
時
効
の
起
算
点
で
あ
る
、
権
利
者
が
彼
に
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
を
許
容
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
る
こ
と
を
得
べ
か
り
し
日
か

ら
と
い
う
定
式
は
、
結
果
的
に
適
切
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
債
権
者
は
そ
の
権
利
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
い
例
外
の
場
合
を
除
き
、
権
利
の
不
知
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
そ
の
結
果
起
算
点
と

し
て
訴
権
の
発
生
時
が
選
ば
れ
る
。
こ
の
選
択
は
、PECL

一
四：

二
〇
三
条
、D

CFR

七：

二
〇
三
条
に
近
似
し
て
い
る
。
時
効
停

止
原
因
に
関
し
て
規
定
さ
れ
た
現
行
フ
民
二
二
三
三
条
は
、
時
効
起
算
点
に
関
し
て
以
前
説
か
れ
た
原
則
の
適
用
に
他
な
ら
な
い
が
、

こ
の
ル
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
。

一
一
五
条

身
体
ま
た
は
精
神
の
完
全
性
に
対
す
る
侵
害
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
に
適
用
さ
れ
う
る
時
効
期
間
は
一
〇
年
間
で
あ
る
。

そ
れ
は
当
初
の
ま
た
は
拡
大
し
た
損
害
の
確
定
時
か
ら
起
算
さ
れ
る
。

そ
の
期
間
は
、
拷
問
ま
た
は
暴
力
行
為
の
場
合
は
五
年
間
で
あ
る
。
未
成
年
者
に
対
し
て
な
さ
れ
た
性
的
暴
力
ま
た
は
侵
害
の
場
合

も
同
様
で
あ
る
。

一
一
六
条

時
効
は
時
で
は
な
く
、
日
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
る
。
そ
れ
は
期
間
の
最
後
の
日
が
終
了
し
た
と
き
に
完
成
す
る
。

特
別
ル
ー
ル
に
関
す
る
限
り
、
当
事
者
を
司
法
上
援
助
し
ま
た
は
代
理
す
る
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
権
の
グ
ル
ー
プ
に
、
そ
の

使
命
の
終
了
時
に
確
定
し
た
特
別
の
起
算
点
の
利
益
を
拡
大
す
る
フ
民
二
二
二
五
条
を
加
え
な
い
こ
と
に
し
た
。
特
定
の
専
門
家
の
た
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め
に
な
さ
れ
る
優
遇
は
、
当
然
に
は
時
効
に
関
す
る
節
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
関
係
す
る
専
門
家
に
関
す
る
規
定
の
中
に
見
出
さ
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
身
体
損
害
を
惹
起
し
た
事
件
か
ら
生
じ
た
責
任
の
訴
権
の
時
効
に
関
す
る
フ
民
二
二
二
六
条
は
、
採
録
さ
れ
る
が
、

身
体
的
完
全
性
に
対
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
精
神
的
完
全
性
に
対
す
る
も
の
も
付
加
さ
（
１０７
）

れ
る
。

（
ハ
）
時
効
の
免
除

一
一
七
条

時
効
の
免
除
（relevé

）
は
、
期
間
が
満
了
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
債
権
者
が
訴
え
る
こ
と
を
許
容
す
る
。

時
効
の
免
除
は
、
時
効
制
度
に
関
す
る
最
も
革
新
的
な
提
案
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
実
定
法
上
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
立
法

者
が
二
〇
〇
八
年
に
フ
民
二
二
三
四
条
に
停
止
事
由
と
し
て
定
め
る
前
は
、
学
説
は
、
時
効
の
免
除
と
な
る
限
度
で
そ
の
効
力
を
認
め

て
い
た
。
長
い
議
論
の
後
、
時
効
の
停
止
に
代
え
て
、
時
効
の
免
除
と
い
う
制
度
を
一
般
化
す
る
こ
と
が
時
宜
に
適
っ
て
い
る
と
さ
れ

た
。
時
効
の
停
止
は
自
動
的
か
つ
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
不
便
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
は
、
当
初
外
国
法
の
多
く
や
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｌ
等
の

知
ら
な
い
（PICC

一
〇・

八
条
は
、
代
理
人
の
指
名
の
日
か
ら
停
止
を
終
了
さ
せ
る
）
配
偶
者
間
や
未
成
年
者
、
成
年
被
後
見
人
の

場
合
の
よ
う
な
あ
る
種
の
停
止
原
因
を
維
持
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
し
た
。
し
か
し
議
論
の
後
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
前
提
の
中

で
訴
え
る
こ
と
が
絶
対
的
に
不
可
能
で
は
な
い
と
し
て
も
、
特
別
の
扱
い
が
留
保
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
停
止
に
与
え
ら
れ
る
効

果
、
障
害
の
間
厳
密
に
時
効
期
間
が
延
長
さ
れ
る
こ
と
は
、
絶
対
的
す
ぎ
る
。
時
効
の
免
除
（relevé

）
と
い
う
技
術
を
通
じ
た
こ
れ

ら
の
特
別
の
状
況
の
新
し
い
懸
念
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
ら
れ
た
。
停
止
が
自
動
的
に
そ
の
効
果
を
生
じ
る
一
方
で
は
、
時
効
の
免
除

は
、
権
利
者
が
障
害
が
終
わ
っ
た
と
き
に
、
時
効
の
期
間
の
満
了
の
前
に
訴
え
る
た
め
に
必
要
な
期
間
を
も
は
や
有
さ
な
い
と
い
う
前

提
に
お
い
て
し
か
関
与
す
る
性
質
を
有
さ
な
い
。
訴
え
の
た
め
の
期
間
と
い
う
観
念
の
放
棄
と
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
時
効
期
間
の
新

（
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し
い
観
念
の
利
用
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
債
権
者
の
保
護
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
よ
り
も
前
に
権
利
者

が
そ
の
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
債
務
者
の
保
護
な
い
し
訴
訟
の
利
用
の
必
要
性
は
、
訴
え
の
可
能
性
が
一

旦
回
復
さ
れ
れ
ば
、
で
き
る
だ
け
早
く
債
務
者
に
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
た
め
に
作
用
す
る
。
こ
の
目
的
の
も
と
で

停
止
原
因
全
体
の
変
化
と
時
効
の
免
除
と
い
う
原
因
に
お
け
る
時
効
の
起
算
点
の
延
期
と
い
う
変
化
に
向
け
ら
れ
る
。
か
く
し
て
訴
え

の
障
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
効
期
間
を
進
行
さ
せ
る
か
ど
う
か
、
時
効
が
完
成
す
る
と
い
う
前
提
の
中
で
、
裁
判
官
が
、
訴
権
の
行

使
に
対
す
る
障
害
の
消
滅
後
に
迅
速
に
活
動
す
る
の
に
勤
勉
で
あ
っ
た
債
権
者
に
時
効
を
免
除
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
資
格
を
有

す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
正
当
な
不
知
の
よ
う
な
訴
え
の
不
能
が
時
効
の
免
除
の
原
因
と
な
る
。
未
成
年
者
や
保
護
制
度
の
存
在
、
夫

婦
間
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
間
の
連
帯
合
意
上
の
債
務
、
係
争
物
の
ル
ー
ル
に
関
わ
る
和
解
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
他
の
様
々

な
停
止
原
因
も
時
効
の
免
除
の
事
例
に
変
容
さ
れ
（
１０８
）

う
る
。

一
一
八
条

訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
債
権
者
は
、
不
能
が
終
了
し
た
後
合
理
的
期
間
内
に
訴
え
る
場
合
に
は
、
時
効
が

免
除
さ
れ
る
。
訴
え
な
か
っ
た
こ
と
が
免
責
さ
れ
う
る
債
権
者
の
正
当
な
不
知
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

未
成
年
ま
た
は
他
の
保
護
制
度
の
結
果
と
し
て
一
人
で
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
債
権
者
は
、
制
度
の
期
間
中

ま
た
は
そ
れ
が
終
了
し
て
か
ら
二
年
内
に
訴
え
る
場
合
に
は
、
時
効
が
免
除
さ
れ
る
。
時
効
の
免
除
は
、
年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期

間
に
支
払
わ
れ
う
る
債
権
が
問
題
に
な
る
場
合
は
、
生
じ
な
い
。

第
一
項
お
よ
び
第
二
項
の
ル
ー
ル
は
、
時
効
の
起
算
点
の
後
二
〇
年
以
上
経
っ
た
と
き
に
訴
え
を
許
容
す
る
効
果
を
持
ち
え
な
い
。

障
害
が
訴
え
提
起
の
不
能
ま
た
は
正
当
な
不
知
か
ら
生
じ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
障
害
の
終
了
後
合
理
的
な
期
間
内
に
訴
え
を
起
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こ
す
債
権
者
に
時
効
を
免
除
す
べ
き
で
あ
る
。
合
理
的
な
期
間
内
と
い
う
要
件
は
、
個
々
の
事
例
の
状
況
に
適
合
さ
せ
う
る
た
め
に
規

定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
項
の
規
定
は
年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期
間
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
場
合
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
タ
イ

プ
の
債
権
は
そ
の
支
払
期
日
後
あ
ま
り
に
長
く
請
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
債
務
者
の
破

綻
を
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
避
け
る
こ
と
に
あ
る
。
障
害
が
債
権
者
の
未
成
年
ま
た
は
保
護
機
関
の
不
存
在
に
基
づ
く
場
合
、
成
人
し
た

未
成
年
者
ま
た
は
そ
の
権
限
を
回
復
す
る
、
保
護
さ
れ
た
成
年
者
は
、
成
年
に
な
っ
て
か
ら
、
ま
た
は
保
護
機
関
の
除
去
か
ら
二
年
内

で
あ
れ
ば
、
時
効
が
免
除
さ
れ
る
。
し
か
し
、
免
除
の
利
益
が
成
年
に
な
っ
た
後
で
し
か
未
成
年
者
に
適
さ
な
い
場
合
は
、
訴
権
は
、

代
理
人
の
不
訴
求
に
よ
り
未
成
年
で
あ
る
間
時
効
に
か
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
成
年
に
な
る
と
未
成
年
者
の
た
め
に
再
開
す
る
こ
と
に

な
る
。
か
よ
う
な
破
綻
は
、
債
権
者
が
未
成
年
で
あ
る
間
代
理
人
に
よ
っ
て
遅
れ
て
提
起
さ
れ
る
訴
え
が
、
未
成
年
者
が
成
年
に
な
っ

て
時
効
の
免
除
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
と
い
う
危
険
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
背
徳
的
な
結
果
を
避
け
る
た
め
に
債
権
者
が
成

年
に
な
っ
て
か
ら
二
年
間
だ
け
で
な
く
、
債
権
者
が
未
成
年
で
あ
る
間
中
も
時
効
の
免
除
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。

実
際
に
免
除
は
も
っ
ぱ
ら
未
成
年
者
の
利
益
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
代
理
人
は
本
人
が
未
成
年
で
あ
る
間
代
理
し
て
そ
れ
を
利
用

し
う
る
。
訴
権
は
保
護
機
関
が
消
滅
し
て
い
な
い
限
り
可
能
と
な
る
。
時
効
の
免
除
は
、
停
止
よ
り
も
も
っ
と
柔
軟
な
作
用
を
有
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
障
害
が
継
続
し
て
い
る
と
き
、
時
効
の
起
算
点
と
な
る
出
来
事
の
後
あ
ま
り
に
も
長
期
間
が
経
過
し
て
か
ら
裁
判
官

が
訴
権
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
危
険
を
消
滅
さ
せ
な
い
。
こ
の
場
合
法
的
安
定
性
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
上
限
期
間
（
二

〇
年
間
）
を
定
め
る
べ
き
で
（
１０９
）

あ
る
。

一
一
九
条

自
己
の
配
偶
者
ま
た
は
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
対
し
て
訴
え
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
債
権
者
は
、
婚
姻
ま
た
は
連
帯
合
意
の
期

間
中
ま
た
は
そ
の
終
了
か
ら
二
年
間
で
あ
れ
ば
、
時
効
が
免
除
さ
れ
る
。
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一
二
〇
条

時
効
期
間
満
了
前
に
当
事
者
が
、
彼
ら
を
対
立
さ
せ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
交
渉
し
、
ま
た
は
和
解
に
よ
る
解
決
手
続

に
訴
え
る
こ
と
を
合
意
し
た
場
合
に
は
、
債
権
者
は
、
交
渉
ま
た
は
調
停
手
続
の
挫
折
の
と
き
か
ら
一
年
間
に
訴
え
を
起
こ
す
と
き
は
、

時
効
は
免
除
さ
れ
る
。

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
法
律
は
、
フ
民
二
二
三
八
条
に
か
よ
う
な
交
渉
が
時
効
の
進
行
に
対
し
て
有
す
る
効
果
を
挿
入
す
る
規

定
を
加
え
た
。
単
な
る
仲
裁
や
和
解
の
事
例
を
超
え
て
交
渉
全
体
に
調
整
の
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
停
止

事
由
と
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
交
渉
に
合
意
し
た
債
権
者
は
、
交
渉
ま
た
は
調
停
に
よ
る
解
決
手
続
の
挫
折
の

と
き
か
ら
一
年
内
で
あ
れ
ば
時
効
が
免
除
さ
（
１１０
）

れ
る
。

（
ニ
）
時
効
の
中
断

一
二
一
条

時
効
の
中
断
は
、
当
初
と
同
じ
長
さ
の
期
間
を
新
た
に
進
行
さ
せ
る
。

一
二
二
条

そ
の
権
利
が
時
効
に
服
す
る
者
の
有
す
る
権
利
の
債
務
者
に
よ
る
承
認
は
、
時
効
を
中
断
す
る
。

一
二
三
条

急
速
審
理
に
よ
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
ま
た
申
請
（reque^te

）
に
よ
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
裁
判
上
の
請
求
は
時
効
を

中
断
す
る
。
そ
れ
が
管
轄
権
を
有
さ
な
い
裁
判
所
に
提
起
さ
れ
、
ま
た
は
裁
判
所
へ
の
提
訴
行
為
が
方
式
の
瑕
疵
に
よ
り
無
効
で
あ
る

と
き
も
同
様
で
あ
る
。

新
し
い
期
間
は
、
な
さ
れ
た
決
定
が
確
定
的
に
な
っ
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
。
総
て
の
手
続
の
前
に
な
さ
れ
る
証
拠
調
べ
の
場
合
は
、

新
し
い
期
間
は
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
。

一
二
四
条

中
断
は
、
請
求
者
が
そ
の
請
求
を
取
り
下
げ
、
ま
た
は
事
件
を
失
効
さ
せ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
請
求
が
無
効
と
な
り
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ま
た
は
確
定
的
に
却
下
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

一
二
五
条

時
効
期
間
は
、
同
様
に
強
制
執
行
ま
た
は
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
負
債
整
理
の
た
め
の
集
団
訴
訟
に
お
け
る
債
権
の
宣
言

に
よ
っ
て
も
中
断
す
る
。

時
効
中
断
の
制
度
は
あ
ま
り
改
定
さ
れ
な
い
。PICC

一
〇・

五
条
、PECL

一
三：

三
〇
二
条
、D

CFR

七：

三
〇
二
条
は
、
訴
訟

終
了
後
全
部
の
期
間
が
再
開
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
訴
え
の
提
起
を
単
な
る
停
止
事
由
と
す
る
が
、
こ
の
立
場
は
と
る
べ
き
で

は
な
い
。
債
権
者
が
訴
え
を
起
こ
し
て
い
る
場
合
、
彼
は
権
利
の
上
に
眠
る
者
で
は
な
い
。
権
利
と
事
実
の
間
の
矛
盾
も
存
し
な
い
。

時
効
は
発
生
の
余
地
が
な
い
。
進
行
を
開
始
し
た
期
間
は
単
に
停
止
す
る
だ
け
で
な
く
、
抹
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
中
断
効
の
主
張
が

受
け
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
若
干
の
修
正
が
な
さ
れ
た
。
中
断
効
は
、
手
続
の
完
了
ま
で
延
長
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
上
訴
が
な
さ

れ
た
場
合
審
級
が
消
滅
す
る
と
き
ま
で
で
は
な
い
。
基
本
的
に
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
法
の
欠
落
が
埋
め
ら
れ
る
。
期
間
を
中
断
す

る
目
的
だ
け
で
な
さ
れ
た
保
存
の
た
め
の
呼
び
出
し
が
問
題
に
な
る
、
請
求
の
失
効
の
場
合
で
も
時
効
の
中
断
効
が
付
与
さ
れ
る
事
例

が
こ
れ
で
あ
る
。
同
様
に
手
続
の
瑕
疵
の
結
果
と
し
て
訴
訟
係
属
行
為
の
無
効
が
そ
の
時
ま
で
中
断
を
生
じ
る
効
果
を
有
し
て
い
な
い

と
し
て
も
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
法
の
二
二
四
一
条
は
、
か
よ
う
な
無
効
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
断
効
を
維
持
す
る
。
そ
の
定
式
の

一
般
性
は
批
判
さ
れ
う
る
。
手
続
の
瑕
疵
は
実
体
お
よ
び
方
式
の
瑕
疵
を
包
含
す
る
。
時
効
の
中
断
効
の
維
持
は
単
な
る
方
式
の
瑕
疵

の
場
合
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
（
１１１
）

あ
る
。

裁
判
官
が
総
て
の
訴
訟
の
前
に
な
さ
れ
た
証
拠
調
べ
の
請
求
を
認
め
た
と
き
、
時
効
が
停
止
し
、
そ
の
手
続
が
六
カ
月
よ
り
短
く
な

い
期
間
の
た
め
に
実
行
さ
れ
る
日
か
ら
再
開
す
る
こ
と
を
定
め
る
フ
民
二
二
三
九
条
は
採
録
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
か
よ
う
な
手
続
の

宣
言
の
た
め
に
裁
判
上
の
請
求
、
す
な
わ
ち
中
断
が
必
要
と
さ
れ
る
以
上
、
六
カ
月
間
と
し
て
の
時
効
停
止
へ
の
言
及
は
不
要
で
あ
る
。

（
六
六
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そ
の
期
間
は
中
断
の
事
実
に
よ
り
再
構
成
さ
れ
、
そ
の
手
続
が
実
行
さ
れ
た
日
か
ら
全
期
間
に
つ
い
て
再
開
（
１１２
）

す
る
。

一
二
六
条

連
帯
債
務
者
ま
た
は
不
可
分
債
務
者
の
一
人
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
る
時
効
の
中
断
は
、
他
の
者
に
対
し
て
も
効
力
を
有

す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
連
帯
債
務
者
の
相
続
人
の
一
人
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
る
中
断
は
、
な
さ
れ
る
べ
き
給
付
が
可
分
で
あ
る
と
き
も
、

他
の
共
同
相
続
人
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
相
続
人
が
義
務
を
負
う
部
分
を
除
き
、
他
の
共
同
債
務
者
に
対
し
て
も

効
力
を
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
死
亡
し
た
共
同
債
務
者
の
す
べ
て
の
相
続
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
す
べ
て
の
者
の
た

め
に
効
力
を
生
じ
な
い
。

一
二
七
条

主
債
務
者
に
対
す
る
債
権
者
に
よ
る
時
効
の
中
断
は
保
証
人
に
対
し
て
も
効
力
を
生
じ
る
。

共
同
債
務
者
お
よ
び
保
証
人
に
対
す
る
中
断
の
効
果
は
も
っ
と
重
要
な
修
正
を
受
け
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
法
文
は
時
効
中
断
効

を
不
可
分
債
務
を
負
う
債
務
者
に
拡
大
さ
れ
、
後
者
は
、
主
債
務
者
の
債
務
の
承
認
が
保
証
人
に
損
失
を
与
え
る
こ
と
は
論
理
的
で
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
債
権
者
に
よ
る
中
断
行
為
の
み
が
彼
に
対
抗
さ
れ
う
る
と
す
る
の
が
好
ま
し
い
と
判
断
さ
（
１１３
）

れ
る
。

（
ホ
）
時
効
の
援
用

一
二
八
条

時
効
は
控
訴
院
に
お
い
て
で
す
ら
原
因
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
に
お
い
て
対
抗
さ
れ
う
る
。

裁
判
官
は
時
効
か
ら
生
じ
る
手
段
を
法
律
上
当
然
に
補
充
し
え
な
い
。

一
二
九
条

支
払
は
時
効
が
完
成
し
た
と
い
う
理
由
で
返
還
さ
れ
え
な
い
。
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一
三
〇
条

単
な
る
時
効
の
完
成
は
明
示
ま
た
は
黙
示
で
放
棄
さ
れ
う
る
。

一
三
一
条

時
効
に
利
害
関
係
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
は
、
債
務
者
が
そ
れ
を
放
棄
す
る
場
合
で
す
ら
そ
れ
を
援
用
し
う
る
。

援
用
に
関
す
る
規
定
は
、
単
純
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
除
け
ば
、
現
行
法
通
り
で
あ
る
。

（
ヘ
）
時
効
に
関
す
る
合
意

一
三
二
条

時
効
期
間
は
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
り
短
縮
ま
た
は
延
長
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
年
未
満
に
短
縮
さ
れ
え
な
い

し
、
一
〇
年
を
超
え
て
延
長
さ
れ
え
な
い
。

当
事
者
は
、
時
効
が
進
行
し
な
い
他
の
場
合
を
定
め
、
ま
た
は
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
時
効
の
免
除
ま
た
は
中
断
原
因
に
付
加
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

当
事
者
は
、
債
権
者
が
訴
え
る
こ
と
の
で
き
る
と
き
よ
り
も
早
い
時
期
を
定
め
る
こ
と
な
し
に
、
期
間
の
起
算
点
を
も
修
正
し
う
る
。

一
三
三
条

前
条
は
、
身
体
的
ま
た
は
精
神
的
完
全
性
の
侵
害
か
ら
生
じ
た
損
害
の
賠
償
請
求
権
お
よ
び
年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期

間
に
支
払
わ
れ
う
る
債
権
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

一
三
四
条

時
効
の
い
か
な
る
変
更
も
一
一
八
条
三
文
に
定
め
ら
れ
た
期
間
を
超
え
て
訴
え
る
こ
と
を
許
容
す
る
効
果
を
有
し
得
な
い
。

時
効
の
合
意
に
よ
る
変
更
は
二
〇
〇
八
年
の
改
正
の
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
効
の
起
算
点
の
合
意
に
よ
る
変
更
が
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
は
不
確
定
の
ま
ま
で
あ
る
。
合
意
に
よ
る
す
べ
て
の
変
更
が
禁
止
さ
れ
る
消
費
者
法
以
外
に
、
二
つ
の
選
択
肢
が
考

え
ら
れ
る
。
起
算
点
を
動
か
し
え
な
い
と
す
る
こ
と
と
一
定
の
条
件
の
も
と
で
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
草
案
で
は
後
者
の

（
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道
が
選
ば
れ
る
。
当
事
者
は
二
つ
の
制
限
の
も
と
で
時
効
の
起
算
点
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
制
限
は
実
体
的
な
も
の
で

あ
る
。
い
か
な
る
時
効
の
変
更
も
定
期
債
務
ま
た
は
身
体
的
損
害
に
関
す
る
債
務
の
場
合
は
不
可
能
で
あ
る
。
身
体
的
（
ま
た
は
同
様

の
）
損
害
に
関
す
る
債
務
へ
の
言
及
は
新
規
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
文
言
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
組
織
化
さ
れ
た
ス
ポ
ー
ツ
活
動

の
中
で
負
傷
し
た
プ
ロ
の
選
手
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
問
題
が
起
こ
る
。
身
体
的
な
損
害
に
関
す
る
債
権
の
場
合
の
総
て
の
合
意
に

よ
る
変
更
を
明
示
的
に
禁
止
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
第
二
の
制
限
は
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
当
事
者
は
時
効
の
起

算
点
を
債
権
者
が
訴
え
う
る
と
き
よ
り
も
早
い
期
日
に
定
め
え
な
い
。
他
方
起
算
点
の
合
意
に
よ
る
延
期
は
、
失
権
期
間
の
作
用
を
妨

げ
な
い
（
一
〇
年
を
超
え
え
（
１１４
）

な
い
）。

注（
１
）
フ
ラ
ン
ス
民
法
（
一
八
〇
四
年
）
の
時
効
規
定
に
至
る
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
時
効
学
説
に
つ
い
て
は
、
金
山
直
樹
・
時
効
理
論
展
開
の

軌
跡
―
民
法
学
に
お
け
る
伝
統
と
変
革
―
（
一
九
九
四
年
）
一
頁
以
下
参
照
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
制
定
後
二
〇
〇
年
間
の
消
滅
時
効
法
の

展
開
と
変
遷
に
つ
い
て
は
、
同
・
時
効
に
お
け
る
理
論
と
解
釈
（
二
〇
〇
九
年
）
一
六
〇
頁
以
下
、
一
八
〇
頁
以
下
参
照
。

（
２
）M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,D

roitdes
obligations,１３

eéd.,２０１４,p.７３２.

（
３
）
以
下
の
二
〇
〇
八
年
改
正
以
前
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
時
効
規
定
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
・
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

―
物
権
・
債
権
関
係
―
（
昭
和
五
七
年
）﹇
稲
本
洋
之
助
﹈
を
も
参
照
し
た
。

（
４
）Cass.com

.,１７
déc.１９７３,Bull.civ.１９７３,IV

,n°３６７.

（
５
）Cass.１

reciv.,６
oct.１９７６,D

.１９７７,２５.

（
６
）Cass.com

.,３０
m
ars２００５,Bull.civ.２００５,IV

,n°７５.

（
７
）Cass.１

reciv.,２５
juin２００２,Bull.civ.２００２,I,n°１７４

な
ど
。
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（
８
）
一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
制
定
に
際
し
て
長
す
ぎ
る
期
間
を
付
与
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
通
信
の
容
易
化
、
社
会
に
お
け
る
知
識

の
普
及
、
古
い
事
件
を
持
ち
出
す
こ
と
が
悪
意
の
所
産
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
二
〇
年
と
す
べ
き
だ
と
い
う
破
棄
院
等
の
見
解
も
唱
え

ら
れ
た
が
、
普
通
法
（
一
七
、
一
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
学
）
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
三
〇
年
の
一
般
的
時
効
期
間
が
採
用
さ
れ
た
（
金

山
・
軌
跡
三
六
三
―
三
六
五
頁
）。

（
９
）
後
述
フ
民
旧
二
二
五
七
条
が
起
算
点
に
相
当
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
た
が
、
判
例
は
権
利
者
が
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
障
害
の

結
果
と
し
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
時
効
が
進
行
し
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
を
認
め
、
例
え
ば
損
害
賠
償
の
分
野
で
は
、
被
害
者

が
損
害
発
生
を
知
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、
時
効
は
進
行
し
な
い
こ
と
を
認
め
た
（
金
山
・
理
論
と
解
釈
一
七
五
―
一
七
七
頁
）。

（
１０
）
金
山
・
理
論
と
解
釈
一
六
七
―
一
六
八
頁
参
照
。
金
山
教
授
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
時
効
が
三
〇
年
か
ら
一
〇

年
に
短
縮
さ
れ
た
理
由
を
権
利
の
広
が
り
と
普
及
に
求
め
ら
れ
る
（
同
・
理
論
と
解
釈
一
八
二
頁
）。

（
１１
）
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
四
八
年
八
月
一
八
日
法
で
商
人
間
の
債
務
に
つ
き
一
〇
年
の
時
効
が
導
入
さ
れ
、
次
い
で
一
九
七
七
年
一
月
三
日

法
で
商
人
、
非
商
人
間
の
債
務
に
そ
れ
が
拡
大
さ
れ
た
（Bénabent,D

roitdes
obligations,１４

eéd.,２０１４,p.６４８

）。

（
１２
）M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７４９.

こ
の
時
効
完
成
者
に
対
す
る
宣
誓
要
求
権
は
、
何
ら
の
証
拠
手
段
も
持
た
な
い
者

が
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
た
る
良
心
に
訴
え
る
も
の
で
、
カ
ン
バ
セ
レ
ス
草
案
で
は
否
定
さ
れ
て
い
た
の
に
、
旧
来
の
慣
行
を
無
条
件
に
踏
襲

し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
金
山
・
軌
跡
三
九
〇
―
三
九
一
頁
）。

（
１３
）
旧
フ
民
二
二
四
五
条
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
き
に
対
す
る
時
効
中
断
効
の
付
与
」
平
井
先
生
古
稀
記
念
民

法
学
に
お
け
る
法
と
政
策
（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
二
頁
参
照
。

（
１４
）
一
八
〇
六
年
フ
ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
五
七
条
は
、
こ
れ
を
受
け
て
「
和
解
（
勧
解
）
の
た
め
の
呼
び
出
し
は
、
時
効
を
中
断
し
、
利
息

を
発
生
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
、
不
出
頭
ま
た
は
和
解
（
勧
解
）
不
調
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
か
月
以
内
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
な
い

場
合
に
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
規
定
し
た
。

（
１５
）M
alinvaud／Fenouillet／M

ekki,op.cit.,pp.７６０,７６３.

金
山
・
理
論
と
解
釈
一
七
四
―
一
七
五
頁
参
照
。

（
七
〇
）
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（
１６
）
フ
ラ
ン
ス
民
法
旧
規
定
の
時
効
停
止
事
由
に
関
す
る
議
論
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
森
田
・
前
掲
論
文
平
井
古
稀
記
念
一
五
四
―
一
五
六

頁
参
照
。

（
１７
）Cass.１

erciv.,２２
déc.１９５９,JCP

１９６０,II,１１４９４;Cass.２
eciv.,１０

févr.１９６６,D
.１９６７,３１５

な
ど
。

（
１８
）M

alinveaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７６３.

（
１９
）
金
山
・
軌
跡
三
四
六
頁
以
下
参
照
。

（
２０
）
松
久
三
四
彦
・
前
掲
書
一
〇
七
頁
注
九
七
を
も
参
照
。

（
２１
）Pierre

Catala,A
vant-projetde

réform
e
du
droitdes

obligations

（A
rticles１１０１

a`１３８６
du
Code

Civil

）etdu
droitde

la
prescription

（A
rticles２２３４

a`２２８１
du
Code

Civil

）,Rapporta`
M
onsieur

PascalClém
ent,Garde

des
Sceaux,M

inistre
de
la
Justice, ２２

Septem
bre２００５,D

ocum
entation

fran�
aise,２００６.

（
２２
）P.M

alaurie,Exposé
des
m
otifs,
注
２１
の
文
献
、p.１７１

―１７２.

森
田
・
前
掲
論
文
平
井
古
稀
記
念
一
八
七
―
一
八
八
頁
。

（
２３
）
森
田
・
前
掲
論
文
平
井
古
稀
記
念
一
八
九
―
一
九
〇
頁
。

（
２４
）
金
山
編
・
消
滅
時
効
法
の
現
状
と
改
正
提
言
一
〇
―
一
一
頁
﹇
金
山
直
樹
﹈。

（
２５
）Pour

un
droit

de
la
prescription

m
oderne

et
cohérent,Rapport

n°
３３８

（Senat,２００６

―２００７

）de
M
M
.Jean-jacques

H
yest,H

ugues
Portelli

et
Richard

Y
ung

au
nom

de
la
m
ission

d’inform
ation

de
la
com
m
ission

des
lois
du
Sénat

（http:／／w
w
w
.senat.fr／noticerap／２００６／r０６-３３８-notice.htm

l
）.

（
２６
）Loin°２００８

―５６１
du１７

juin２００８
portantréform

e
de
la
prescription

en
m
atiére

civile.

（
２７
）
各
条
文
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
金
山
編
・
前
掲
書
二
四
三
頁
以
下
﹇
金
山
直
樹
、
香
川
崇
﹈
参
照
。

（
２８
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
五
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
２９
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
七
一
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
３０
）T

erré／Sim
ler／Lequette,D

roitcivilles
obligations,１１

eéd.,２０１３,p.１５０８
―１５１１.

１２２ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）

（
七
一
）



（
３１
）
金
山
編
・
前
掲
書
八
―
九
頁
﹇
金
山
﹈。
た
だ
し
、
金
山
教
授
は
、
親
戚
同
士
の
借
金
な
ど
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
権
利
の
普
及
や
行

使
の
容
易
さ
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
損
害
賠
償
の
分
野
で
は
後
遺
症
の
問
題
な
ど
五
年
の
時
効
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
た
め
、

フ
民
一
六
八
条
二
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
さ
れ
る
（
同
書
八
―
九
頁
）。
起
草
時
の
資
料
と
し
て
は
、
本
節
注
２１
の
資
料
、p.

８２
―８５;Rapportfaitau

nom
de
la
com
m
ission

des
Lois

constitutionneles,de
législation,du

suffrage
universel,du

Re`gle-
m
ent
et
d’adm

inistration
générale

sur
la
proposition

de
loide

M
.Jean-Jacqes

H
yest

portant
réform

e
de
la
prescrip-

tion
en
m
atie`re

civile,Par
M
.LaurentBéteille,Sénateur,N

° ８３,Sénat,Session
etraordinaire

de２００７

―２００８,A
nnexe

au
proce`s-verbalde

séance
du
１４
novem

bre
２００７

（http:／／w
w
w
.senat.fr／rap／１０７

―０８３／１０７

―０８３
m
ono.htm

l#fn１

）,p.３４

―３５

参
照
。

（
３２
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５１２

―１５１３.

（
３３
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５１３.

（
３４
）
た
だ
し
、
二
〇
一
三
年
の
法
改
正
に
よ
り
現
在
で
は
三
年
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３５
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５１３

―１５１５.

（
３６
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５１６

―１５１８.

（
３７
）
詳
し
く
は
、M

alinveaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７５６

―７５７

参
照
。

（
３８
）
注
３１
の
文
献
、p.３７

―３８.

金
山
編
・
前
掲
書
一
六
六
―
一
六
七
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
３９
）
石
綿
被
害
者
に
つ
い
て
破
棄
院
は
、
国
家
に
対
す
る
債
権
の
消
滅
時
効
に
関
す
る
一
九
六
八
年
一
二
月
三
一
日
法
一
条
の
四
年
の
時
効

に
服
す
る
と
判
示
し
た
が
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
九
日
の
法
律
（loin°２０１０

―１２５７

）
は
、
こ
の
被
害
も
一
〇
年
の
時
効
に
服
す
る
と
し

た
（
五
三
条
）。
医
療
事
故
、
生
活
病
、
院
内
感
染
に
よ
る
被
害
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（M

alinveaud／Fenouillet／M
ekki,

op.
cit.,

p. ７５７

）。

（
４０
）
判
決
、
仲
裁
裁
定
、
司
法
上
認
可
さ
れ
た
和
解
、
調
停
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
が
、
所
有
権
や
物
権
の
よ
う
な
も
っ
と
長
い
時
効
に
服

（
七
二
）
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す
る
も
の
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。M

alinveaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７５７

―７５８

参
照
。

（
４１
）
詳
し
く
は
、M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７５３

―７５４

参
照
。

（
４２
）
被
害
者
の
保
険
会
社
に
対
す
る
直
接
訴
権
は
通
常
の
時
効
に
服
す
る
。
契
約
前
の
情
報
提
供
お
よ
び
助
言
義
務
違
反
に
基
づ
く
保
険
者

に
対
す
る
訴
権
（Cass.１

reciv.,３０
janv.２００１,n°９８

―１８１４５,Bull.civ.I,n°
１４

）
や
欺
罔
の
結
果
と
し
て
、
賠
償
金
の
一
部
の
直
接

の
支
払
い
に
よ
り
利
益
を
得
た
被
保
険
者
の
債
権
者
に
対
し
て
保
険
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
た
非
債
弁
済
訴
権
（Cass.１

re
civ.２７

févr.
１９９６,n°９４

―１２６４５,Bull.civ.I,n°１０５

）
も
同
様
で
あ
る
。

（
４３
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５２０

―１５２４.

（
４４
）Com

.２７
１１
２００１,Bull.civ.IV

,n°１８７.

（
４５
）Civ.１

er,２４
１
２００６,Bull.civ.I,n°２８,D

.２００６,２６.

（
４６
）
注
２１
の
文
献
、p.９６

―９８.

金
山
編
・
前
掲
書
一
六
七
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
４７
）
注
３１
の
文
献
、pp.２６

―２７,４１

―４２.

（
４８
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５２４

―１５２５.

（
４９
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
八
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
５０
）
注
３１
の
文
献
、p.３４

―３５.

金
山
編
・
前
掲
書
一
六
六
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
５１
）
保
険
に
つ
い
て
は
、
保
険
法
典
一
一
四
―
一
条
、
国
庫
に
つ
い
て
は
、
Ｌ
Ｐ
Ｆ
二
七
四
条
、
国
、
地
方
自
治
体
お
よ
び
公
施
設
に
対
す

る
債
権
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
八
年
一
二
月
三
一
日
の
法
律
六
八
―
一
二
五
〇
号
一
条
。

（
５２
）Civ.２

e,１２
avril２０１２,n°１１

―２０６６４.

（
５３
）Civ.２

e,１５
novem

bre２００１,Bull.civ.II,n°１６７;Civ.２
e,１１

décem
bre２００３,Bull.civ.II,n°３８０.

（
５４
）Civ.３

e,５
février２００３,Bull.civ.III,n°２７

（
虚
有
権
者
に
よ
る
彼
抜
き
で
締
結
さ
れ
た
請
負
契
約
の
無
効
訴
権
）。

（
５５
）Civ.２

e,７
octobre２００４,Bull.civ.II,n°４４１.
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（
５６
）Civ.１

re,１０
m
ai２００５,Bull.civ.I,n°２０５.

（
５７
）Com

.,６
m
ai２０１４,n°１３

―１７６３２.
（
５８
）Civ.１

re,３
m
aiet２８

novem
bre１９９５,Bull.civ.I,n

os１８３
et４３０;Civ.１

re,２５
novem

bre１９９７,Bull.civ.I,n°３２４.

急
速
審

理
に
お
け
る
仮
採
決
で
も
構
わ
な
い
（Civ.２

e,３
septem

bre２００９,Bull.civ.II,n°２０２

）。

（
５９
）Civ.１

re,１４
m
ai１９９６,Bull.civ.I,n°２０９.

（
６０
）Civ.１

re,３０
juin１９９８,Bull.civ.I,n°２３４.

（
６１
）Bénabent,D

roitdes
obligations,１４

eéd.,２０１４,p.６５１

―６５２.

（
６２
）Civ.１

re,２２
１２
１９５９,Bull.civ.I,n°５５８

な
ど
。

（
６３
）Com

.１３,４
１９９９,Bull.civ.IV

,n°８９

な
ど
。

（
６４
）Civ.２

e,２２
１２
１９６５,Bull.civ.II,n°１０８８.

（
６５
）Civ.１

er,２７
１
２００４,JCP

２００４,IV
,１５５５.

（
６６
）Req.,２８

１１
１０３８,D

H
１９３９,９９.

反
対：

Civ.２
e,５

１０
１９８８,Bull.civ.II,n°１８８,D

.１９８９,２
０９.

（
６７
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.p.１５２６

―１５３０.

（
６８
）Bénabent,op.cit.,p.６５２.

（
６９
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５３０.

（
７０
）
俸
給
、
年
金
給
付
、
扶
養
給
付
、
賃
料
、
小
作
料
、
賃
借
人
の
負
担
、
貸
付
金
の
利
息
の
支
払
い
ま
た
は
返
還
請
求
訴
権
お
よ
び
一
般

的
に
年
ま
た
は
そ
れ
よ
り
短
い
期
間
に
支
払
わ
れ
う
る
も
の
の
支
払
い
訴
権
（
フ
民
二
二
三
五
条
）。

（
７１
）
内
縁
配
偶
者
間
の
債
権
に
つ
い
て
も
、
そ
の
関
係
の
係
属
中
は
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
道
義
的
に
不
可
能
だ
と
主
張
し
う
る
（M

alin-
veaud／Fenouillet／M

ekki,op.cit.,p.７６２

）。

（
７２
）
二
〇
〇
八
年
五
月
二
一
日
の
Ｅ
Ｕ
指
令
（JO

U
E
２４
m
ai２００８,n°

１３６
）
八
条
は
、
こ
の
よ
う
な
解
決
を
指
示
す
る
。「
加
盟
国
は
、

（
七
四
）
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紛
争
の
解
決
を
試
み
る
た
め
に
調
停
を
選
択
す
る
当
事
者
が
、
調
停
手
続
き
の
期
間
中
時
効
期
間
の
満
了
に
よ
っ
て
紛
争
に
関
す
る
訴
訟
手

続
ま
た
は
仲
裁
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
フ
民
二
二
三
八
条
の
適
用
上
、
停
止
が
生
じ
る

の
は
裁
判
上
の
調
停
、
和
解
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
単
な
る
交
渉
で
は
不
十
分
で
あ
る
（M

alinveaud／Fenouillet／M
ekki,op.

cit.,p. ７６４
）。

（
７３
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５３１

―１５３２.

（
７４
）
注
３１
の
文
献
、p.２７.
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
八
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
７５
）Cass.１

reciv.,２２
m
ai１９９１,n°８８

―１７９４８,Bull.civ.I,n°１６４;RT
D
civ.１９９２,１０４

（
保
険
金
額
の
請
求
）；Civ.１

re,１８
juillet

２０００,Bull.civ.I,n°２２３.

（
７６
）
債
務
者
の
代
理
人
に
よ
る
承
認
も
時
効
を
中
断
す
る
が
、
そ
の
受
任
者
で
も
な
く
、
ま
た
雇
用
契
約
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
も
い
な
い
公

認
会
計
士
の
承
認
は
こ
の
限
り
で
な
い
（Cass.１

reciv.４
m
ai２０１２,n°１１

―１５６１７,Bull.civ.I,n°１０２;CCC
２０１２,n°２０１;Fages,

D
roitdes

obligations, ４
eéd.,２０１３,p.４５６
）。

（
７７
）
請
負
人
が
請
負
工
事
に
瑕
疵
が
あ
る
と
き
に
修
補
を
実
施
し
た
場
合
、
運
送
人
が
運
送
上
の
不
注
意
に
つ
い
て
謝
罪
し
た
場
合
（Paris,

２
juillet１９９３,D

.１９９３,IR.２１５

）、
債
務
者
が
延
期
を
懇
願
し
た
場
合
、
債
務
者
が
当
該
債
務
を
含
む
債
務
の
整
理
の
計
画
を
懇
願
し
た

場
合
（Civ.２

e,９
janvier２０１４,n°１２

―２８２７２;CCC
２０１４,１０５

）、
債
務
者
が
同
意
さ
れ
た
担
保
を
確
認
し
た
場
合
（Com

.３１
octobre

２００６,Bull.civ.IV
,n°２１２

）
が
こ
れ
で
あ
る
（Benabent,op.cit.,p.６５７

）。

（
７８
）Cass.２

eciv.,１５
juin

２００４,n°０３

―３００５２,Bull.civ.II,n°２９７;Civ.１
re,２２

octobre２００２,Bull.civ.I,n°２３８

（
相
殺
合
意
に

中
断
効
を
認
め
る
）；B.Fages,op.cit.,p.４５６;Bénabent,op.cit.,p.６５４.

（
７９
）M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７６６

―７６７;Bénabent,op.cit.,p.６５４.

（
８０
）
取
り
下
げ
は
、
一
義
的
か
つ
単
純
な
取
り
下
げ
を
除
い
て
、
時
効
の
中
断
が
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
許
容
し
な
い
。
訴

え
が
後
で
再
開
さ
れ
る
と
き
は
、
取
り
下
げ
は
フ
民
二
二
四
六
条
が
裁
判
所
へ
の
召
喚
や
付
帯
請
求
に
付
与
し
た
中
断
効
を
維
持
す
る

１１８ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）
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（Cass.com
.,１２

juill.１９９４,n°９１

―１７７１０,Bull.civ.IV
,n°２６６;JCPG

１９９５,II,２２４９４;Fages,op.cit.,p.４５７
n°４３

）。

（
８１
）Civ.２

e,１９
１１
２００９,Bull.civ.II,n°２６７,D

.２０１０,６８５.
（
８２
）Civ.２

e,２４
３
２００５,Bull.civ.II,n°

８５,D
.２００５,IR

６７

な
ど
。
フ
民
二
二
四
四
条
は
、
二
〇
一
一
年
一
二
月
一
九
日
の
政
令n°

２０１１
―１８９５

に
よ
り
修
正
さ
れ
（
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
施
行
）、
民
事
訴
訟
法
（
強
制
執
行
編
）
の
適
用
上
と
ら
れ
た
保
全
手
続
に
も
時
効

中
断
効
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。

（
８３
）
注
３１
の
文
献
、pp.２１,４７

―４８.

（
８４
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
九
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
８５
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５３８

―１５３９.

（
８６
）T

erré／Sim
ler／Leqette,op.cit.,p.１５４０

―１５４２.

（
８７
）M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７８０.

（
８８
）
注
３１
の
文
献
、p.５２

―５３.
金
山
編
・
前
掲
書
一
六
九
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
８９
）
金
山
編
・
前
掲
書
一
七
〇
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
９０
）T

erré／Sim
ler／Leqette,op.cit.,p.１５４２

―１５４３.

（
９１
）Fages,op.cit.,p.４４８;M
alinvaud／Fenouillet／M

ekki,op.cit.,p.７８１

（
身
体
損
害
の
賠
償
請
求
に
つ
き
）.

（
９２
）
近
時
フ
ラ
ン
ス
で
名
誉
毀
損
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
法
律
上
当
然
に
三
か
月
の
時
効
を
適
用
し
う
べ
き
だ
と
の
動
き

が
出
て
い
る
（Civ.２
e,２４

avrilet２
octobre２００３,Bull.civ.,II,n

os１１３
et２９０

）。
消
費
者
の
権
利
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
（Béna-

bent,op.cit.,p. ６６１

）。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
八
年
一
月
三
日
法
（
消
費
者
法
典
一
四
一
―
四
条
）
以
来
、
裁
判
官
に
は
、
二
〇

一
四
年
三
月
一
七
日
法
以
来
の
濫
用
的
条
項
の
制
裁
に
関
す
る
場
合
を
除
き
、
消
費
者
法
典
上
の
あ
ら
ゆ
る
処
分
を
職
権
に
よ
り
採
り
あ
げ

る
権
利
（
義
務
で
は
な
い
）
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
、
消
費
者
に
よ
っ
て
事
業
者
に
対
し
て
行
使
さ
れ

た
行
為
の
消
滅
時
効
も
ま
た
職
権
で
裁
判
官
が
取
り
上
げ
る
こ
と
を
許
容
す
る
が
ゆ
え
に
、
消
費
者
の
た
め
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
正
当

（
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化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７７５

）。

（
９３
）
べ
ナ
バ
ン
は
、
フ
民
二
二
一
九
条
の
規
定
を
根
拠
に
新
法
が
実
体
法
説
を
と
っ
た
と
す
る
（Bénabent,op.cit.,p.６４５

）。

（
９４
）M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７３８.

（
９５
）
注
３１
の
文
献
、p.３２.

金
山
編
・
前
掲
書
一
七
一
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
９６
）
債
務
者
は
債
権
の
消
滅
時
効
を
確
認
す
る
た
め
に
訴
訟
手
続
外
で
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
す
ら
で
き
る（Fages,op.cit.,p.４４７;Cass.１

re

civ.,９
juin

２０１１,n°１０
―１０３４８,Bull.civ.I,n°１１１;RT

D
civ.２０１１,５３５

（
婦
人
の
相
続
財
産
の
範
囲
を
知
る
た
め
に
訴
訟
手
続
外
で

す
ら
債
権
の
消
滅
時
効
を
確
認
す
る
利
益
が
あ
る
））.

（
９７
）
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
立
場
（
抗
弁
権
構
成
）
か
ら
債
権
が
消
滅
し
た
の
に
弁
済
金
を
取
り
戻
せ
な
い
と
す
る
構
成
を

批
判
す
る
（R.Zim

m
erm
ann,‘

Extinctive’
Prescription

under
the
A
vant-projet,European

Review
of
Private

Law
,６

―

２００７,p.８１２

―８１３.

金
山
編
・
前
掲
書
一
七
一
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈）。

（
９８
）Cass.com

.２２
oct.１９９１,Bull.IV

,n°３１１.

（
９９
）
し
か
し
、
債
務
者
が
放
棄
し
た
場
合
で
も
、
時
効
は
そ
の
債
権
者
ま
た
は
す
べ
て
の
利
害
関
係
人
に
よ
り
援
用
さ
れ
う
る
（
フ
民
二
二

五
三
条
）。

（
１００
）Civ.２

e,１６
novem

bre２００３,Bull.civ.,III,n°１５.

（
１０１
）T

erré／Sim
ler／Lequette,op.cit.,p.１５４３

―１５４６.

（
１０２
）
注
２１
の
文
献
、p.１９８

―１９９.

（
１０３
）
注
３１
の
文
献
、p.１００

―１０１.

（
１０４
）
注
３１
の
文
献
、pp.２３,３２

―３３.

金
山
編
・
前
掲
書
一
七
一
頁
﹇
金
山
、
香
川
﹈。

（
１０５
）
旧
法
で
は
黙
示
に
よ
る
援
用
も
認
め
ら
れ
た
が
（Cass.civ.,３

aou^t１８７０,D
P
１８７０,１,３５８

）、
新
規
定
の
下
で
は
こ
の
よ
う
な
扱
い

を
示
す
条
文
は
存
し
な
い
（M

alinvaud／Fenouillet／M
ekki,op.cit.,p.７７６

）。
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（
１０６
）T

erré,Pour
une
réform

e
du
régim

e
généraldes

obligations,２０１３,p.１１２

―１１３

﹇K
lein

﹈.

（
１０７
）T

erré,op.cit.,p.１１３

―１１４

﹇K
lein

﹈.
（
１０８
）T

erré,op.cit.,p.１１４

―１１５

﹇K
lein

﹈.
（
１０９
）T

erré,op.cit.,p.１１６

―１１７

﹇K
lein

﹈.

（
１１０
）T

erré,op.cit.,p.１１８

﹇K
lein

﹈.

（
１１１
）T

erré,op.cit.,p.１１８

―１１９

﹇K
lein

﹈.

（
１１２
）T

erré,op.cit.,p.１２０

﹇K
lein

﹈.

（
１１３
）T

erré,op.cit.,p.１２０

﹇K
lein

﹈.

（
１１４
）T

erré,op.cit.,p.１２２
﹇K

lein

﹈.
４

結
び
に
代
え
て

以
上
見
た
如
く
、
今
日
の
大
陸
法
諸
国
で
は
、
ロ
ー
マ
法
以
来
の
原
則
三
〇
年
と
い
う
消
滅
時
効
法
の
体
系
が
崩
さ
れ
、
一
九
八
〇

年
代
の
初
め
に
ド
イ
ツ
の
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
教
授
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
極
端
に
短
い
、
主
観
的
起
算
点
を
伴
う
時
効

期
間
と
そ
れ
よ
り
は
長
期
の
客
観
的
起
算
点
を
有
す
る
時
効
期
間
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
る
時
効
法
の
体
系
が
そ
れ
に
代
わ
っ
て
立
法

化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
同
様
の
提
案
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
実
現
の
見
込
み
は
立
っ
て
い
な
い
。
日
本
で
は
、
大
陸
法
諸
国
に
属
す
る
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
時
効
法
が
取
引

の
早
期
決
済
を
歓
迎
す
る
産
業
界
の
支
持
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
時
効
法
体
系
が
二
〇
〇
九
年
の
起
草
委
員
会
作
成
の

債
権
法
改
正
提
案
以
来
採
用
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
新
し
い
立
法
提
案
に
対
し
て
は
、
現
在
の
原
則
と
し
て
一
〇
年
、
商
事
債

（
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権
に
つ
い
て
は
五
年
と
い
う
消
滅
時
効
期
間
が
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
し
、
二
年
と
か
三
年

と
い
う
期
間
制
限
が
、
た
と
え
起
算
点
を
債
権
者
が
債
権
発
生
の
原
因
お
よ
び
債
務
者
を
知
っ
た
と
き
と
す
る
と
し
て
も
、
不
法
行
為

や
不
当
利
得
な
ど
の
分
野
で
し
か
も
特
殊
な
事
情
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
容
易
に
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
し
ま
い
、
債
権
者
の
権
利

保
護
と
い
う
観
点
か
ら
は
問
題
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
諸
外
国
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
新
し
い
時
効
体

系
を
採
用
し
た
場
合
に
日
本
だ
け
が
古
い
時
効
法
体
系
を
維
持
す
る
こ
と
の
意
義
で
（
１
）

あ
る
。
わ
が
国
と
同
様
債
権
に
つ
き
一
般
的
に
一

〇
年
の
時
効
期
間
を
定
め
て
い
る
ス
イ
ス
で
も
、
二
〇
一
三
年
に
ド
イ
ツ
法
の
よ
う
な
新
し
い
時
効
法
の
体
系
に
移
る
こ
と
を
予
定
し

た
草
案
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
二
年
と
か
三
年
と
い
う
時
効
期
間
は
、
い
わ
ゆ
る
短
期
消
滅
時
効
に
服
す
る
日
々
生
起
す
る
比
較
的
少

額
の
債
権
に
は
あ
て
は
ま
る
と
し
て
も
、
人
の
一
生
を
左
右
す
る
よ
う
な
多
額
の
債
権
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ

ツ
で
堤
唱
さ
れ
た
上
記
二
重
期
間
制
限
ル
ー
ル
は
、
既
述
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
短
期
期
間
が
三
年
で
は
な
く
五
年
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
起
算
点
は
、
権
利
者
が
そ
の
権
利
の
行
使
を
可
能
と
す
る
事
実
を
知
り
ま
た
は
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
き
か
ら
と
さ
れ
て

い
る
（
フ
民
二
二
二
四
条
）。
短
期
期
間
を
五
年
と
し
た
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
固
有
の
法
状
況
を
考
慮
し
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て
い

る
。
わ
が
国
で
も
、
二
〇
一
四
年
八
月
の
仮
案
で
は
、
一
般
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
権
利
行
使
時
か
ら
一
〇
年
と
い
う
長
期
期
間
制
限

と
と
も
に
、
権
利
行
使
が
可
能
な
こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
五
年
と
い
う
短
期
の
期
間
制
限
が
課
さ
れ
る
（
第
７

１
）。
ま
た
ド
イ

ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
と
は
異
な
っ
て
、
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
に
つ
い
て
特
別
規
定
を
置
き
、
現
行
規
定

（
日
民
七
二
四
条
）
と
同
旨
の
規
定
を
置
い
て
い
る
（
第
７

４
（
生
命
、
身
体
の
侵
害
に
つ
い
て
は
短
期
期
間
が
三
年
で
は
な
く
五

年
と
さ
れ
て
い
る
（
第
７

５
）））。
筆
者
は
こ
の
案
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
う
る
、
な
い
し
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
の
時
効

法
制
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
不
法
行
為
の
場
合
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
の
ル
ー
ル
と
違
い
は
な

い
（
生
命
、
身
体
侵
害
に
つ
い
て
は
被
害
者
保
護
の
範
囲
が
拡
げ
ら
れ
て
い
る
）。
一
般
の
債
権
に
つ
い
て
は
、「
権
利
行
使
が
可
能
な

１１４ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）
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こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
五
年
間
」
で
あ
る
が
、
通
常
の
場
合
は
弁
済
期
が
到
来
す
れ
ば
権
利
行
使
が
可
能
な
こ
と
を
知
っ
た
と
い
う

要
件
を
満
た
す
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
短
期
時
効
期
間
が
五
年
と
さ
れ
た
の
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
仮
案

の
時
効
規
定
の
採
用
の
可
否
は
五
年
の
時
効
期
間
と
す
る
こ
と
が
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
う
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の
提
案
な
い
し
ド
イ
ツ
の
新
時
効
法
で
は
、
時
効
期
間
を
短
期
の
も
の
と
す
る
一
方
で
は
、
そ
れ

に
よ
る
債
権
者
の
不
利
益
を
是
正
す
る
た
め
に
幾
つ
か
の
対
策
を
立
法
上
講
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
時
効
の
停
止
事
由
の
拡
大
で

あ
る
。
特
に
当
事
者
間
で
調
停
、
和
解
ま
た
は
仲
裁
手
続
、
さ
ら
に
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
が
係
属
し
て
い
る
と
き
は
時
効
が
停
止
さ
れ
る
と

す
る
こ
と
は
、
権
利
者
が
自
己
の
権
利
行
使
の
た
め
に
手
立
て
を
講
じ
て
い
る
の
だ
し
、
債
務
者
と
し
て
も
債
務
の
存
否
、
範
囲
、
弁

済
の
条
件
を
め
ぐ
っ
て
争
い
が
あ
る
と
し
て
も
、
債
権
の
行
使
を
受
け
、
ま
た
は
そ
の
前
提
と
な
る
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
の
間
少
な
く
と
も
時
効
期
間
の
進
行
を
停
止
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
ま
た
近
時
広
い
範
囲
で
制
度
化
さ
れ
て
い
る
Ａ
Ｄ
Ｒ
を

促
進
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
解
決
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
重
期
間
制
限
を
導
入
し
た
ま
た
は
導
入
し

よ
う
と
し
て
い
る
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
さ
ら
に
は
日
本
で
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
（
２
）

い
る
。
第
二
に
、
や
は
り
同
様
に
短
期
期
間
制
限

を
導
入
す
る
説
得
材
料
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
当
事
者
間
の
時
効
期
間
延
長
、
短
縮
の
合
意
の
広
い
範
囲
で
の
許
容
で

あ
る
。
か
つ
て
は
時
効
期
間
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
で
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
る
短
縮
は
可
能
で
あ
る
が
、
延
長
は
で
き
な

い
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
新
規
定
で
は
そ
の
延
長
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
ま
り
に
も
長
期
の
期
間
に
わ
た
る
こ
と
は

認
め
な
い
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
当
事
者
が
互
い
に
自
己
の
立
場
を
相
手
方
に
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
、
契
約
が
平
等
の
立
場
で

締
結
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
る
時
効
期
間
の
延
長
や
停
止
事
由
、
中
断
事
由
の
拡
大
、
起
算
点

の
繰
り
延
べ
は
、
短
縮
化
さ
れ
た
時
効
期
間
に
よ
る
債
権
者
の
権
利
行
使
に
対
す
る
制
限
を
緩
和
す
る
の
に
大
い
に
有
効
な
手
段
と
な

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
当
事
者
間
に
社
会
的
、
経
済
的
な
力
の
懸
隔
が
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
り
、
得
て
し
て
社

（
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会
的
経
済
的
弱
者
に
は
、
自
己
の
短
い
権
利
行
使
期
間
を
自
己
に
有
利
に
延
長
す
る
こ
と
を
相
手
方
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
期
待

で
き
な
い
。
逆
の
場
合
に
は
、
立
場
の
弱
い
相
手
に
対
し
て
時
効
に
関
す
る
不
利
な
約
定
を
飲
ま
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
現
代

の
法
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
え
ば
、
事
業
者
対
消
費
者
間
の
取
引
で
は
、
民
法
中
に
特
別
規
定
を
置
き
（
ド
イ
ツ
の
例
）、

ま
た
は
消
費
者
契
約
法
な
ど
の
消
費
者
法
に
特
別
ル
ー
ル
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
例
）
立
場
の
弱
い
側
を
保

護
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
使
用
者
と
被
用
者
の
間
の
雇
用
契
約
や
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
契
約
の
場
合
は
、
労
働
関
係
特
別
法
、

約
款
規
制
な
ど
に
よ
り
弱
者
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
規
定
な
い
し
特
別
ル
ー
ル
に
は
一
定
の

要
件
が
あ
り
、
保
護
は
万
全
と
は
い
え
な
い
し
、
例
え
ば
、
元
請
け
と
下
請
け
の
間
の
取
引
や
大
企
業
と
中
小
企
業
の
間
の
契
約
で
は
、

特
別
法
、
行
政
指
導
な
ど
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
弱
い
立
場
の
者
が
保
護
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会

的
経
済
的
に
弱
小
な
側
が
相
手
方
に
自
己
の
有
利
に
時
効
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
合
意
を
取
り
付
け
さ
せ
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
フ

ラ
ン
ス
で
も
ド
イ
ツ
で
も
当
事
者
の
合
意
に
よ
る
短
期
時
効
期
間
の
個
別
的
な
是
正
が
広
い
範
囲
で
予
定
さ
れ
て
お
り
、
特
に
本
稿
で

紹
介
し
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
・
レ
ン
チ
ュ
は
合
意
に
よ
る
変
容
を
理
論
的
に
深
く
掘
り
下
げ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
合
意
に
よ
る
個

別
的
変
容
に
は
こ
の
よ
う
な
制
限
が
伴
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
筆
者
の
結
論
を
要
約
し
よ
う
。
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
に
始
ま
っ
た
消
滅
時
効
期
間
の
短
縮
化
の
動
き
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
、
日
本
の
立
法
に
も
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
短
期
に
す
ぎ
る
時
効
期
間
は
商
取
引
の
よ
う
な
敏
活
と
早
期

決
済
を
尊
ぶ
領
域
で
は
合
理
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
特
に
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
よ
う
に
当
事
者
間
の
融
和
と
信
義
を
基
礎
と
し
て
い

る
社
会
で
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
え
る
。
特
に
友
人
や
知
人
に
頼
ま
れ
て
（
相
手
を
信
頼
し
て
）
金
銭
を
貸
す
よ
う
な
場

合
は
、
借
主
の
経
済
的
更
生
を
待
っ
て
返
済
を
受
け
る
と
い
う
小
市
民
的
な
友
誼
の
関
係
か
ら
は
短
期
の
時
効
期
間
は
導
か
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
当
事
者
は
弁
済
期
を
定
め
、
そ
の
定
め
が
な
い
と
き
は
、
貸
付
時
か
ら
相
当
期
間
が
経
過
し
て
借
主
が
返
済

１１２ 駿河台法学 第２９巻第１号（２０１５）

（
八
一
）



を
な
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
弁
済
す
べ
き
義
務
が
発
生
す
る
と
い
え
る
か
ら
、
短
期
の
時
効
期
間
を
規
定
す
る
場
合
で
も
、

債
権
者
は
弁
済
期
ま
た
は
弁
済
を
な
す
べ
き
こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
時
効
期
間
が
満
了
す
る
ま
で
の
間
に
権
利
を
行
使
す
べ
き
な
の

で
あ
っ
て
、
時
効
期
間
を
一
〇
年
に
す
る
場
合
と
三
年
あ
る
い
は
五
年
と
す
る
場
合
と
で
債
権
者
の
な
す
べ
き
こ
と
に
は
違
い
が
な
く
、

む
し
ろ
長
期
間
の
時
効
期
間
は
当
事
者
間
の
法
的
関
係
を
不
安
定
な
も
の
に
す
る
と
も
い
え
る
。
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
の

時
効
期
間
短
縮
化
の
発
想
は
こ
の
よ
う
な
所
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
短
期
の
時
効
期
間
を
債

権
者
が
権
利
を
行
使
し
う
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
か
ら
、
ま
た
は
債
務
者
お
よ
び
債
権
発
生
原
因
を
知
っ
た
と
き
（
も
し
く
は
合
理
的

な
注
意
を
払
え
ば
知
り
え
た
と
き
）
か
ら
三
年
な
い
し
五
年
で
時
効
に
か
か
る
と
し
て
も
必
ず
し
も
不
当
だ
と
は
い
え
な
い
。
債
権
者

の
こ
れ
ら
の
事
実
に
関
す
る
不
知
の
期
間
が
長
く
続
く
こ
と
に
よ
り
時
効
期
間
が
い
つ
ま
で
も
進
行
を
開
始
し
な
い
こ
と
を
避
け
る
た

め
に
長
期
の
期
間
制
限
を
定
め
る
。
ま
た
人
身
に
対
す
る
死
亡
、
傷
害
の
よ
う
な
被
害
者
の
損
害
を
確
実
に
図
る
必
要
の
あ
る
場
合
は
、

上
記
の
一
般
の
債
権
時
効
と
は
別
枠
で
被
害
者
に
有
利
な
時
効
ル
ー
ル
を
定
め
る
。
こ
れ
ら
の
新
ル
ー
ル
も
合
理
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
り
、
受
け
入
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
残
っ
た
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
現
在
世
界
仕
様
と
な
り
つ
つ
あ
る
新
し
い
時
効

制
度
を
一
般
的
に
受
け
入
れ
る
国
民
の
理
解
が
醸
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
が
債
務

者
に
弁
済
を
請
求
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
ら
、
早
急
に
債
務
者
に
支
払
を
請
求
す
べ
き
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
と
い
う

債
務
者
か
ら
は
承
認
（
支
払
延
期
の
承
認
を
含
む
）
や
更
改
を
証
す
る
書
面
を
徴
求
し
、
債
務
の
存
在
を
否
定
し
ま
た
は
誠
実
に
応
じ

な
い
債
務
者
に
対
し
て
は
で
き
る
だ
け
早
く
催
告
、
督
促
手
続
、
調
停
、
和
解
、
仲
裁
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
手
続
な
ど
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
国
民
各
自
が
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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注（
１
）
大
村
教
授
は
、
二
〇
一
〇
年
の
段
階
で
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
消
滅
時
効
法
の
短
縮
化
が
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
と

予
測
し
て
い
た
（
大
村
敦
志
・
フ
ラ
ン
ス
民
法
―
日
本
に
お
け
る
研
究
状
況
（
二
〇
一
〇
年
）
二
四
二
頁
。

（
２
）
ド
民
二
〇
四
条
、
フ
民
二
二
三
八
条
、PECL

一
四：

三
〇
四
条
（
交
渉
継
続
中
は
時
効
は
停
止
す
る
。
交
渉
に
は
調
停
手
続
も
含
ま
れ

る
（Lando／Beale
（ed.

）,Principles
ofEuropean

Contract
Law
,Part

III,p.１８７

））、PICC

一
〇・

七
条
（
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る
交
渉

は
時
効
停
止
事
由
と
な
る
。
当
事
者
間
の
単
な
る
交
渉
は
こ
の
限
り
で
な
い
）、D

CFRIII-

七：

三
〇
四
条
。
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
商

事
調
停
モ
デ
ル
法
も
、
調
停
手
続
が
開
始
し
た
と
き
に
調
停
の
対
象
時
効
で
あ
る
請
求
に
つ
き
時
効
が
進
行
を
停
止
す
る
と
し
て
い
る

（U
N
CIT
RA
L
M
odelLaw

on
InternationalCom

m
ercialConciliation

w
ith
Guide

to
Enactm

ent
and

U
se
２００２,pp.２９

―

３３.

三
木
浩
一
「
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
商
事
調
停
モ
デ
ル
法
の
解
説
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
五
六
号
（
二
〇
〇
三
年
）
五
三
頁
以
下
）。
日
本
で
は

平
成
一
六
年
に
成
立
し
た
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
で
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
対
し
て
時
効
中
断
効
を
付
与
す
る
規
定

が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
認
証
を
受
け
た
紛
争
解
決
手
続
に
よ
っ
て
は
和
解
が
成
立
す
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
手
続
き

実
施
者
が
当
該
認
証
紛
争
解
決
手
続
を
終
了
し
た
場
合
に
、
紛
争
当
事
者
が
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
そ
の
請
求
に
つ

い
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
は
、
時
効
の
中
断
に
関
し
て
は
、
当
該
認
証
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
請
求
の
時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
す
（
二
五
条
一
項
）。
そ
の
経
緯
お
よ
び
立
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹
・
前
掲
論
文
平
井
宜
雄
先
生
古
稀
記
念
民
法
学

に
お
け
る
法
と
政
策
一
二
九
頁
以
下
参
照
。
そ
の
他
個
別
労
働
関
係
紛
争
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
一
三
年
）
一
六
条
、
公
害

紛
争
処
理
法
（
昭
和
四
五
年
）
三
六
条
の
二
、
四
二
条
の
二
五
（
責
任
裁
定
）
も
同
旨
を
定
め
る
。
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